
ＩＳＳＮ １３４６－７３２８ 

国総研資料  第 826 号  

平成２７年３月  

 

 

国土技術政策総合研究所資料  

 

TECHNICAL NOTE of 

National Institute for Land and Infrastructure Management  

 

No. 826           March 2015 

 

 

 

 

 

平成 26 年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集  

 

 

Report of the Lecture Meeting of NILIM (2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国土交通省 国土技術政策総合研究所  

 

National Institute for Land and Infrastructure Management  

Ministry of Land, Infrastructure,Transport and Tourism, Japan  





  国土技術政策総合研究所資料                      Technical Note of NILIM 

    第 826 号      2015年3月                               No.826      March 2014 

 

 

 

 

 

 

 

平成26年度 国土技術政策総合研究所講演会講演集 

 

Report of the Lecture Meeting of NILIM(2014) 

 

 

         概要 

 本資料は、「平成26年度国土技術政策総合研究所講演会」の講演内容をまと

めたものである。 
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講演会､国土技術政策総合研究所 

 

 

         Synopsis 

  This report summarizes the Lecture Meeting of NILIM held in 2014. 
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第 1 章 開会の挨拶（所長 岩﨑 泰彦） 

 

皆さん、おはようございます。き

ょうは大変お忙しいところ、たくさ

んの方にお集まりいただきまして本

当にありがとうございます。またお

集まりをいただいた皆様方には日頃

からご支援・ご協力を賜っておりま

す。重ねてお礼を申し上げたいと思

います。 

 きょうは、国総研というのはいっ

たい何をやっているのかなと言うよ

うに皆さんお考えだと思いますけれ

ども、その活動についてご紹介をす

る場でございます。大きく言います

と５つの柱、そして４つの活動ということで行っております。しかしその話に入ります前に 12 月

にも入りましたから、今年１年をちょっと振り返ってみたいと思います。 

 今年１年はさまざまな課題が明瞭になった、そして同時にそういった課題に対して見過ごすので

はなくて、それに立ち向かっていこうという活動が始まった年だというように思っています。例え

ば人口減少ということで、今年５月に日本創成会議という所から人口減少がこのまま進むと、2050

年には地方の都市は維持できなくなるというような非常にショッキングなレポートがでました。こ

れに関しては、国土交通省も７月には「国土のグランドデザイン 2050」というレポートを発表しま

した。これはネットワーク+コンパクトということで、都市機能を集中させてそれを交通網でつな

げていくということを柱にしたものでございます。 

 また、政府においても、全省庁が一体になりまして「まち・ひと・しごと創生本部」というのを

作って、国をあげて地方の創生に取り組んでいくということになりました。またご想像の通り８月

20 日に広島で大変痛ましい土砂災害がございました。これに関しても、先の臨時国会におきまして

土砂法（土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平成 12 年法律第 57

号））の改正が行われております（平成 26 年 11 月 19 日公布）。事前に行った調査を公表するとか、

あるいは危険区域においては災害が起きたときにいかにうまく避難をするか、そういった計画を作

ることが義務付けられたところです。 

 さらには維持管理についてでございますけれども、今年の４月に省令改正（「道路法施行規則の一

部を改正する省令（ 平成 26 年国土交通省令第 39 号）」 及び「トンネル等の健全性の診断結果の

分類に関する告示（ 平成 26 年国土交通省告示第 426 号）」）が行われて、例えば道路の橋梁等に

つきましては５年に１度の近接目視点検が義務付けられたということでございます。  

 こういったさまざまな課題、そして国際的に見ますと地球温暖化といった課題もございます。こ
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ういった課題の解決に取り組んでいくのが国総研でございます。正式に言いますと「国土技術政策

の企画立案に関する研究調査を行う」ということが、われわれの任務というようになっております。 

 いま現在取り組んでいる研究については、大きく言うと５つの柱でございます。  

１つが先程言いました社会資本の維持管理に関する話。これはどういうことをやっているかとい

うことをちょっとご紹介しますと、例えば点検を行う場合は点検要領（例えば、道路橋定期点検要

領（平成 26 年 6 月））、これは国土交通省が通達等を発出しますけれども、その基礎となる内容に

ついては国総研がとりまとめる。あるいは、できた後にさまざまな研修等を行うことになりますけ

れども、そういったテキストを作っているのが国総研でございます。  

 それから２つ目のテーマでございますのが、これは減災・防災、危機管理。先ほど土砂災害の話

もございましたけれども、いかに災害の危険箇所を予め掴んで、また災害が発生する直前において

その兆候を掴んで住民の皆さんにお知らせをする。あるいは、災害が発生した後には、人命救助等

を速やかに行うために技術的な助言を行ったり、早期復旧に向けての取り組みを支援すると、そう

いった研究をしています。 

 それから３つ目でございます。これについてはいま多くのストックがあるわけです。この社会資

本をいかに有効に、賢く使っていくかと、そういった研究。例えばＩＴＳなどであります。さまざ

まな車の動きなどを把握して渋滞のない、あるいは安全な交通社会を作って行こうと、そういった

研究がございます。 

 それから４つ目でございます。これについては、地球環境です。地球温暖化という話がございま

すけれども、省エネの社会を作っていくためにはいかに取り組んでいくのか、住宅の省エネ化も含

めまして、さまざまな研究に取り組んでいるところでございます。  

 そして最後に５つ目でございますが、我々様々なものを作ったり、あるいはそれを保全していく

わけでございますけれども、仕事の進め方のイノベーション。品確法（公共工事の品質確保の促進

に関する法律（平成 17 年法律第 18 号））というのが今年改正（平成 26 年６月４日公布）になりま

したけれども、入札契約の仕組み、方法、そういったもののイノベーションから、きょうはお集ま

りの皆さんコンサルの方とか、ゼネコンの方、そして自治体の方、さらに直轄の職員の皆さんもい

らっしゃると思いますけれども、いかに生産性の高い取り組みをして、効率的に仕事を進めていく

か、そういったことを進めております。 

 こういった５つのテーマについてお話をしましたけれども、具体的な活動でございますけれども、

われわれは次の４つをいつも頭に入れております。 

 １つ目が今ほど言いましたような技術基準を作っていったり、ガイドラインを作っていくという

仕事でございます。 

２つ目には作った技術基準やガイドラインというものを、現場の皆さんにきちっとお知らせをし

て周知をしていく、その仕事が２つ目でございます。 

それから３つ目でございますけれども、こういった災害等が起きたときに技術相談に乗っていく

というのが大きな仕事になります。今年の広島の土砂災害におきましても、いの一番に土砂災害研

究部の職員が現地に駆けつけて、人命救助を自衛隊の方とか消防の方が行いますけれども、安全に
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かつ早く実施できるようなアドバイスをしたというそういう取り組み。さらには、これから橋梁の

点検等を進めていきますけれども、非常に難しい技術的な課題を解決しなければいけない。そうい

う場面において私どもが相談に乗っていくというのが３つ目でございます。そして４つ目でござい

ますが、これについては、研究のコーディネーターという役割です。維持管理を行っていくうえで

は、例えば国土交通省以外にも NEXCO（東日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西

日本高速道路株式会社）とか、首都高速道路株式会社もございます。それから民間の方々、コンサ

ルの方々がいますけれども、重複なくやはり効率的に仕事を進めていく必要があると思っています。

そういったときのコーディネーター、みんなが分担をして効率的に仕事をやっていけるようにする、

そういう役割を負っていきたいというように考えています。 

 最後になりますけれども、やはり我々の役割は現場の皆さんにいかに役立つことができるか。そ

れを職員全員が肝に銘じて日頃から研究、あるいは先ほど言ったような現場のコンサルティング活

動に携わっているということでございます。 

 公共事業の不要論が叫ばれた時期が少しおさまりを見せて、腰を据えて今まで抱えて来たさまざ

まな問題・課題に取り組んでいける環境が整っていると思います。これから来年 2015 年に向けま

して、引き続き我々としては今やっている、先ほど言った５つのテーマについて、あるいは４つの

活動について、取り組んでまいりますので本日お集まりの皆さま方の変わらぬご支援、ご指導、ご

鞭撻をお願いいたしまして、簡単措辞でございますけれども冒頭のご挨拶といたします。本日はあ

りがとうございます。 

 

 

 

写真-2 会場の様子 

3





 

 

 

第 2章 特別講演 

社会資本ストックの維持管理にどう立ち向かうか 

 

 

 

 

 

 

 

東京都市大学副学長・総合研究所教授 

三木 千壽 

 





 

第 2章 【特別講演】社会資本ストックの維持管理にどう立ち向かうか 

（東京都市大学副学長・総合研究所教授 三木 千壽） 

 

 

  

 

写真-3 三木 千壽 教授 

≪プロフィール≫ 

・東京工業大学修了後、東京工業大学助手、東京大学助教授、東京工業大学教授、東京工業大学工

学部長、東京工業大学副学長を務めた後、東京都市大学副学長・総合研究所教授。 

（現：東京都市大学学長・総合研究所教授） 

・橋梁の設計・製作管理、維持管理等を専門とする。 

・社会資本整備審議会道路メンテナンス技術小委員会委員長など府省や高速道路会社等の各種委員

会の要職を歴任。 

・経済産業大臣表彰、土木学会論文賞、田中賞（論文部門）、ドイツ Ernst Gassner賞など表彰多数。 
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三木でございます。今日こういうことでお話

をさせていただきますけれども、ちょっと内容

が多すぎるかもしれませんが急いで紹介をさせ

ていただきます。 

 

―スライド（1.社会インフラの老朽化問題）― 

 社会インフラの老朽化、１つの社会問題化と

言ってもいいと思いますけれども、これ今の状

況がどうかということですね。アメリカで

America in Ruins、荒廃するアメリカと言われた

のが 1970 年～1980 年。1990 年代に入って色々

な政策がとられて、かなり状況はよくなってい

るわけですが、現在の日本の状況からどうなっ

ていくのかというのを我々が考えなければいけ

ないということです。 

 

―スライド（日本の社会資本整備）― 

 社会資本整備ですが、日本については戦後

1960年代ぐらいから始まっており、このような

幹線の道路、鉄道がこの時期に集中的に整備さ

れてきたと。そのときに構造的に見れば、実は

リベット構造から溶接構造という大変な変化を

している。これは経済的にとか、急速にやろう

とか、いろいろな理由があってそうしているわ

けです。 

 

―スライド（首都高速道路）― 

 これはできたときの首都高です。そのときの

リベットから溶接に伴って生じる色々な問題

が、具体的には疲労とか腐食とかの問題とかを

起こしているわけです。ただ、これを見て、こ

のときに疲労が起きると思った人はいないと思

います。ですから、ある意味では仕方がないと

いうか、こういう時代を迎えたということにな

ります。 
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―スライド（社会資本施設の宿命）― 

 こういうことはここで話すことはないと

思いますけれども、結局は社会資本は需要が

高い順に造りますから、使い方が厳しいもの

ほど、要するに重要度が高いものほど使用環

境は厳しいと。ところが使われている技術が

古いというわけです。 

 新幹線を見れば分かりますけれども、東海

道新幹線と山陽新幹線、東北と北陸を比べた

ら剛性が全然違うのです。ただ、使い方は東

海道新幹線で言えば１日340本ぐらい走って

いるのです。ですから東海道新幹線では疲労が厳しい状況。他のほうは 150本、100本ぐらいしか走

っていないのもありますかね。長野新幹線は 100本ぐらいになりますから、そういう状況から見てこ

れはある意味で宿命だと私は思います。こういうような状況に我々は直面しているわけです。 

 

―スライド（日本の道路橋の建設時期）― 

 これはよく出ている絵ですからもう説明す

る必要もありませんけれども、橋の整備はこ

の辺りからスタートしてここでピークを迎え

ている。これが徐々にいろいろと不具合を生

じ始めたというのが現状だと思います。 

 

―スライド（メディアの反応）― 

 外の人というか、メディアというかですね、

社会はどう見て来たかということを少しお話

したいと思います。これは 2010年の日経新聞

ですが、こういうのが出ました。「橋やダム

なの社会資本、老朽化で更新・維持費急増。

50年で 190兆円」というようなことが出るわ

けですけれども、この時期５～６年前から、

周りもこういうことを気にし始めてきてお

り、「何かおかしいんじゃないの」というこ

とがこの辺りから出ているわけです。 

  

 

日経新聞 

 2010.6.16 

 

老朽化で更新・維持費急増 
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―スライド（メディアのいうところの道路橋の寿命５０年説は正しいか）― 

 これに対して、ここで 50 年というのが１

つのキーワードで出てくるわけですが、全部

50 年で寿命という計算をしているからこう

なるわけですけれども、では 50 年というの

はどういう理由なのだろうと考えると、特に

大きな理由はないのですが、大蔵省が出した

このようなものがあります。「構造物の減価

償却資産としてＲＣ、ＳＲＣが 60 年で、金

属が 45 年」というようなことが出ているわ

けですが、これは物理的な寿命とは違う。要

するに財産としての管理の話で、物理的なものとこれとを混ぜてはいけないのですけれども、ここ辺

が１つの confusionの原因だろうと思います。 

 ただし、いろいろな問題が起きてきたことは確かだというようなことになってきます。それは皆さ

んがおっしゃる老朽化かと言いたいのですが、私は老朽化という言葉は使いたくないのです。老朽化

というと老衰であって、では人間が 50 歳で。そのときに私は「構造物の寿命とあなたの寿命とどち

らが長いと思いますか」と言うのですが、どうなのでしょう。人間と橋と比べて、やはり橋のほうが

長くないといけないと思うのですけれども、では 50 年でサイクル回していったら大変なことになっ

てしまう。 

 ただ、人間も 35歳～40歳になると共済のほうから補助が出て人間ドックに行くようになるわけで

す。たぶん構造物での 50 歳というのが人間での成人病が出始める時期だろうと思います。こういう

ような状況のときに我々はどうするのかと。 

 それから、もう１つ私が言いたいのは、世界的には構造物の設計時の寿命設定はだいたい 100年な

のです。それに対して 50 年で老朽化というのはかっこ悪くて言えないです。これを私はこの間もあ

る所にいっていたら「日本は 50で全部 aging problemが出て、橋を全部壊すんだって？」って言うか

ら、「そんなことはない」と。こんな恥ずかしいことは言ってはいけないわけですよ。では、先輩た

ちはそんなお粗末なものを造ったかということになってしまいます。決してこういうことを言っては

いけないというのが、私がずっと言い続けていることなのです。 

 

―スライド（鉄道橋）― 

 そういう中で、鉄道橋を見ると、東海道新幹線の疲労問題がしばしば話題にされますが、鉄道橋の

中で東海道新幹線の橋は若いグループです。この間 50 年を迎えましたけれども若いグループです。

鉄道橋で言えばこんな感じになります。だいたい山手線の橋梁がこの辺に入ってくるのですけれど

も、100年ですね。この赤いやつが何かしないといけないというやつが徐々に増えていることは確か

なのですが、これが鉄道橋であって、鉄道橋が 100 年持っているときに道路橋が 50 年でいいはずが

ない。この辺りも気を付けなければいけないと。 
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―スライド（道路橋）― 

 道路橋についてそもそも老朽化するとか、劣

化するっていうのは、どこにも道路橋示方書の

中に書いてないのです。あの橋梁の設計の基本

理念のところに設計としての目標期限、年限が

ないのです。「年限を書け」と言い続けている

のですが、未だに入ってない。年限がないから、

これはそもそも構造物というのは永久構造物

と思って造っている。 

 私はコンクリートは永久構造物と習いまし

た。この間もコンクリートの東大の前川さんと

議論していて、「いつからコンクリートって

50 年も持たないって言い始めた」って。そん

なことないのです。誰もそんなこと言っていな

いのです。鋼はさっきの 45年に少し減らした

のは、鋼は錆びるからです。鋼は錆びる、コン

クリートとは永久構造物だと。 

 鋼構造物だからペンキを塗っておけばいい

ではないかというのがそもそもの発想になっ

ている。道路橋は疲労などまずあり得ない。実は 2002 年まで道路橋は疲労設計を入れていないので

す。2002年に道路橋示方書の本体に入れようとしたのですが、大変な反対にあいまして見送りました。

要するに 2002 年の段階で道路橋の関係者は疲労設計はいらないという判断をしているわけです。こ

れは大切なことなのです。この状況から 10 年経ってそんなに変わるはずがないわけです。ただし、

疲労設計をしていないということは致命的な問題を抱えたまま使っていることになります。 

 

―スライド（現状、さまざまな損傷や劣化(成

人病)が目立ち始めた。…）― 

 そういうようなことで、結局は総括してみ

るとこういうことで、設計のときに考えてい

なかった現象、何かというと疲労になるわけ

ですが、疲労とか、コンクリートのアル骨反

応、中性化、塩害、それから地震力、これも

低い設計地震動でやっていたものを神戸地震

以降で変えています。過積載これも変わらな

い。この辺りが設計では想定していなかった
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となかなか言いにくいのだけれども、公式には想定していなかったことが、こういうことを起こして

いるというように言ったほうがいいと思います。これが今の現状であると。 

 したがって、今どうするかとなってくると、そういうような原因をはっきりさせて、取り除いてい

くということを最初にやらないといけない。実は原因究明なしに直に行く人が多いのです。蓋すれば

いいではないかと思ってやっている人がたくさんいるのです。そうではないのです。原因究明をした

うえで、適切に処理していくというのが、我々がこれから考えなくてはいけないことだろうと。 

 

―スライド 

（笹子で社会の関心が一気に高まる）― 

 笹子でこういうことになり、一気に社会の

関心が高まったわけです。私の所によくメデ

ィアの方が見えるのですが、笹子からとみん

な思っているのですが、そんなことないので

す。笹子の前からちゃんと我々やってきたと。 

 

―スライド（老朽化問題：笹子からではない）

― 

 特に疲労の問題は、こういう歴史がありま

す。1997年に道路協会から「鋼橋の疲労」と

いう本を出しています。主査は私です。2002

年に先ほど申し上げたように、道路橋示方書

に入れようとしたのですが時期尚早というこ

とで見送られました。2003年に維持更新の在

り方委員会、岡村委員会と呼んでいますが、

それがレポートを出し、それから 2007年これ

はミネソタの落橋が契機ですけれども、田崎

委員会をやり、有職者会議と呼んでいるので

すが、そのあと 2013年以降の一連のアクションになっているということになります。 

 ですから、私はいろいろなレポートの中で、この岡村委員会と田崎委員会の２つのレポートを全部

包括した格好で今いろいろな格好で動いているのだとういうことを常に申し上げているのですが、こ

ういう格好で、いろいろ考えて来たのが本当のところです。 
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―スライド（平成 15年 4月：道路構造物の今後の管理・更新等のあり方に関する検討委員会）― 

 岡村委員会のときにはこういうことになり

ました。いろいろと問題が起きて来ているか

ら、きちんと状況を予測しなさいよというこ

とですね。予算制約のもとでどうするかとい

うことを考えろと。要するにアセット的な考

えを入れろというのが、この岡村委員会の趣

旨になります。 

 

―スライド（道路橋の予算保全に向けた有識

者会議）― 

 それから、田崎委員会ではここで５項目を

挙げました。これを今着々と進めていると言

ったほうがいいと思います。こういうような

格好で点検の制度化、保全の制度化、技術開

発、拠点の整備、データベースの整備。こう

いうようなことに対して、これをどう具体化

してくというのが問題だと。それは今具体化

しつつあると言ったほうがいいと思います。 

 

―スライド（国土交通省は平成 25年をメンテ

ナンス元年と宣言している。― 

 これは笹子が契機と言えば契機になるわけ

ですが、平成 25年をメンテナンス元年と宣言

をして、いろいろアクションを起こし始める。

ただし、我々はちゃんと準備してきたわけで

す。それをきちんと具体化していっているの

が現在の姿といったほうがいいと思います。 
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―スライド（社会資本整備審議会 道路分科会 道路メンテナンス技術小委員会）― 

 先ほどご紹介があったメンテナンスの技術

小委員会ですが、こんなようなことで動いてい

ます。ここでいちいち説明することはないと思

いますが、維持管理としてどうすればいいか

と。メンテナンスサイクルというような言い方

をしてきちんとやっていきましょう。一番問題

は地方公共団体のメンテナンスをどうするか

ということも、今進めているところです。 

 

―スライド（道路法の一部改正）― 

 これらを受けて、道路法の改正をやったとい

うことで、この辺りいろいろと大事なことが書

いてあります。予防保全という考えを入れろ

と、それから大型車の違反車両を取り締まる、

防災的な防災拠点をきちんとしろなど、その辺

りが全部盛り込まれています。 

 

―スライド（改正の概要）― 

 この中でいくつかメンテナンス上で大切だ

と思うことを私なりに拾ってみたのがこの４

項目です。 

１つは国交大臣は地方公共団体に代わって

できるということを言っているのですね。これ

は技術がないとやるべきではないと思います。

やるふりをするのが一番よくないのです。です

から、技術がないならないと宣言した方がいい

と思います。お互いの幸せのためです。 

 ２番目は、道路管理者は予防保全の観点を踏

まえて道路の点検を行うべきことを明確化す

る。これはしなければいけないのです。しない

と罰則規定になります。 

 ３つ目は、重量制限等をきちんと捕まえるということです。立ち入り検査等もやるということです。 

 それから最後が極めて大切で、実施状況を調査できるということです。要するにチェックしましょ

うといっているのです。今まではどうだったかというと、今までも点検してきたのです。今までもや

ってきたのだけど、うまくいっていないということをきちんと考えたほうがいい。  
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―スライド（最後の警告）― 

 これをさらに分かりやすい格好で出したの

が「最後の警告」で、これは家田さんの委員会

から出ていますが、大臣への報告には私も立ち

会いました。こういう格好で、具体的にどうす

るかというのがここから出てきています。ここ

で確認しているのは、点検は５年に１度、高い

技術を有する者による近接目視。これは大変大

事なことです。この辺りは診断は統一的な尺度

でやりましょうということで、いろいろな格好

でどんどん整備が進んでいるところです。これ

は後どう実施していくかということになってきます。 

 

―スライド（2．米国では）― 

 こういうようなところが日本の動きです

が、アメリカはどうしたかということを少し

振り返ってみたいと思います。私はよくいろ

いろな委員会で申し上げるのですけれども、

アメリカは実に素早く動いているのです。こ

れは見習わないといけないです。 

 1967年に Point Pleasant橋というのが落ちま

した。それから４～５年で全部これをやって

います。メンテナンスマニュアルを整備し、

これは今我々がやっているところだと、点検

の制度化、２年に１度というのも制度化しました、それから点検員の資格化もやりました。これは２

週間の講習と試験です。この辺りが全部 Point Pleasant橋の事故後、４～５年のうちに整備されていま

す。 

 

―スライド（America in Ruins by Pat Choate 

& Susan Walter,1981）― 

 例えばAASHTO（米国全州道路交通運輸行

政官協会）の設計指針も 1974年版が現在の指

針のベースともいえますが、1967年の事故か

ら６年間であそこまで仕上げているのです。

この辺がアメリカの素早いところなのです

が、この辺のことを全部まとめたものがこの
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有名なレポートAmerica in Ruinsというレポートで、これは今でもアマゾンで買えます。日本語版も

買えます。これはいろいろな形で参考になると思いますが、1981年出版ですが当時のアメリカの状況

をよく示していると思います。これは道路から港湾、上下水道のすべてを含んでのアメリカの現状と、

どうしてそうなったかということを分析しているレポートになります。Pat Choateと Susan Walterと

いうのはアメリカの政府機関の研究員です。 

 

―スライド（America in ruinsに合わせての FHWAの動き）― 

 このAmerica in Ruinsが出たときに、ちょう

ど私もこの時期にアメリカで仕事をしていた

のですが、そのときの FHWA で出したレポー

トはこんなものです。ちょうど今の日本と同じ

なのです。約 525,000橋のうちの 2/5がまずい

と。98,000橋は構造上の強度不足と。橋梁の寿

命は、ここで 50 年と言ってしまっているので

すが、50 年で、1900 年以前に竣工した橋がま

だ 25,000 もあるよというようなことを言って

いるのですが、今の日本の状況に極めて近いと

いうことを感じます。 

 

―スライド（Point-Pleasant Bridge)― 

これが Point-Pleasant Bridge なのですが、こ

ういう格好で橋が落ちた。これはチェーン吊り

橋のメインのチェーンが切れてしまったので

す。これで 50 人ぐらいがオハイオリバーに落

ちました。疲労というように言われたのです

が、実際は応力腐食割れという状況です。ただ、

これが起きるまでアメリカ人も道路橋に疲労

が起きるなんて１つも思っていなかったので

す。アメリカ人も疲労は鉄道だけの問題だと。

疲労の研究をやっているのは物好きぐらいだ

ったわけですが、これから一気にアメリカの疲

労研究が始まったといえます。 

 

―スライド（Brooklyn Bridge）― 

 Brooklyn Bridge、この頃のこれはアメリカの

シンボルみたいな橋です。 
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―スライド（Cable breaks close Brooklyn 

walkway）― 

 ちょうど私がアメリカにいたときにこうい

う新聞が届きました。「Cable breaks close 

Brooklyn Bridge walkway.」ケーブルが切れて、

これ実は日本人のカメラマンの頭に当たりま

した。それで歩道部はクローズです。これが

ちょうど今の日本に近いですね。 

 

―スライド（Williamsburg Bridge）―― 

 横の Williamsburg Bridge、これも新聞に出

ました。 

 

―スライド（A Bridge Dilemma：Patch It or 

Scarp It）― 

 これはNew York Timesですが、「A Bridge 

Dilemma : Patch It or Scrap It」直そうか、捨て

ようかということなのですね。この頃にたく

さんこれをどう架け替えるか国際設計コンペ

で動いていました。こういう時代。 

 

― ス ラ イ ド （ Joins Panel To Study 

Williamsburg Bridge Fate）― 

 それからこれは私のアメリカでのボスの

Fisher 教授ですけれども、Lehigh 大学のグル

ープがケーブルをチェックしているところで

す。日本でも最近やっていますね。ウェッジ

テストと呼ばれ、ケーブルの中に木の楔を打

込んで見ていくのですが、二層目、三層目ぐ

らいまで腐食が進んでいるねという話が出て

きます。こんな格好で一気に点検をし始めた

と。 

 

―スライド（Williamsburg Bridge）― 

 ちょっと見難いのですが、これ私が見に行

ったときの写真です。アンカレッジの中でケ
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ーブルがずいぶん切れ始めています。こんな

状況が 1980年代です。 

 

―スライド（Mianus  Bridge（米国））― 

 1983 年には Mianus が落ちました。これは

腐食と疲労です。アメリカの場合ゲルバーの

吊スパンをピンで吊っているのです。このピ

ンの所に水が入り腐食を起こし、それで疲労

につながったという事故ですが、これでもグ

レーハウンドバスが飛び込んだり、いろいろ

なことが起きています。 

 

―スライド（重量制限された橋（ペンシルベ

ニア州））― 

 これはたまたま私の手元に届いた地方紙で

すが、放っとくとこういうことになりますよ

ということなのですね。何かというと橋の手

前でスクールバスが止まっているのです。子

供たちを全部先に渡して、それからバスがそ

ろりと渡って、また乗せて走っていく。ここ

まで行くと、もうどうもならない状況になる

わけです。こういう状況が続いていた。 

 

―スライド（I-35W over the Mississippi 

Riverミネアポリス,USA）― 

 そのあと 1990 年代からいろいろな対策が

取られてかなりよくなったわけですが、これ

で 2007 年にこういう落橋事故が起きてしま

ったということになります。ただ、オバマさ

んになってからまたお金がついて、また随分

やっていますから、また変わってくると思い

ますけれどもこういう事故があったと。 

 

―スライド（日米の橋梁 建設年の比較）― 

 これは国交省が作られた資料ですけれど

も、こういうことですね。アメリカの橋梁建
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設、ニューディール政策のときですね、この辺

りで整備があったものが、この辺りでたくさん

壊れたと。今日本はここら辺りでやったもの

が、30 年ぐらいシフトした状態で少し老朽化

が目立つようになったというのが現状だろう

と思います。 

 

―スライド（3.構造物の劣化）― 

 疲労というのはあまり馴染みがないと思い

ますので、少し疲労の話をしようと思います。

私は事例を学ぶのが一番いいと思います。奥

村先生といっても、今ではあまり知らない名

前かもしれませんが、私の先生の先生で大先

生です。 

 奥村先生が私の所に見えて、「三木さん、

疲労やるんだって。ああ、いいことだ」と。

私が疲労を始めたときは、土木で誰もやって

いませんでした。船の分野に行けば疲労はメインテーマだったわけですが、土木で疲労って変わり者

だと思われたのですが、そのとき奥村先生が「疲労を学ぶなら事例を調べたらいい」と。要するにい

ろいろなジャーナル類を探しまくるとたくさん損傷事例が出てきます。それが私の疲労研究のスター

トになるわけです。 

 

―スライド（失敗、事故：最も重要で価値のある経験）― 

 私も時々こういうことを言います。失敗、事

故、これは大切なのですが、みんな隠したがる

のです。でも、失敗とか事故っていうのは実際

実物でやった経験ですから、実物実験ですから。

ところが残念ながら多くの方々はすぐ計算に走

るのです。計算は単なるシミュレーションです

よ。バーチャルの世界ですから、どちらを大事

にするかというと、やはり実際に起きたことで

あり、原因をちゃんと究明することだと。最初

に申し上げたとおり、今起きていることを全部

究明、原因を全部表に出したうえで対策を取らないとうまくいかないと思います。要するに事例を、

事故をちゃんと見たほうがいい。 
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―スライド（鋼橋に生じる疲労の原因）― 

 私は疲労の事故をこういう格好で分けてい

ます。製作の問題、それから疲労設計のしくじ

りになるわけですが、疲労強度の低いディテー

ルの採用。実は日本の道路橋は疲労設計してい

ないので、何が入っているか分からないので

す。それから設計では想定していない力。あと

でお話しますが、設計上のいろいろな過程をお

いています。ですから設計通り応力が出るはず

がないのです。最後に設計では考えてないよう

なことが起きる、振動みたいな問題です。 

 

―スライド（(1).製作時に残された欠陥）― 

 製作時の問題っていうのは、これは事故が起

きないと分からないのです。 

 

―スライド（Hasselt Bridge Mar. 14, 1938, 全

溶接フィレンデール）― 

 これは先ほどの、奥村先生が私の机の上に置

いていった資料です。ベルギーでこういう事故

が起きたよと。1938 年、ベルギーは大したも

のでこのときに全溶接で橋を造ったのです。と

ころが３カ月後にこうなってしまったという

ことなのですが、こういう品質管理の問題。当

時は溶接の品質管理というのはあまり気にし

なかったのだと思います。 

 

―スライド 

（下フランジ板継溶接部の破断）― 

 これは日本です。これは環七の橋ですけれど

も、ある日突然こんなクラックが起きました。

現場に行って驚きました。 
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―スライド（疲労破面：未溶接部の存在）― 

これをすぐ切り出してみたのです。切り出し

て、開いていくと、こんなになってくるのです。

これ下フランジの突合溶接って、一番大切な溶

接です。100% full penetrationで非破壊検査の対

象ですが、なんと驚いたことにここは着いてい

ないのです。フルペネが 50％溶け込みになっ

ているのです。ちゃんと X 線用のフィルムが

あるのです。 

まずこの橋で同じ継手を全部調べたら、三十

数か所こういうものが出てきました。同じ工場

で同時期にやったものを見たらやはりありま

した。ということは、こういうことはあるのだ

よと。ただ、こんなのはスペック通り造ってい

たらあり得ないことです。 

 

―スライド（首都高速 3号池尻ランプ）― 

 これは最近の事例ですけれども、最近といっ

ても 10年経ちましたかね、首都高の池尻のラ

ンプです。これ実は阪神の地震のときに阪神高

速のある方から、クラックらしきものがあるか

ら見てくれ言われて、多くのクラックらしきも

のを見て、この現象に気が付いたのです。首都

高も少し見た方がいいですねということで見

てもらったのです。 

 

―スライド（設計では完全溶け込み溶接）― 

 そうするとこういう写真が出てきました。

これは溶接やっている人間ならすぐ分かりま

すが、フルペネで綺麗に仕上げているのです。

こんなの壊れるはずがないのです。 

 

―スライド（実際は未溶接部の存在：溶接ル

ート部からの疲労き裂）― 

 それで「おかしいね」ということで、穴を

開けていった。表面 60mm のクラックがあっ
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たわけですが、それから 100mm、250mm と穴を開けていったのです。穴を開けてもずっとクラック

があるのです。最後 400mm までいってはじめてクラックがなくなるのです。要するにこれは溶接が

できていない。 

 

―スライド（デルタゾーン(固有欠陥)の除去）

― 

 これもルートが見えますが、溶接の板厚の半

分しか溶接がしていないのです。これフルペネ

です。これは非破壊検査やったかどうかよく分

からない。それをどうしたかというと、全部板

を当ててドリルで切り取っていたのです。これ

私がよくやるやつです。歯医者といっしょで

す。先に補強しておいて、患部を引きずり出す

わけです。そうすると「おい、これフルペネだ

ろ」と。Ｋ開先のフルペネでこんなのかと。こ

れ全然フルペネじゃないですね、すみ肉溶接で

すね。もっとひどい。 

 

―スライド（デルタゾーン（固有欠陥）の除去

２― 

 これなどはすごいです。これなんか着いてい

ないです。ここなんか割れてしまっています。

こういうようなことが、実際はかなりの数あっ

たと。実態は 2,000 基の鋼製脚橋脚のうちの

700基にこういうものが見つかったということです。ということは、ごく普通にやられていたという

ことです。道路橋は疲労には関係ないということから考えると、この辺りを甘く考えていたのかもし

れません。 

 

―スライドスライド（(2)．疲労強度の低い継

手ディテールの採用）― 

 それから疲労強度の低いディテールを使っ

てしまった、東海道新幹線などは古い設計指針

と今と強力度が違うからこういうことが起き

るわけです。それから道路橋については疲労設

計していませんから、どんなお化けが潜んでい

るか分かりません。 
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―スライド（鉄道橋設計標準 1960年と現在）― 

 これは古い設計指針の例ですが、東海道新幹

線は 1960年のスペックでやっています。1960

年のときの溶接構造の疲労の研究というのは

日本にはほとんどないのです。ドイツの DIN

のスペックを持ってきて、少し日本のデータを

入れてやったのが実態です。 

 これを見ると、こういうカバープレートみた

ないもの、当時は 120MPaの強度があると思っ

たのが今は 65 MPaにしています。ということ

は、今設計すると応力を半減しないといけない

のです。 

 ここなんかは、これも 126 MPaと思っても 65 MPaですね。こういうところがいっぱい出てくるわ

けです。こういうものをちゃんと見ないといけない。今の道路橋についていえば、こういうことをま

ず最初にやらないといけないのでしょうね。どれぐらい危ないのかということを。今どこがどれぐら

い危ないかということを見ないままワーッと動いているような感じになるわけです。これが 1つの例

です。 

 

―スライド（疲労強度の低いディテール）― 

 道路橋は 2002 年に疲労設計の原型を作っ

て、設計指針として道路協会から出しました。

その中には、使ってはいけないディテールとい

うのも書いてあります。好ましくないディテー

ルがあります。これは見れば全部分かるわけ

で、橋の中に入ってそのような構造ディテール

に丸を付けて歩けばいいわけです。たぶん知識

のある人間がやれば、最初のチェックはたぶん

１つの橋梁１日もあれば終わると思います。 

 

―スライド（疲労強度の低い継手の例）― 

 道路橋で最も危険なディテールは、このガセ

ットディテールの横桁を取り付けるとか、横構

を取り付けるとか、ウェブに板がついているよ

うなものなのですが、これは疲労強度が非常に

弱い。H等級とか、G等級があります。 

20



 

   

―スライド（ガセット取り付け部）― 

 これクラック。こういうようなクラックを

どう見つけるかなのです。これも放っとみん

な見落とします。今接近目視といっていま

す。なぜ接近目視かというと、これ接近して

手で触れば分かります。触らなければ分かり

ません。これは、黒くなっているのは磁粉探

傷をやっているから黒く見えるのであって、

実際はほとんど見えないほど細いラインと

して見えますが、触って手でなぞってみれば

分かるわけです。それが接近目視の大事なと

ころです。 

 

―スライド（2000 Hoan Bridge）―  

これはほっとくとこうなります。日本では

ここまでひどいものはないのですが、あとで

これに近いものが出てきます。 

これはアメリカのHoan Bridgeですが、も

う落橋寸前になります。 

 

―スライド（(3).設計では想定しない応力の

発生）― 

 それから設計では想定していない応力。こ

れが数的には多いのです。いろいろな仮定を

おいています。 

 

―スライド（桁端部の亀裂の例）― 

例えば支点部、これは単純支持ですから、

支点部モーメントによる応力はほとんどゼ

ロになりますが、しかもこれは可動端になる

のです。可動端というのは回転とスライディ

ングが自由なはずです。 

 橋梁に入って、支承部が回転とスライディ

ングともがちゃんと動いている橋はなかな

か見つからないのではないかと思うのです

が、それが単純支持の自由端が固定端になる 55

21



 

   

と固定端モーメントが出るわけです。固定端モーメントといのうは両端を Fixにすると真ん中に起き

るモーメントよりも、固定端モーメントのほうが大きいのです。そうするとこういうことがソールプ

レートの取付部に起きてくる。これはもう危ないのです。もうすぐ脆性破壊します。 

 

―スライド（桁端切りかけ部の例）― 

 これもそうですね。こういうのよくありま

すね、桁端の切りかけ。これも支点の近傍で

すから、曲げモーメントによる応力はほぼゼ

ロですから、こういうことをやってしまうの

ですね。そうするとポコッと切れるのです。

これも危ない、たくさん起きます。 

 

―スライド（部材間の連結部で設計での想定

とは異なる変位モード：変位誘起疲労）― 

 例えば主桁と横桁の連結。これは計算上単純支持なのです。単純支持なんか実際できないです。リ

ブとかボルトで閉じてあるわけですから。閉

じれば固定端モーメントが出るわけです。横

桁と縦桁もそうですね。そうすると、全部こ

ういうような計算。なぜ計算をこうしたかと

いうと、計算が楽だからですね。それから部

材の断面を決めるにはモーメントが大きく

出た方がいいから、安全になるから。でも違

うのです。そういうようなものが全部いろい

ろなことで不具合が出てくるわけです。 

 

―スライド（下路プレートガーダ、横桁－縦

桁接合部(JR東, 中央線)）― 

 これは鉄道橋です。これはちょっと驚いた

事故ですが、これは中央本線です。横桁、こ

れスルーの桁で向こう側に主桁が見えます

が、横桁に縦桁がとりついているのですが、

実は鉄道橋全部これは直したはずだったの

ですが、見落としていたのです。これが残っ

ていたのです。４カ所全部切れています。最

後脆性破壊して列車が傾いて、運転手から通

報があっていったのですが、最初に私の所にもってきたのはＮＨＫの記者なのです。４～５時間遅れ

22



 

   

てＪＲ東日本が飛んできましたけれども。こ

れは実際の構造は固定されているのですか

ら、固定端のようにしなければいけない。 

 

―スライド（道路橋で最もポピュラーな疲労

損傷）、（TYPEA～C CRACK）― 

 道路橋では一番数が多いクラックはここの

対傾構の取り付け部。ここは道路橋に入れば

必ず見つかるクラックですけれども、こんな

クラックですね。 

 

―スライド（東名高速道路、上路トラス）― 

 これは東名高速ですけれども、こういうトラ

スの。これも横桁になるわけです。横桁は主構

トラスに対して単純支持ですから、ごく単純

な、簡単なコネクションでつないでいるけれど

も、実際には固定端モーメントが生じますから

こういうクラックが出る。これは全線出てい

ます。こんなものはほっとくとバカッと落ち

るのです。こんなようなことをきちんとやら

ないといけない。 

 

―スライド（鋼床版）― 

 鋼床版。これは、本当は昔から疲労設計や

っているのです。昔の道路橋示方書にも鋼床

版は疲労設計をやれと書いてあるのですが、

その許容応力度がむちゃくちゃ高いのです。

誰が作ったのか分からないのですが、めちゃ

くちゃ高い。こんなのはやらないほうがいい

くらいです。 

 鋼床版ほど応力や変位挙動が設計と合わ

ないものはありません。たくさんクラックが

出る。 
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―スライド（鋼床版の疲労損傷の例）、（鋼

床版の亀裂の例）― 

これは首都高の舞浜なのですが、あらゆる

モードのクラックが出ています。これは説明

しても仕方がないのですが、鋼床版ほど設計

計算に合わないものはありません。ただ落橋

はしないからいいかなとは思っているので

すけれども、いくつかの橋梁は車が床版をボ

コッと抜いてしまって通行止めにしたもの

はあります。 

 

―スライド（首都高標識柱の写真）― 

 それからこういうものもありますという

ことで、これは首都高に立っていた標識柱で

すね。交通振動を拾って標識柱が振れてクラ

ックが入ったと。同じようなタイプのものを

同時期に 100本以上導入しています。１本が

下に落ちて慌てて委員会やって全数調べた

らこんなものが出てきました。綺麗に疲労亀

裂。これは疲労亀裂の特徴です。綺麗に真っ

すぐ切れます。 

 

―スライド（標識支柱の破断）― 

 つい先日、東北地整に行ってこういう話を

していたら、東北地整の方が面白い写真を見

せてくれたのでいただいてきました。これは

何かというと照明柱ですね。これも綺麗に疲

労破壊しているのです。照明柱のところの一

番下側にリブが付いているのです。ここで風

で揺れるのでしようね。風で揺れて応力が繰

り返され、その結果として、綺麗に疲労亀裂。

こんなのが日本に限らず、たくさんあるので

す。これも倒れて車の上に落ちたりしたら大

問題です。こういうようなものも見なければ

いけない。これは想定外の振動による疲労と

なります。  
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―スライド（遅れ破壊）― 

 もっと怖いものは遅れ破壊というものがあ

ります。 

 

―スライド（遅れ破壊の写真）― 

これはごく軽いものです。錆びてはいけな

いと思って、ステンレスのボルトを使ってい

るのです。ところがステンレスのボルトを使

って締めると、鋼材との間で異種金属間で、

金属電池ができてしまうのです。そうすると

母材のほうが錆びて、錆びると水素が出る。

水素が出るとステンレスを遅れ破壊させてい

る。 

 実は笹子トンネルのあと、あるトンネルを

見てステンレスで吊っているものに同じよう

な現象を見つけて、国交省のほうには連絡するように言っておきました。届いているはずなのですが。

これは高等学校の物理や化学で習うことを忘れているのですね。ですから鋼構造物をステンレスでと

めたり。防音構なんかはアルミのリベットで取付けたりするのですが、アルミが溶けて取れるとかで

すね。こういうようなものは大変なしくじり、事故が起きて分かるわけですが、「なんだ、土木の人

はそんなことも知らないの」といわれる１つの事例ですね。 

 

―スライド（P.C. Girder Bridge with Outer Tendons）― 

 それから、こういうのも起きます。藤井聡

先生がよく使う写真ですけれども、彼はあま

り解説せずに使っているからよくないのです

が。これは木曽川、先日噴火があった山の近

くのものですが、これはセグメント方式のＰ

Ｃです。突っ張っているテンドン、ＰＣ鋼線

のアンカー部分が遅れ破壊して落ちてしまっ

たケースですね。これはちょっと施工的に問

題があります。こういう遅れ破壊的なものも

結構怖い。 
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―スライド（腐食）― 

 腐食はひどくなるとこうなりますが、実は

なかなか腐食では落ちません。すごく錆びて

いるように見えるのですが、腐食生成物とい

うのは 2,000倍か 3,000倍に体積が膨らみます

から錆びると驚くのですが、多くの場合はそ

んなにひどくない。 

 

―スライド 

（腐食損傷から落橋へ至った事例）― 

 これは沖縄の橋ですけれども、もう通行止

めしているものを実験用に私がいただいた橋

で、そこにいろいろなセンサーを取り付けて

測っていたので非常に貴重なデータがとれま

した。外側から見ると綺麗なのですが、中側

に行くとボロボロというケースで、結構この

辺りは腐食の点検の難しいところです。 

 

―スライド（4.点検と診断が重要）― 

 点検と診断が重要という話をさせていただ

きますが、 

 

―スライド（バスタブカーブ）― 

機械類の経年劣化現象を議論するときはこ

れがよく出てきます。バスタブカーブ。私も

時々使います。これは時間に対して、故障率、

事故率です。 

 昔の車は買うと１年ぐらいはしょっちゅう

点検に来いと言われたのですね。３カ月点検、

半年点検とかいっていたのですが、これは初

期故障の対策なのです。その後、安定期があ

って、老朽化になるのです。我々の構造物は、

ようはどこにいるかなのです。ひょっとした

らこれかもしれない。だってローマ人の橋は

2,000 年経っても平気なわけだから、今あるものはこれかもしれない。この辺だろうと思うのですけ

れども、我々の橋はどこにいるのかを特定するのが点検と診断ということになります。 
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―スライド（道路橋の点検と診断：実態はどうか）― 

 後で出てきますけれども、山添橋と木曽川

橋と重大な事故が２つ連続して起きたので

す。国交省の国道防災課でいろいろな話をし

ていて、本当にこれまでの点検と診断はきち

んとできているのかなということになりまし

た。きちんとできているのか調べようよとい

うことで、調べました。特に鋼橋に限ってな

のですが、鋼橋の直轄でやった点検・診断の

レポートを全部チェックしました。 

 何が起きているかというのを調べてみたわ

けですが、こういう委員会を作って、ここで全部洗い出しをしました。事務局は首都高技術センター

がやったわけですが、こういうような資料に作ってあるので、ぜひこれを見ていただきたいのです。

これの実は本音バージョン、裏バージョンもあります。誰がどういうことを言ってどうしたかという

ことも全部調べました。 

 

―スライド（山添橋の疲労損傷）― 

 そのきっかけになったのはこの山添橋の事

故なのです。いろいろな所で紹介されます。

あまり詳しくは言いませんが、点検の中でこ

んなクラックを見つけたと。1.1mのクラック

を見つけたと。これはクラックを見つけたと

は言わない、壊してしまったというのです。

1.1mのクラックって、たぶんこれ少し曲がっ

ているのですね。たぶんこの辺りまで疲労破

壊で、この先は脆性破壊だと思うのですが、

実はこれ原因究明していないのです。被せし

てしまったと言われてもしかたがないですね。1点目の問題はこれですね。 

 ここまでいくためにはたぶん 10年か 15年かかっています。その間 2回ぐらい定期点検入っている

はずです。点検が機能していない。事故の後、国交省で「委員会作りました」っていうから「そうで

すか」って言っていたのですが、それなりの対策はとられたのです。 
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―スライド（不適切な緊急応急（ストップホールのずれ）②）― 

 そのうちにこんな書類が出てきました。こ

れが驚いたのですが、最初にやったのがここ

に後ろにH型鋼を抱かせて、「これはひどい」

と私は言いました。その後すぐに外したよう

ですが、ここにクラックがこうあるのです

ね。最初やらなければいけないのは原因究明

なのですね。どうせ切れているのだから切り

出せばいいのです。切れているものを大事に

するのではなく、切り出せばすぐ分かるわけ

です。切り出さずに板を当ててしまっている

のです。 

 しかも実はその疲労亀裂の先端にここにストップホールが開いているのです。「新型のストップホ

ールですね」と私は言ったのですけど、ストップホールはクラックの先端に開けなければだめですし、

添接板できちんとここをカバーしないといけないのです。これが実際に起きたことです。 

 どなたが委員でというのは言えと言われれば全部言いますけど、そんなことは言わない方がいいの

ですが、これが実態だということです。立派な会社の方が点検をされて、先生方が集まって委員会を

やって、でも、これを見る限り現場に行っていないのではないですかね。現場に行けばこんなことし

ないです。たぶん図面の上で孔とその位置だけ指示して開けさせたのだと思います。こういうような

ものが起きている。 

 しかもそのとき私は「同じディテールについてはクラック出るかもしれないから見てくださいね」

と言ったのですけれども、見ていない。いや、「見たのですけどありません」という答えが出たので

すが、これ 1年後の点検でたくさん見つかっています。ということは、この辺りのことができていな

い。ぜひ先ほど申し上げた分析結果を見ていただけたらと思います。 

 

―スライド（木曽川大橋（鋼トラス橋）の斜材切断（局部的な腐食））― 

 もう 1つはこれです。これもよく皆さんご

覧になっていると思いますが、木曽川のトラ

スの斜材が切れたと。ここの斜めに部材が入

っている際ですね。ここで腐食が起きるわけ

なのですが、裏側で実は起きているのです。 

 これは、この顛末は名古屋大学の山田健太

郎先生が土木学会誌に詳しく書いているの

で見ていただければと思いますが、８年前に

同じような事故が起きているのです。それで

この橋も点検しているのです。それで片側は
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対策をとっているのです。取りやすい方をと

って、取りにくい方をとっていない。取って

いなかったら起きちゃったわけです。 

 そのときに何が問題かというと、継続監視

をするようになっていたのです。ちゃんと継

続的に見なさいよと言っていたのが、管理カ

ルテに継続監視というのが記載されていな

かったのです。要するにこれでは意味がない

わけです。ですから、こういうようなことが

この原因になってくる。しかもこの橋はその

ときにどうも接近目視という項目が外れていたらしく、遠方目視になっているのです。すると見えな

い。 

 

―スライド（木曽川大橋破断箇所の写真）― 

 ところが、破断したのはここなのです。木曽

川といっても川の真ん中ではなくてここなの

です。はしごをかければ分かるのですが、こう

いうこともできていなかったというのが顛末

になります。 

 この辺を踏まえたうえで、こういうことにな

らないようにということで、今回のいろいろな

格好での点検マニュアルだとかを作っている

と。今橋梁から始まって、かなり構造物で点検

マニュアルが今公表。ほぼ公表が終わっていま

す。そういう格好で動いていますから、こうい

うことにならないようにしていこうということを今対策取っているところです。 

 

―スライド（点検、診断の現状）― 

 点検での見落とし、誤った診断。レポート

を全部調べていくと、どう見ても素人の判断

なのです。対策がまたひどいのです。何でも

板を当てればいいと思っているのです。単純

に板を当てても対策にならないこともありま

す。そういうようなところをきちんとしない

といけない。 

 やはりどのようにしていくか、制度も資格
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もきちんと考えないとまずいと。要するに我々は国民に対してきちんと安心して使ってもらえるよう

なものを提供しているわけで、これが不安を持ち始めるとどうにもならなくなりますから、この辺り

はきちんとしなければいけない。 

 今考えているのはこのような業務において、照査ができていますかということです。皆さんどの会

社も ISO9000番って照査技師という項目があるのですが、照査の意味がよく分かっていない。照査を

しなければいけない。それから、それと同時に医療でのセカンドオピニオンというような格好で、誰

でも見えるようにしなければいけないということになります。 

 

―スライド（点検と診断）― 

 くどいようですが点検と診断は違う。医者の

ことを考えてみなさいということになるわけ

です。それから、実際の構造物の挙動は設計と

は違うと。この辺りは事例が語っているではな

いかと。単純桁といっても単純桁としては動い

てないよと。非合成といっても非合成桁なんて

ないだろうということになるわけです。この辺

りをきちんとしていかないといけないだろう

ということです。 

 医師の症例数と生存率と書いたのは、皆さん

もしも心臓が調子悪くなったら、自分の心臓切るときにどうやって医者を探すかなのです。今ではす

ぐにインターネットでとれますね、どの病院の何とかという医者に行けば 200切ったとか、300切っ

たとか。同時に生存率も書いてあるのです。これだと思います。誰に頼めばどうするかというような

ことを、全部オープンにしていかないとうまくいかないだろうと思います。 

 

―スライド（的確な点検と診断の重要性の例）― 

 これは太田大臣に点検が大切だという話を

してくれと言われたので、持って行った写真

なのですが、ここに疲労クラックがあるので

す。これは長さ 20mmぐらいです。この状態

で寿命の 60％ぐらいなのです。これグライン

ダーで削ったらＯＫなのです。 

 実は東海道新幹線のメンテナンスをやって

いるグループには、道具ボックスにグライン

ダーを入れさせているのです。「深さ１mm

を限度にして削れ」と言っています。「１mm

超えても消えなかったらすぐ報告」といっているのですが、多くのクラックは１mmで消えます。そ
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うするとセーフ、無料でこれで終わるのです。60mm程度、これだと心臓ドキドキします。危ないで

す。これで 90％ぐらいです。ただ、これでもこうやれば終わりです。対策費が１カ所 20～30万なの

です。ほうっておくとこうなります。何億かかるか分かりません。Social loss考えるととんでもない

ことになります。 

 ところが何が問題かというと、これやってしまうとお金にならないのです。だから、今回のレポー

トの中に「産業界のいろいろな技術開発とか何とかを活用する」というのが入っているわけですが、

これをやるためにはお金が無料だとうまくいかないから、こういうのを見つけて対策に対してこれの

何がしかを考えるようなことをしないと産業界側は動かないと思います。これどんどん見つけて削っ

ていったら無料になってしまいますよね。インハウスがやるとこれがいいわけです。東海道新幹線は

インハウスで削らせているから、かなりが無料になるわけです。この辺りのメカニズムをどう考える

というのは、これから特に管理している側と議論していかなければいけない。 

 

―スライド（点検と診断技術の開発と高度化）― 

 こういうようなことで、まとめていくと点検

・診断・措置、こういうようになるわけです。

いくつか話題になることをお話します。 

 

―スライド（論点－1：5年に一度の点検）― 

 ５年に１度とこれはどうかという話で。これ

を発表したときにメディアがたくさん来まし

た。「こんなのできないじゃないですかと、み

んな文句言ってますよ」と言うけれども、実際

は５年に１回だと危ないのです。クラックのよ

うに目で見られるようになって、ドンと行くま

での間をだいたい半分にしないといけないので

す。それがアメリカとの２年に１回との１つの

根拠になっています。 

 ですから、何かありそうな場合には 1/2とか、

1/4 とか刻んでいくようなことを考えないと危

ないだろうと思います。東海道新幹線は８年に

１度総足場かけます。総足場かけたときに徹底

的にプロによって見るのです。その間は最低１

年に１回は見るような格好でインハウスがやっ

ているというのが東海道新幹線です。この辺りどうしていくのか。 

 それからあとで出しますが、今年から始まったＳＩＰでモニタリングの開発がずいぶん行われてい

るわけですが、モニタリングがその間ウオッチしてくれるならモニタリングを使う価値は十分あると
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思います。ただ、５年間もつモニタリングのシステムは実は今のところないですね。この辺りが問題

だろうと思います。 

 

―スライド（論点－2：高い技術を有する者による点検と診断）― 

 それから高い技術を有する者。これが難し

いのです。点検のWho、When、Where、How。

これを Why を入れたほうがいいかもしれな

いのですが、先ほど見ていただいたような反

省に基づいてこれはきちんとしなければい

けない。点検技術者がきちんと分かった人間

がやらなければいけない。いろいろな技術者

が１人ではだめだと、カンファレンスという

皆で集まって議論をするようなことをしな

ければだめだと。それから直すとか直さない

とかの措置については、もっと詳しい専門員もいるだろうということです。いずれも経験が必須、現

場なしではできない。いくつ現場をこなしたかと、その成功例を全部データベースにすればいいので

すよ。この辺りをこれから先どうしていくのかと思います。 

 

―スライド（点検技術者の養成(今年より開始）― 

 点検技術者の話は、まず管理者側からいこ

うという話で動き始めています。初級、中級、

上級、ということで、初級１週間ぐらいで地

方整備局単位でやっている。中級が国交大学

の係長研修を振り分けて２週間、テキスト統

一です。テキスト統一で、できれば試験もや

りたいということで、ある意味ではテキスト

統一して試験をやれば車の免許と同じでど

こが出してもいいわけです。これは国交省が

やるとかやらないとか言わなくても、それが

きちっとできるならば、そういう格好もある

かもしれない。ただ、みんながとるようなものでもないだろうと思っています。この間もあるテレビ

番組で私は 500 人いればいいだろうと言いましたけれども、最低年間 50 ぐらいの橋をみないと目が

肥えてこない。肥えてきたら年間 10 基でもいいかもしれないですよ。でも、そうでもしないと代り

番こに見に行ってもこんなの分かるわけない。かなり目がないとできない。 
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―スライド（5．新しい技術に関心を持とう）

― 

 それからもう 1 つは少し新しいこともやっ

た方がいいだろうと。これは新しくはないの

ですが、技術開発のところに入ります。ぼち

ぼち骨組解析やめませんかということです。

未だに設計では骨組解析とか、格子解析とか

やっているのですが、私はやめ。こういう議

論をするときに、メンテナンスの議論をする

ときにはこれは全部やめた方がいいと。今パ

ソコンでＦＥＭとか簡単にできますから。う

ちの研究室の学生が持っているパソコンでも

100万要素ぐらいのＦＥＭすぐ動きますから、

もうこういうのに変えた方がいいだろうと。 

 

―スライド（（1）骨組み解析ベースの設計計

算からの決別。）― 

 土木の世界ってこれ驚きなのですが、これ

ほど合わない計算をベースに物を造ったりメ

ンテナンスしている世界はないです。 

 

―スライド（実験状況写真）― 

これ私がやった実験ですが東名高速です。

Ｂ活荷重の設定ときに行った実験です。これ

50トンのトラックを４台並べました。 

 

―スライド（解析モデル）― 

ＦＥＭと合わせてみたのですが、そのとき

に言えることはこれが設計計算です。これが

測定ＦＥＭです。これがＦＥＭでは合います。 
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―スライド 

（スパン中央断面での G1 桁内の応力分布）、

（スパン中央での各桁のたわみ）― 

 たわみです。設計計算でやるとこんなにたわ

みがでてきます。実際はこれだけしかたわみま

せん。これで議論すればはるかに、ほとんど何

も手を入れなくてもいいものがたくさん出て

くるわけです。あとはディテールだけの問題に

なります。こういうことに関心を持った方がい

いと。 

 

―スライド（各部材の貢献度）― 

 これはややこしいからもうやめますが、いろ

いろな部材がいろいろな貢献をしているわけ

です。その結果、梁理論の半分しか応力が出な

いことになってしまうわけです。ＦＥＭでやる

と全部出ます。 

 

―スライド（Boeing 777 Wing Test：確証試験

として実施される）― 

 これは学生によく見せるビデオなのですが、

飛行機は開発の最後に機体を壊すのです。これ

ウェブでとれますが、安全率 1.5～1.6の間に入

っていないと失格になります。これ今手を叩い

ているのは設計者ですね、1.5 を超えたと喜ん

でいるわけです。次の心臓ドキドキは 1.6を超

えるとパーなわけです。どんどんやっていくわ

けです。これドキドキしているのです。あとア

ナウンスも入っているのですが、1.55だと思い

ますがバキッと折れるのです。これぐらいでき

るのです今やれば。これで歓声が上がるので

す。２ケタまで合うのです。土木は倍半分でい

っているのです。これはまず変えることだと思

います。こういうことをやらないとうまくいか

ないのです。 
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―スライド（(2）鋼材、溶接材料に関心を持

とう）― 

 材料は同じＳＭ材でも年代によって全然違

います。 

 

―スライド（内側ダイヤフラムの溶接…）― 

これは注意した方がいい。 

実は首都高の現場で経験したものですが、

溶接で補修し、ＵＴをやって、なんか変な割

れの兆候が出て来たのです。それでコアを抜

いてみました。 

そうすると磨くとこんなのが出てくるので

す。板の真ん中で割れているのです。ラメラ

ティアという割れで、昔よく起きた現象です。 

 

―スライド（Lamellar tearの発生は 1960年

代の重要な問題…）― 

ラメラティアは鋼材中のサルファの量によ

ります。 

 

―スライド（鋼材製造における S 除去の能力

の変遷）― 

 ここが限界になるわけですが、これと当時

のＡ～Ｅまで鋼材メーカー５社の製造能力で

す。この赤い線が、このラインより上はアウ

トです。これからいくと、1967 年この辺りま

でですとみんなアウトなのです。 

ですから 1967年ぐらいまでの鋼材はへたに

溶接すると割れますよといっているのです。

なぜこうなったかというと、やはり鉄鋼会社

の技術開発で連続鋳造などと言っていまし

た、サルファが入っていると割れるそうです。

この辺りで今は大丈夫なことでも、昔の鋼材

は触ってはいけませんよということですね。  
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―スライド（（4）モニタリング： Smart bridge）― 

 それからモニタリングの話を少しします。

私のところはずっと昔からやっているのです

が、この話を私の都市大の学長の中村英夫先

生に話をしたら、こうかなって彼が言ったの

です。それを使わせていただいているのです

が、モニタリングは「橋に神経と脳を取り付

け、傷を受けたら痛いという」という、中村

英夫先生の言葉なのですが、確かにそのとお

りなのです。今すごく流行り始めています。 

 

―スライド（研究、技術開発）― 

 構造物というのは使い始めると徐々に劣化

をし始める。それで、点検・診断というのは

こういうところで、現時点でどれぐらいの体

力があるか、実はできたときにどれぐらいか

って分からないのです。どれぐらいの出来栄

えが全然分からないのです。コンサルタント

によっては１回の点検で、性能曲線を描きま

すよといいますが、「本当かよ」って言いた

いですね。できるわけないのですよ。東京都だけは同じ点検マニュアルで４回、５回やってますから、

やっとこのカーブが描け始めました。このカーブが描けたら大成功なのですね。点検というのはこう

いう格好で、現状の耐力を見る。これがどれぐらいなのだろうということですね。 

 それからモニタリングというのはこれを見るのですね。どういうように行くのかなと。例えば５年

ピッチでやっているときに、５年間いいかなというのもモニタリングの１つの対象になると思いま

す。それからさらに限界状態をとめるというのもモニタリングの対象になります。この辺りがモニタ

リングになってくるわけですが、これは使えるだろうと思っています。 

 

―スライド（橋梁モニタリングの対象）― 

 我々はいろいろなことをやってきているわ

けですが、外部からの荷重、外乱だとか、地

震力とか、台風とかをチェックする。これは

いわゆる橋ができたときの動態観測という名

前で呼ばれているものにほぼ等しいと。それ

に対して、ブリッジのレスポンスを見ると。

歪みがどうかとか、変位がどうかというレス
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ポンスを見る。ではこういう外乱とレスポンスと見比べると、構造物が変わっていくかなと。これが

捕まえられたら勝ちですね。これが目標になるわけです。 

 モニタリングで Fatigue とか、Corrosion とか、Buckling とか、Yiedling とか起きるのをどうにか予

知したいというのが目的になってきます。 

 

―スライド（光通信網【情報 BOX】を利用した

橋梁の健全度長期遠隔モニタリング）― 

 これは建設省東京国道事務所と 2000年ぐら

いからずっとやってきました。15 年前にここ

までできているということですね。全部リア

ルタイムで自動測定で、全部データ処理をし

て、活荷重から何から全部分かるようにして

います。 

 

―スライド（疲労における支配的因子）― 

例えば疲労としては、活荷重の大きさが一

番問題になります。ここに条件に書いてあり

ますが、普通の車は１トンぐらいで、トラッ

クは 20～25トンですけれども、実はどれぐら

いかということですね。 

 

―スライド（疲労の基礎知識 S-N線）― 

S-N線の勾配というのは、S-N線というのは

log-log で勾配３です。ということは、応力が

倍になれば８倍ということです。１トンと 10

トンではダメージが 1,000倍違うわけです。そ

うすると活荷重が一番大切なのですが、実は

これ建設省と一緒にやったモニタリングの結

果ですけれども、50トン以上のプロットです。

100トン車が通ります。これが、過積車両を取

り締まれと言っている 1 つのあれになるわけ

です。これを現状どうするかということです。 
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―スライド（Extremely Heavy Trucks）― 

これ 2001 年からやったときの、2002 年～

2003 年のデータですが、３つの橋で随分違い

ます。橋ごとに随分違うのです。玉川という

のは 246で神奈川県から入ったところですが、

神奈川県で入ったときは結構大きいのがあっ

て、環八・環七で逃げて、渋谷の傍まで来る

と随分軽くなっているのですかね。こんなの

が分かります。それから、荒川河口橋という

のは千葉からはいったところですが、これか

ら見ると千葉からの車は随分重たいなという

ことになるわけです。こういうこともメンテ

ナンスに効いてくるわけです。この辺もきち

んとやらないといけないです。 

 

―スライド（センサー、通信のすべてを光フ

ァイバーで構成・実証実験（2006－）― 

 これをもう少し進んだバージョンのシステ

ムが首都高についているのですが、もうスト

ップしていますが、これも全部全自動です。

要するに一切手を触れずに活荷重から何から

全部判断するようにしているのですが、それ

をずっと累積していって。 

 

―スライド(統計情報(通過車両重量情報)）― 

このシステムの特徴は 10トン超えたトラッ

クについては全部顔写真を残しています。実

はこの写真の中には登録番号から、運転手の

顔まで全部分かります。 

 

―スライド（Monthly Changes of Vehicle 

Weight）― 

 これほどやっていて異常値がでれば警告が

出るようにしているのですが、少し５年間の

データをまとめてみました。10 トン以上の車

のアベレージが 30トン、５年間変わりません。
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それから月の最大値は 80トンです。これも５

年間変わりません。こういうものがメンテナ

ンスの計画上、結構参考にはなるだろうと。 

 

―スライド（Sum of Cubed Numbers of Passing 

Vehicles in Each Lane）― 

それから交通荷重は曜日によって違いま

す。金曜日から木曜日、少し変な切り方をし

ていますが、金曜日から木曜日までやってい

るのですが、１番は登りの走行、それから追

い越し、追い越し、下りの走行になるわけで

す。レーンによって大型車は走行車線に集中

するということですね。こんなのも何に使う

のかと言われても困るのですが、１回取った

ら使い道はあるかなというやつです。 

 

―スライド（東京ゲートブリッジへの適用 従

来の動態観測をモニタリングへ）― 

 東京ゲートブリッジ、これはずっと設計の

ときからつきあってきたのですが、少しモニ

タリングを入れてあります。 

 

―スライド（橋梁の特徴）― 

これの特徴は免震支承なのです。巨大な免

震支承が入っています。機能分離型です。ま

ともに動くか心配なこともあってモニタリン

グを入れてあります。 

 

―スライド（Comprehensive bridge health 

monitoring system）― 

これはダメージシナリオ型モニタリングと

私は呼んでいるのですが、地震力をずっと高

めていってその結果どこが壊れるかというこ

とをシナリオを作ったうえで、いろいろなセ

ンサーをつけていったと。こんな格好でセン

サーがたくさんついています。まだあまりい
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いデータが取れていないので、データが取れ始めたらまた公開したいと思います。 

 

―スライド（経済産業省 METI）― 

 これを見てセンサー業界が動きました。去

年だと思いますが、茂木大臣が見たいという

ので案内したのですが、茂木大臣を案内した

あと、METIジャーナルというのは経産省のオ

フィシャルジャーナルですかね、こんなのが

出てきました。これ表紙ですけれども、ここ

でもいろいろな話をしているのですが、セン

シングやモニタリングでメンテナンスのレベ

ルアップをすることは、可能性はあると思い

ます。 

 

―スライド（これは実現可能か？）― 

 ただこれにリンクして、日経エレクトロニ

クスというジャーナルに出たモニタリングの

イメージがこれです。これ見た瞬間「ばか」

と私は思いました。全身センサーです。セン

サーがそういうものができればいいかもしれ

ませんけれども、ただ我々はセンサーに対し

て夢は持っています。それは全部人力という

わけではないから、ここまではいかないだろ

うけれども、何か考えることはできるだろう

と。 

 

―スライド（おわりに）― 

 これは最後ですが、目指すメンテナンス（予

防保全型）。予防保全型にすると、うまくい

けばお金がかからなくなります。ただ下手を

すると損傷を育てる人が出てきます。これは

ある事故で弁護士と雑談をしていました。予

防保全は私は防犯ですと思っています。防犯

です。警備のときに芽を摘んでしまえば大き

な犯罪にならない。弁護士に「弁護士は防犯

好きですか」と聞いたら、「それは難しい質
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問ですね。弁護士ビジネスが無くなりますね」と言いました。 

ですが、我々は公共事業であり、我々はこういうものを自分たちでメンテナンスしているわけだか

ら、うまくいけば防犯になるわけです。そうすると、一気にメンテナンス費用が落ちるだろうと。ミ

ニマムなコストで安心・安全・快適なということになるわけで、できればプラス 100年に。どんなに

壊れていても、修繕することはできると思いますが、安全性と経済性、すなわちそのときに直した方

が安いかどうかですね。社会的なロスというのも考えないといけないわけで、この辺りのことも踏ま

えて取り替えるか、修繕するかを考えていかないといけないと思います。今までこの分野はあまり技

術開発をやっていなかったわけだから、本気になって皆で技術開発すればそんなに難しくないだろう

と思っています。 

どうもご清聴ありがとうございました。 
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第 3 章 一般講演 

3.1 国総研の最近の話題 

（研究総務官 藤田 光一） 

 

皆さん、おはようございます。研究総務官の

藤田です。 

 こういうタイトルでご紹介をしたいと思いま

す。このあと東京都市大学の三木先生をはじめ、

国総研の研究部長、研究センター長が目下精力

的に取り組んでいる内容をお話しします。それ

がありますので、私はこの３０分を、そうした

活動の全体像、特にどういう取り組みのスタン

スで臨んでいるかを少し具体事例を交えて総括

的にお話をして、全体のイントロにあてさせて

いただきたいと思います。お手元、製本してい

る物とは別に「国総研の最近の話題」というも

のがあります。これは私がこれからお見せする

スライドになります。そんなに難しい話はいた

しませんので、基本的には画面を見ていただけ

ればと思います。よろしくお願いいたします。 

 

―スライド：主要なテーマ― 

 主要なテーマ、何に重点的に取り組んでいる

かということです。先ほど所長からの挨拶にも

ありましたように、こういう重点テーマをしっ

かり意識してやっていく。地球温暖化対応、こ

れも当然ここに入ってまいります。４つのテー

マがずっと固定的ということではなくて、その

時々で何が大事なのかということを常に意識し

ながら仕事をしていく。これがまず第１のポイ

ントでございます。 

 

―スライド：活動の４本柱― 

 それからやはり所長の説明でありましたように、「活動のやり方」－これも明確にポイントを作っ

て行こうということで、この４つをしっかり踏まえるということになります。 

 

 

写真-4 研究総務官 藤田 光一 
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―スライド：研究分野と国土マネジメント― 

 私ども国総研の研究部・センターがカバーし

ている範囲は大変広うございます。この図の背

景として示してありますが、山があって、海が

あって、平野があって、そこにさまざまな人間

活動がなされ、それを支える社会インフラ・社

会基盤があり、あるいは住宅資本がある。こう

いった絵の中で、私どもの研究部の、あるいは

センターの名前を重ねますとほぼ全てをカバ

ーします。個々の分野の研究活動、これをしっ

かりやる。同時に互いに連携していくことで、

左上の標題に書いてありますように、まさに

「国土のマネジメント」ということにしっかり

つなげながら、国土との良い付き合い方をどん

どん作って行く。こういうことがわれわれの分

野だというように考えております。 

 

―スライド：活動の源泉― 

 活動の源泉ということを少し考えました。国

総研はいわゆる何て言いますか、世界の最先端

の科学を追究するというのとはちょっとニュ

アンスが違います。むしろ次のようなところが

長所だと思います。まずは、非常に「幅広い人

材」があります。もちろん、これから各部長さ

ん・センター長さんがお話しになりますが、根

幹技術のプロ、これが私たちの活動を根っこで

支えています。しかし、それだけではないです。

非常に現場経験豊かなそういうスタッフがい

ます。これは現場の感覚というものを、根幹技

術のプロと切磋琢磨した中で議論するというそういう相乗効果をもたらします。 

 それから、非常に実務マネジメントの経験が長い、そういう職員もいます。そういう人は全体を

俯瞰しながら何がポイントか、現場に技術を実装するのにどういう仕組みが必要か、そういうとこ

ろに非常に職見があります。それから民間の多くの方々を受け入れて、研修として技術力を高めな

がらやはり一緒にものを作っているという制度も積極的に活用しています。それから任期付研究員

ということで、個別分野の高度な専門家も来ていただいて一緒にやる。こういう幅広い人材に基づ

く総合力があるというのが私どもの組織の強みかなと思います。 
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 そういう根幹の強みを、「現場の実務の状況・課題をよく分かっている」、それから「ファクトに

裏付けられてデータとかナレッジということをしっかりグリップしている」、当然のごとく「技術動

向だとか、研究動向、これは学会活動はもちろんですがそれだけではなくて、民間のいろいろな研

究開発の動向も含めてそういったものにしっかり接点を持っていく」、そして「技術政策。これは本

省とかももちろんですが、国外も含めていまどういう政策の動向があるかということをしっかり押

さえていく」ということにつなげる仕組み、広がりの中で、われわれの活動をより有効なものにし

ていこうというスタンスを持っております。 

 

―スライド：取り組みの展開― 

 以上のような国総研の取り組みの基本をまと

めて示すとこのスライドのようになります。今

日の残りの時間は、この黄色の○のついたとこ

ろ、つまり、研究があってそれが基準になり、

コンサルティングになり、技術移転になり、コ

ーディネーターになる、このようにして国総研

の取り組みが井桁構造の中で展開していくとい

うことを、代表例をいくつかお話しすることで

皆さんにお伝えできればと思っております。な

お、個々の分野で研究活動の一番力を入れてい

るところ、それから活動のやり方については、これからいろいろな研究部長・センター長さんがお

話になりますので、私は、取り組みの展開というところの説明に重点を置きたいと思います。 

 では、具体事例に入ります。なお、地球温暖化も含めてまだまだ新しい課題が出てまいります。

このスライドにある井桁に固定するということでなく、こういう井桁構造でわれわれの活動を展開

していこうというのがポイントでございます。 

 

―スライド：活動紹介～防災・減災１：粘り強い海岸堤防― 

 まずは防災・減災です。最初の事例は「粘り強

い海岸堤防」であります。多方面で精力的に復興

が進んでおりますけれども、いまお話しするのは

仙台の南部で東北地整が行っている直轄の海岸

事業についてです。ここでもやはり、東日本大震

災の津波で海岸堤防がズタズタになりました。そ

の復旧の取り組みがようやく、本年度９月までで

３２ｋｍの復旧延長に対して８割まで来ていま

す。 

もちろん復旧・復興というのはこの陸地のとこ
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ろがなってこそでありますけれども、何といっても高潮とか津波からこの土地を守る最前線、先兵

としてこの海岸堤防があるということが地域に安心感を与えます。そういう意味で非常に大事な復

旧事業になっています。 

 

―スライド：活動紹介～防災・減災１〔研究、技術基準〕― 

 しかし海岸堤防の復旧は一筋縄ではいきませ

んでした。というのは、やはりあれだけの災害に

なり、このスライドにあるように、今までの海岸

堤防ではなく、津波が堤防を越えても粘り強く

効果が発揮される構造物の整備を進めることが

必要との政府の方針（中央防災会議）が出された

わけです。ここに９月と書いてありますが、確か

中間報告は６月の時点であったと思います。つ

まりあの大震災が起こった３か月後には、ただ

の海岸堤防の復旧ではだめだと。粘り強く効果

を発揮するような構造物について技術開発を進め、整備していくことが必要であると。こういう政

府の方針が出されました。 

 一方、現場は８月にはもう大変な努力の中で緊急復興事業が完了して当座の高潮、津波を防ぐ最

適な手当てをいたしました。それからもう翌年１月には本復旧工事が始まりました。 

 こういった中で、いったい粘り強く効果を発揮する海岸堤防とは何ぞやとじっくり議論して、技

術開発をゆっくりやっている暇はなかったわけです。そこで国総研の中で、過去の研究実績を生か

して、実験をやったり、計算をしたり、現場データを分析しながら、どういうような堤防を作った

らいいかということを一気に検討してお知らせる技術速報というものを２回にわたって出して、そ

ういったものが反映されて先ほどご紹介した工事が進んでいったわけです。技術速報というのは、

現場の方が緊急に必要としている技術検討成果を速やかにお伝えするために、東日本大震災を契機

に新しくできた国総研の刊行形態です。 

 

―スライド：粘り強い海岸堤防の基本構造を

提示― 

 どのような構造で粘り強くなっているかの

細かな中身の話に今日は入りません。ごく簡単

に紹介すると、どうしても海から津波が乗り越

えるここ（陸側の法尻部）のところの水をしっ

かり跳ねる構造物が必要だとか、陸側法面のブ

ロックをうまい噛み合わせ方にしてズレがあ

っても流れをまともに受けないようなズレし
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か起こらないように工夫するとかですね。それから、流れが曲がって負圧になるところを一体化す

るとか、いろいろな工夫を提案してそれが現場に反映されています。 

 

―スライド：活動紹介～防災・減災 1〔技術指導・相談〕― 

 大事なことは、実はこの過程で、この場合は東

北地方整備局の現場の方が相手になったわけで

すが、国総研と現場でいろいろなやり取りをし

ました。この技術開発の内容は、こういう方々と

の合作だったというように思っています。 

 例えばまず現場の方から、陸側の法尻の保護

について「普通に作れ、手に入るこの規模のブロ

ックでやりたい」と。国総研は「それでは持たな

い。もっと大きなもので作るべきだ」という提案

をしました。地整さんは、今度は「だったら津波

が持ち込んだ大量の堆積土を少し改良して、その周りに固めたらもっと強くなるんじゃないか」と

そういう説明をいただいて、「それはいいね」ということで実験で確認し、国総研発案と現場発案が

一体となった構造が提案されました。 

 あるいはブロックの採用です。かなり早い段階で材料の不足が予想されました。となると東北地

整内で材料を調達しなければできない方式でなく、地整の外から完成した部材を運べば工事が進む

方式にする必要があるということになり、現場で一体的なコンクリートを打つというのでなく、コ

ンクリートブロックを敷くことをベースにする必要がありました。どうしてもブロックはバラバラ

ですから、ちょっとずれると変なふうに壊れてしまう。それを「不陸が生じても変な不陸、弱い不

陸になりにくい形を工夫しよう」と、こういう提案を国総研からして、そんなブロックできるのだ

ろうかということをいろいろな現場で調べて、できると確認して、それで実験でやったと。実は国

総研の研究の内容、あるいはその現場への反映というのは、現場とのキャッチボールでこうやって

できていく側面があると。これは１つの大事なポイントということであろうかと思います。 

 

―スライド：活動紹介～防災減災 2：土砂災害現場への緊急技術支援― 

 防災減災の２点目は土砂災害です。いま所長からも話がありましたように、今年も深刻な土砂災

害が起きました。これに対して国総研は、土木研究所の専門家とも連携して緊急技術支援というの

をしっかり行ってまいりました。 

 これは８月２０日の事例です。８月２０日の未明に非常に痛ましい災害がありました。その日の

朝、国総研は現場に派遣する、技術支援をするということを決定して、砂防研究室長の蒲原さん、

同主研の松下さんが広島に午後には着きました。そして中国地整のスタッフと合流してすぐに安佐

南区の八木地区へ直行して現地調査を始めました。調査後は現場においてマスコミへの説明をいた

しました。 
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 その内容ですけれども、当然のことですが自

ら入って渓流の調査をする。そして自衛隊、警

察、消防は、捜索をして救援・救助を迅速に行

うために、安全に入れる渓流はどこかを急いで

知る必要がある。そういった方々に、自らの渓

流調査の結果を踏まえ、入れる渓流について技

術的助言をいたしました。さらに、住民の方も

含めて自治体や地方整備局の方々に、今後どう

いうように進めていったらいいかということに

ついて専門家として積極的、丁寧に相談に応じ

ることを行いました。 

 この種の技術支援というのは、科学的な判断だけで対処できるものではありません。つまり非常

に限られた情報の中で、現場がこの助言がどう使われるかも十分理解しながら、重い助言をする必

要があります。そういうことができる、つまり技術と現場の経験を積んだ、両方併せ持った人間が

国総研にいて、こういう中で果たすべき貢献をしっかりやる、こういうことでございます。 

 

―スライド：活動紹介～防災・減災 2〔技術指導・相談〕：土砂災害への被災直後の専門家派遣― 

 技術指導・相談につきましては、今年度も６

月の横須賀、７月の南木曽、岩国が８月、それ

から御嶽９月、広島８月、昨年の１０月には伊

豆大島がありました。今年度だけでのべ９２人

の専門家が被災直後に現場に駆けつけて、この

ような重い責任を持った助言をするということ

をやったわけでございます。 

 ただ、こういったものの裏には、日頃からの

土砂関係の専門家としての国総研での研究開

発、そういうものが１つの基礎体力となってい

ざというときに現場を見ながら的確に助言を

するということにつながっているということ

も申し添えたいと思います。 

 

―スライド：現場技術指導の経験を通じた人

材育成― 

 それから、こういった人材を国総研、あるい

はつくばの研究機関だけではなくて、やはり各

地整も含めて現場に広げる必要があります。そ
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ういうことにも私どもは取り組んでいます。その取り組みをシステムとして定着させるというのが

１つ大きなポイントになります。地整の職員の皆さんを９ヶ月併任とし、最初と最後は座学、そし

てその間は地整に戻っていただきますけれども、今年のように災害があったら現場の国総研の職員

が技術支援をするときにその現場に一緒に来ていただいて、それを間近に見ていただいて実地でど

ういう判断をどういう根拠でやるのかという、まさに技術支援の実地訓練をするということをこう

いう地整の方々に今年度だけでも７名行うということで、こういう人材育成ということをリンクさ

せながら活動しているというのがわれわれの取り組みでございます。 

 

―スライド：活動紹介～維持管理１：道路橋― 

 次のテーマは「維持管理」でございます。道

路橋に話を絞ります。これは皆さんご案内だと

思います。２年前の昨日ですね、やはり非常に

痛ましい事故がありました。実は国交省として

は前からやはり老朽化・維持管理の課題を認識

していて、こういう活動を始めていたわけです

が、この事故からの取り組みの強化は、ある意

味では東日本大震災と同様に維持管理の１つの

転機をなすというように後世語られるように思

います。 

 こういうような政策の新しい打ち出しが次々とあって、特にここですね。もう待ったなしである

と、最後の警告であるという非常に厳しい建議をいただいたわけであります。それを受けまして、

先ほどの所長の挨拶にもありましたように、道路法施行規則の中で３月公布、７月施行ということ

で、点検は近接目視で５年に１回の頻度で行うことを基本とする。さらには健全度の診断について

も４段階でしっかり体系的にやっていこうと、こういうことが打ち出されました。 

 

―スライド：活動紹介～維持管理 1〔研究、技術基準〕― 

 それを実行するのにやり方が必要です。そこ

で研究、技術基準の出番になります。この６月

に発出されました「道路橋定期点検要領」とい

うのは、その原案を国総研・道路構造物研究部

が中心になって作りました。特に大事なのは、

全体の中身はもちろんですけれども、具体的な

留意点だとか、それから弱点・変状をどういう

着眼点で見るか、それから付録の中で事例の写

真とか、つまり現場の人が本当にその点検がち

ゃんと動くようなそういう視点で、技術的な情
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報を付加したというところが特に大きなポイントであったと思います。こういう原案を作成いたし

まして、６月２５日には全道路管理者に通知をしたわけです。 

 これも日頃からの研究部での例えば老朽化がどういうところで進んでいるかとか、それが単なる

計算ではなくて実際の橋でどうなっているか、そういうものをいろいろ分析しながら老朽化の度合

い、どこが弱そうか、あるいはいろいろな判断事例なんかを積み重ねたその基礎体力がいざという

ときにこういう原案の作成にすぐに結びつくというようなことかと思います。 

 

―スライド：活動紹介～維持管理 1〔技術指導・相談〕― 

 技術指導・相談については大変精力的に行っ

ていて、橋についてだけでも不具合発生時の技

術相談を、この４年で４２０件ですから、平均

すると年１００件以上やっております。それか

ら地方公共団体の直接の診断の支援もしていま

す。それから、こういった膨大の量の技術支援

の内容を共有化してナレッジとして普及させる

というのはとても大事です。相談案件の技術ポ

イントの共有を担当者会議などで図る。あるい

は土木技術資料、皆さんよくご存知かと思いま

すが、その中ですでに「現場に学ぶメンテナン

ス」シリーズが平成２１年以降１８本出され、メンテナンスの具体の事例を非常に丁寧に説明して

います。こういうようなことで、技術指導・相談ということをこの分野で精力的に行っています。 

 

―スライド：活動紹介～維持管理 1〔技術移転〕― 

 それから技術移転ということにつきまして

は、こういう研修の講師や講演をしっかり行っ

ています。これに加えて、先ほどの砂防の土砂

災害と同じように人材育成システムにも取り

組んでいます。これは橋梁分野の特徴にあった

やり方を考えていて、やはり各地整の職員を、

こちらは３か月併任として３か月の中でみっ

ちりと技術の向上を行う方式にしています。

「大変有意義だった」という声をいただいて、

今年度だけでも５地整から、昨年度からであり

ますと 11 地整から来ていただいて、新たに人

が育っているというそういう状況になっています。 
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―スライド：活動紹介～維持管理 1〔コーディネーター〕― 

コーディネーターです。維持管理につきまし

ては、計測・非破壊検査技術の適用性に関する

共同研究、これが代表例だと思います。国総研

は全体のコーディネートをしています。土木研

究所は認証試験、民の方から提案されたものが

どういうようにいいのかということをしっかり

認証する方法をやはり専門機関して見ていただ

く。産学からは具体の方法についてどんどんご

提案いただく。われわれはそれを点検要領にち

ゃんと確実な形で組み込まれるようにいろいろ

なコーディネートをしていく。コーディネートの大事さと要点を説明する代表事例と言えると思い

ます。 

 

―スライド：活動紹介～維持管理 2：港湾空港施設〔技術移転〕― 

 道路橋の話をいたしましたが、港湾・空港、

その他インフラ、同じように精力的な取り組み

がなされています。例えば港湾・空港分野につ

きましては、これは技術移転についてのトピッ

クスですけれども、港湾・空港の研究部のナレ

ッジを現場にちゃんと伝えて、やはり人を育て

ていくということを精力的に行っています。今

年度は３９コースの研修を予定して、相当数の

人材の育成がこれでまた図られていきます。現

場の技術力を向上していこうという取り組みが

なされているところでございます。 

 

―スライド：既存ストックの賢い利用：ITS セ

カンドステージへの展開― 

 既存ストックの賢い利用については、何と言

ってもＩＴＳが極めて重要なトピックスになり

ます。もう皆さんご案内のように、渋滞はまだ

まだ大きな問題です。２８０万人分の労働力に

匹敵。道路整備によって改善は進んでまいりま

したが、やはり諸外国と比べていろいろなハン

ディがあります。まだまだ問題は完全には解決
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されていない。 

 一方で、例えば首都圏については、東京オリンピックを控えて３環状がようやく完成に近づいて

きた。これは、いろいろなネットワーク機能がいよいよ本格的に整備されることを意味します。わ

れわれの問題意識は決して首都圏だけをターゲットにというわけではないのですけれども、こうや

って社会インフラの中でも道路ネットワークがいよいよもって充実した中で、使い方次第でもっと

その効果を発揮できる、そういうベースの環境が整ったということです。それをＩＴＳの技術を使

って、しっかり進めていこうというのが目下の大きなターゲットになっています。 

 

―スライド：活動紹介～既存ストックの賢い利用〔研究、技術基準〕― 

 ＥＴＣ２．０というのがそのキーワードにな

りまして、これはこのあと道路交通研究部長か

ら詳細がありますので、中身には触れませんけ

れども、とにかくいま道路自身もデータを取る、

それから個々の車がデータを取る。それを転送

する技術も高度に進んでいる。それから情報を

リアルタイムに使う技術も進んでいる。携帯も

含めていろいろな端末もできた。ネットワーク

機能を供給できるレベルまで道路のハードが揃

ってきつつある今、そういう新たな道具を道路

の使い方にうまく投入することで、道路の効果

が実質的に大幅に高まるというという状況が整ってきた。こうしたことの概念、それからその概念

を具体化する方法、これらのところで国総研がしっかり役割を果たしていこう、そういう位置づけ

になります。 

 

―スライド：活動紹介～既存ストックの賢い利用〔技術基準〕〔コーディネート〕― 

 何と言ってもＩＴＳ関係は、ハードの土木技

術はもちろんのこと、情報、通信、電機、それ

から高速道路も含めた道路の管理といった幅広

い技術分野が必要になりますので、このＩＴＳ

をＥＴＣ２．０という形で進化させるためには、

まさにコーディネートというのが非常に重要な

役割になります。 

 ここにありますようにさまざまな共同研究が

展開されていて、そこでは自動車会社だとか、

電気通信メーカーであるとか、高速道路会社で

あるとか、建設コンサルタントなど関係する非常に幅広い分野の方々が参画し、それぞれが良い形
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で目標達成に向け貢献できるように国総研がコーディネートをして、取りまとめ役をしっかりやっ

ていこうという体制にあります。 

 それからこの分野は日、米、欧がしのぎを削っています。韓国、中国も含めてかもしれません。

その中で協調するべきときは協調し、それからやはり日本の技術のプレゼンスを高めていく、そう

いう戦略も含めて、こういう国際的な共同研究にも精力的に取り組んでいます。これも大きな意味

でコーディネーターだと思います。 

 

―スライド：活動紹介～仕事の進め方のイノベーション〔研究、技術基準〕：品確法、官民連携― 

 さて、次は仕事の進め方のイノベーションで

あります。所長から話がありましたように、建

設工事あるいは社会インフラ整備を取り巻く環

境は日々変わっています。そういった中で、新

たな時代に合った、時代を先取りした、より効

率的な仕事の仕方を作り出すという意味で、こ

の分野は非常に重要であります。 

 例えば品確法が改正になりました。ダンピン

グの問題であるとか、若年の入職者が建設業に

少ない、それから発注者のマンパワー不足、い

ろいろな課題があって、そういった中でもきっちり問題が根本的に解決できるようなフレームを作

ろうということでこの改正がなされております。一例を挙げますと、技術提案の審査と価格等の交

渉による、つまり技術提案を重視して業者を決める方式が打ち出されています。これを具体的にど

ういう制度設計をしたらいいのか、こういう大事なテーマに国総研は今取り組んでいます。 

 それからこの事業促進ＰＰＰ。これも後ほど説明がまたございますけれども、まさに被災地にお

いて２２４ｋｍに及ぶ復興支援道路を作る、これは通常の事業ベースで考えれば大変な量の工事で

ある。したがって事業を大幅に短くすることが求められる。何より地域としては早く作って欲しい。

そうすると、今までのやり方では対応できない。実はそういう難しい局面でこそ新しい知恵が出て

きます。東北地整の皆さんが先陣を切ってその努力をされ、そこで国総研がしっかりフォローアッ

プをしてこのやり方をもっとシステム化して全国の必要なところに波及できるように、そんな取り

組みをしています。官の役割をしっかり果たしつつ、しかし民の力をうまく組み込んで、地域の期

待に応える新しいやり方、これがまさに仕事イノベーションの代表例ということでございます。 
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―スライド：活動紹介～仕事の進め方のイノベーション〔研究、技術基準〕：建設システム― 

 それから積算の体系、設計成果の品質確保、

監督・検査、これもいろいろな課題があります。

こういう問題についても、現場でいま何が問題

になっているかということをしっかり捉えなが

ら、「なるほど、こういう問題があるのだから、

こういう新しい制度にしたらどうか」というこ

とを国総研の研究室で精力的に提案をし、原案

を作って本省と相談しながら現場に展開してい

く、現場に使っていただく、こういうような仕

事をいま精力的にやっているところでございま

す。 

 

―スライド：活動紹介～仕事の進め方のイノ

ベーション〔技術指導・相談）〔技術移転〕― 

 このような性格の話ですから、現場から相談

の事案が非常に多く、ここにありますように大

変な数になっています。こういう相談に積極的

に対応する、そのこと自体がこの分野の性質上

非常に重要だと認識しているところでござい

ます。 

 

―スライド：活動紹介～持続可能性確保〔研究、技術基準〕：住宅・建築物の省エネ基準― 

 さて、トピックスとしては最後になります

が、地球温暖化への対応、別の言い方でここに

は持続可能性確保と書いてありますが、国土の

利用の中で CO2 をどう削減していくか、通常の

国土利用に CO2 削減をビルドインできるかどう

かというのは、温暖化対策の全体方針の打ち出

しはそれとして、実務上重要です。それをどう

具体的に進めていくかという点において、国総

研は重要な役割を担っています。 

 住宅・建築分野でのエネルギー消費は３割を

占めるということで、ここをいかに減らすかというのは大事なターゲットの１つとなります。これ

に関連して、省エネ基準が平成 25 年度に改正されました。これは非常に重要なエポックです。色々

な種類の１次エネルギー、たとえば電気をどれぐらい使ったとか、ガスをどれぐらい使ったとか、

53



 

 

 

そういう整理法であるとエネルギー消費の全体像が非常に見えにくい。そのような消費エネルギー

の把握法を改善して、最終的に大元の石油をどれぐらい使ったのか、あるいは水力をどれぐらい使

ったのかなどから、共通の単位でエネルギー消費量を把握するようにする。これが改正のポイント

の１つ。それから建物について、壁が熱をどれだけ通しやすいかという話と、冷房するとかの設備

の稼働によるエネルギー消費量、それらがゴチャゴチャになるとやはり非常に面倒なので、その建

物でトータルどれぐらいエネルギーを使うことになるかを一括して評価することになりました。そ

して、それを簡便に計算するソフトを作って、いろいろな人が簡単に新しい基準にうまく対応でき

るような、そういうツールを国総研で開発しました。 

 

―スライド：活動紹介～持続可能性確保〔技術基準→仕事の効率向上〕：住宅・建築物の省エネ― 

 より重要なのは、１次エネルギー消費量を計

算することが目的ではなくて、それによってよ

り良い状況を作っていくことが大事というこ

とです。ところが現状ですと、建物を設計する

人は、その設計図面をいちいちピックアップし

ながら、どれぐらいのエネルギー消費があるか

改めて計算する。それとは別に、色々な申請作

業をしなければいけないというように、全体の

作業がばらばらで非効率になってしまいます。

それを、ウェブ・プログラムで一括して効率よ

く作業できる新しいシステムを国総研で作り

ました。これによりまして、設計する人がその設計図面を機械的にソフトに入れますと、どれぐら

いの消費になるかということも計算できますし、そこから派生的に申請のための必要な情報も出て

くる、あるいは支援誘導策、補助金をもらうための必要な要件等々の分析もされるというように、

非常に仕事が効率化する。これで民間の方がより省エネのほうに向く環境を作る。こういうツール

作り、ベースのところについても国総研で提案をさせていただいています。以上に紹介した取り組

みは、研究、技術基準作り、その普及のための仕事の効率化が一連の流れで進んだ代表事例と言え

ます。 

 

―スライド：現場と国総研のキャッチボール― 

 具体例を紹介しながら、４ないし５つの研究の柱と活動の４つのやり方、それらを組み合わせな

がら活動を展開していくこと、いわば国総研の活動のバックボーンを説明してきました。この内容

が、このあとの各研究部・センター長からの講演内容の背景理解に役立てばと思います。 
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 最後に私は、こういう点を強調しておきたい

と思います。国総研は研究所でありますけれど

も、先ほど少しユニークな、特徴的な研究所で

すと言いました。つまり別の言い方をしますと、

私がいま説明した内容が物語っていると思いま

すけれども、ある研究をして高度な技術を作っ

て、それを「はい、できました」と言って渡す

だけではない。むしろそれを現場の方に使って

いただいて、問題を返していただく。あるいは、

そういうことでなくて現場自身がいろいろな問

題があると、それを私たちにご相談いただく。そうすると、いま現場で何が問題なのか、あるいは

新しく何か変調をきたしているのか、それを先取りして把握することができる。 

 こういうキャッチボールが進んでいくと、先ほど津波の海岸堤防の話でも少しいたしましたが、

一緒に共同で考えることで新しい問題解決の技術的な手段・手法を作ることができる。こういうキ

ャッチボールが進むと、全体として国土の状況をよくするための技術が継続的に進んでいく。そう

いう視点で私たちは現場とのいろいろなチャンネルを通してのキャッチボールを行っていく。この

ことが非常に重要だというように考えています。 

 この現場というのは何も事業の現場だけではなくて、調査をする現場でもあるかもしれませんし、

物を作る現場、あるいはいろいろな手法を現場に適用して難しいことに悩む現場、いろいろな現場

があります。ですけれども大事なことは、実際に手段を適用してみて、どうもうまくいかないと、

そういったことが真剣味を持って評価されている、そういう現場の中で、その問題点をわれわれも

汲み取ってさらに次のステップにつなげる。そういう意味の現場とのキャッチボールをこれからも

チャンネルをより充実させながら、好循環をとおして技術が体系的につながっていくようなそんな

世界をぜひ皆さまとともに作ってまいりたい。そういう意味で、こういうキャッチボールが技術を

紡ぐ、そして現場をよくするという言葉を最後にここに書きました。 

 以上でございます。どうもご清聴ありがとうございました。 
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3.2【特別セッション（防災）】すぐに役立つ土砂災害対策 

（土砂災害研究部長 渡 正昭） 

 

皆さん、こんにちは。土砂災害研究部長の渡

と申します。本日は特別セッションということ

でお時間 30 分ほど頂戴いたしまして、「すぐに

役立つ土砂災害対策」と題しましてお話をさせ

ていただきます。 

 タイトルにも書いてあります。土砂災害研究

部という新しい組織が今年度４月１日より発足

をいたしました。この部では昔からあります砂

防研究室と、新たに土砂災害研究室という室を

構えまして、１部２室で運営をしております。

土砂災害研究部の活動を中心にしてお話をして

まいりたいと思いますので、よろしくお願いを

いたします。 

 

―スライド（目次）― 

 さて、本日の話のコンテンツですけれども、

大きく３つから説明させていただきます。まず

１つ目は土砂災害の実態。いまどうなっている

のかということ。それから２つ目、土砂災害の

話題が特に最近多くニュース等でも取り上げら

れます。なぜ土砂災害がこうやって激甚化して

いるのかといったことの一端。そして３つ目、

それに対してどういう取り組みをしているのか。

特に私ども国総研としての取り組みを中心にご

紹介をしたいと、このように思っております。 

 

―スライド（１．土砂災害の実態）― 

 まず１つ目の土砂災害の実態のところからで

あります。 

 

 

 

 

 

写真-5 土砂災害研究部長 渡 正昭 
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―スライド（平成 26 年 全国の土砂災害発生状況）― 

 こちらのほうちょっと細かくて見づらいかも

わかりません。平成 26 年、本年１月以降発生を

いたしました土砂災害について、10 月末段階で

の数字を取りまとめています。左上のところ、

ちょっと細かいのですが全国で 1,043 件の土砂

災害が発生をして、82 名の方がお亡くなりにな

っています。それから負傷された方も 54 名とい

うことです。 

 最新のデータ、11 月末段階のデータを確認し

てまいりましたら、さらにこれから数が増えて

おりまして、土砂災害につきましては 1,116 件という速報値だそうであります。 

 真ん中の所に日本地図が書いてあります。赤い色が濃い所ほどたくさんの土砂災害が発生した所。

ほとんどの所で色が塗られていますから、多かれ少なかれ何らかの土砂災害が各都道府県で発生を

しているということがお分かりいただけると思います。そして真ん中の上の所に広島の土石流災害、

あるいはその右側長野県の災害、これ後ほど紹介いたします。それ以外にも右下のほう、緑で少し

書いていますが崖崩れというのが３つぐらいあります。神奈川であったり、山口であったり、そう

いった所で崖崩れが発生していますが、こういう災害によっても死者１名と書いてありますけれど

も、ちょっとしたことで人の命で失われやすい。こういうのが土砂災害の特徴であるということが

言えると思います。 

 

―スライド（平成 26 年 長野県南木曽町（梨子

沢）土砂災害の概要）― 

 さて、今年の７月に発生をいたしました長野

県南木曽町で発生した土石流災害についてご紹

介をしたいと思います。場所は木曾谷の南の方

になりますけれども、南木曽町、ちょうど木曽

川に面した所であります。 

 この向かって左側の沢を土石流が流下をして、

ちょうどここが曲がっていますけれども、土石

流が真っ直ぐここで溢れて、ちょうどこの川の

袂（たもと）にあった家が被災をして、小学生のお子さんが１人お亡くなりになっておられます。 

 そして右側のほうをご覧いただきますとお分かりのように、この川の上流のほうには実は砂防堰

堤が３基施工をされていました。古くから土石流災害を繰り返された所ということで、ここは国が

直轄で中部地方整備局が砂防工事をしていた所でありますけれども、今回その砂防堰堤によって１

部土石流が食い止められましたけれども、全部食い止めることができなくて流下した土石流が氾濫
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して災害が起こったといったところであります。 

 人の命もさることながら、この下手のほうには国道の 19 号線、それからＪＲが走っておりまして、

これらが土石流災害によって通行止めになるなどの被害も生じた所であります。 

 

―スライド（平成 26 年 7 月 9 日長野県南木曽町

で発生した土石流）― 

 人の亡くなった数が１名ということですので、

それほど目茶苦茶大きな災害ではないのですけ

ど、なぜ紹介しようかと思ったかと言いますと、

ご覧になった方もいらっしゃるかもわかりませ

ん。今年土石流の映像として撮れたものの代表

的なものの１つということで、ここでご紹介を

させていただければということで、映像をいま

からお流ししたいと思いますのでご覧ください。

短いものですから、ちょっと見ていただくと。 

 もう少しすると右上のほうから土石流が左下に向かって流れてまいります。テレビ等でも報道さ

れたので、ご覧になった方もいらっしゃるかと思います。カンのいい方はこれを見られてお気づき

になると思うのですけれども、実はこの土石流の映像、よく見ていただくと流木、大量の流れ木、

流木と一緒に上流のほうで破損した堰堤の部材が一部流れてきています。もう一度やりますので、

ちょっと見ておいてください。明らかに木とはちょっと違う、鉄管のような物が流れ下っているの

がお分かりいただけると思います。これですね。パイプのような物が流れてきたりしています。実

は上流側で施工した堰堤の一部が破損をして、それが流出したということで私どもにとっては非常

にショッキングなことでもありましたけれども、こういった堰堤を壊れにくくするにはどうしたら

いいか。この災害を受けて検討を進めていますけれども、そういった検討の場にも私どもは参加を

してきています。 

 ちなみに、この災害で崩れて流れた土砂の量は約 50,000m3。昨年 10 月に伊豆大島で発生した土

石流、あれが 170,000m3 ぐらいですから、１つの渓流で起こった災害にしては結構な量であったか

なというように思います。 

 

―スライド（平成 26 年 8 月豪雨による広島県広

島市の土砂災害）― 

 さて、もう１つの災害。言うまでもありませ

ん、先ほど研究総務官からもご紹介がありまし

た広島の土石流災害です。本年８月の 20 日に発

生をいたしまして、お亡くなりになった方が 74

名という大きな災害になりました。 
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 土石流が発生した箇所。ここの写真に写っている「土石流」と書いてある所ももちろんそうです

けれども、それ以外の所でも至る所で発生をしています。もちろん、よく報道はされていますよう

に花崗岩の真砂（まさ）と呼ばれる崩れやすい所、それプラス堆積岩系の崩れやすい土砂の所であ

るという、地質的な問題もさることながら、短時間で非常に強い雨が降ったということも見逃せな

いと思います。 

 

―スライド（災害発生前後の降雨状況）― 

 これが当日の雨の模様であります。これは前

日の 18 時からでありますけれども、21 時、そ

して 22 時、ちょうど四角で囲んである所が災害

が起こった所だと思っていただければと思いま

す。そして 23 時、いったん小康状態になるかと

思ったら、その後ですけれども１時、２時、３

時、４時にかけて、もっぱらたったの２時間～

３時間ぐらいの間に強い雨期がその地域を通過

しているということがお分かりいただけると思

います。 

 

―スライド（災害発生前後の降雨状況（広島県

安佐南区））― 

 そのときの雨の模様を一番近い観測所の、こ

れは国交省の観測所ですけれども、時間雨量の

グラフで示したのがこちらになります。ちょう

ど土砂災害発生時刻と書いてありますけれども、

そちらのほう、ちょうど未明の２時～３時、そ

して右側が３時～４時、この２時～４時のたっ

た２時間ぐらいの間に非常に猛烈な雨が降って

いたということがお分かりいただけるのではな

いでしょうか。 

 

―スライド（近年の土砂災害発生件数）― 

 さて、近年の土砂災害の発生の状況をグラフ

にして取りまとめました。ちょっとテキストの

ほうが間違っているので修正していますので、

こちらの方をご覧ください。一番右側が本年、

そして過去 10 か年を左側のほうに並べています。平成 16 年～25 年。年によってバラツキがありま
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すけれども、平均いたしますと過去 10 か年、平成 16 年～25 年で年間 1,180 件あまりの土砂災害が

発生して、それによって平均すると年間 33 名ぐらいの方がお亡くなりになっているというのが実情

です。 

 先ほど申しましたように、平成 26 年はすでに 1,100 件を上回っております。死者、行方不明者の

数も 82 名ということで、件数的には平年並みでありますけれども、人命が失われた数が非常に多い

という年になりました。 

 

―スライド（２．激甚化する理由）― 

 さて、こういった土砂災害はいったいどうや

って最近増えて来ているのかな、あるいは激甚

な被害につながっているのかなということで、

いくつかのポイントを紹介したいと思います。 

 

―スライド（増大する豪雨と土砂災害）― 

 １つ目、これはもう私どもの関係の仕事をや

っている方はよくご存知かもしれません。豪雨

が地球温暖化であると考えられていますけれど

も、その影響によって非常に豪雨の頻度が増え

ているというのは上のほうのグラフです。これ

は全国のアメダスの観測所 1,300 ありますけれ

ども、そのうちの 1,000 か所あたりの数でカウ

ントしていますけれども、１時間当たり 50mm/h

を超えるような豪雨がどのぐらいの回数発生し

ているかというのを年ごとに落としたものです。 

 10 か年ごとの区切りを入れていますけれども、昭和 58 年～平成の始めまでは年間 174 回ぐらい

であったものが、近年では年間平均しまして 236 回と確実に短時間の強い雨が増えていると。 

 下のほうのピンクのグラフ、こちらのほうは土砂災害の発生件数を表しています。こちらにつき

ましても 10 か年ごとの平均値で見ますと、最近

は先ほど言いました 24年前ですけれども 1,180

件ぐらい。かつては年間 700 件ぐらいであった

ものが増えて来ていると。こういう状況にあっ

て、明らかに雨の影響というのは無視できない

ということであります。 

 

―スライド（土砂災害発生件数）― 

 発生件数のみをもうちょっと長い期間で見た
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のがこちらのグラフになります。1975 年以降のデータですが、もちろん年によってデコボコがある

ので、これを均して移動平均を取りますと太い線ですけれども右肩上がりになっているのが分かる

と思います。 

 

―スライド（土砂災害による死者・行方不明者）

― 

一方、土砂災害による死者・行方不明者の数

は、着実に減ってきてはおります。1960 年代以

降、非常に多かった状況から先ほど言いました

ように数十人オーダーまで最近は減ってきてい

ますけれども、1990 年代に入ってからは望まし

くない横ばい状況が続いている、こういう状況

です。 

 

―スライド（土砂災害による人的被害）― 

 ちょっと数字のほうが羅列でご覧いただきに

くいかもわかりませんが、土砂災害による人的

被害が年ごとにどういう変遷を辿ったかという

のをデータでまとめていますが、一番見ていた

だきたいのは下のところ、赤で書いているデー

タです。 

 死者と負傷者の割合、これをご覧いただきた

いと思います。死者が年平均 33 名、それに比べ

て負傷者が 20 名。致死率という数字の出し方が

ありますけれども、亡くなられた方、負傷された方の中で命に関わる亡くなられた方の率、これが

62％ということで非常に高いということが言えると思います。 

 

―スライド（交通事故による人的被害）― 

 片や交通事故との比較をしてみました。交通

事故もこれは交通白書のほうからデータを引っ

張ってきたのですが、同じ件数でいくと母数が

全然違いますので比べるのもいかがかと思いま

すけれども、100 件辺りに直すと 0.7 人の方が

亡くなって、けがをされた方が 123 名、致死率

が圧倒的に低いということが言えると思います。 
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―スライド（土砂災害と交通事故の比較）― 

 片や自然災害、片や人員による human error

が主たるもの。これを比べてみるのはいかがか

なというのはありますけれども、両方並べてみ

るとこういう形です。 

 土砂災害に遭遇した場合は、非常に命に関わ

る可能性・危険性が高いということが数字的に

裏付けられるのではないかなというように思っ

ています。 

 ちょっとバックしますけれども、土砂災害を

ご覧いただくと死者の数、この左から３番目のコラムですが、縦に見ていただき見ますと人命被害

の多い年もあれば少ない年もあります。ちょうど平成 19 年が実は死者ゼロという年がございました。

その前の年、平成 18 年に土砂災害防止のスローガンは「死者ゼロを目指して頑張ろう」と言ったら、

次の年にいきなり死者ゼロになっていまいまして、いきなり目標達成かと言ったのですがそんなこ

とはなくて単なるまぐれで、次の年からやはり数十人オーダーの死者が続いています。年によって

は非常にデコボコが大きい。起こるときはまとまって起こるし、起こらないときは少ない。最近は

それがだんだん多くなっているのではないかなと。 

 一方、交通事故のほうを見てまいりますと、数が着実に減っているということがお分かりいただ

けると思います。発生件数も実は平成 16 年の 95 万件というのがピークで、それからものすごい勢

いで減っています。それからけがをされた方もこれもすごい勢いで減っている。死者に至りまして

は、昭和の 40 年代に一万何千人だったのですが、平成４年にも一万何千人、それが今は 4,000 人と

いうオーダーも減ってきて、交通安全対策が非常に進んでいるのだなということが分かりますし、

もう１つこの致死率の数字だけを見ても、ここには書いてありませんけれども、平成９年に１％ぐ

らいであったのが、いまは 0.5％ぐらいということで、人命を守る対策、いろいろな対策があると

思いますけれども、それが進んだ成果がこうやって表れている。こういうものを参考にしなければ

いけないなと思っているところでもあります。 

 

―スライド（人命を奪う土砂災害（１））― 

 さて、土砂災害が人命に直結しやすいという

お話をいたしました。それに関して２つほど紹

介をさせていただきます。 

 １つは自然災害。土砂災害にもいろいろな災

害がありますが、それによる死者・行方不明者

の数を昭和 42 年以降ずっと拾ったものであり

ます。阪神・淡路それから東日本の地震による

死者・行方不明者の数を除いての数字でありま
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すけれども、すべての自然災害のうち約 40％が土砂災害によって命を落とされているというもので

あります。その他の災害というのは、もちろん大きな地震以外にも水害、あとは例えば竜巻とか、

風水害の影響がありますけれども、土砂災害が実に４割ということであります。 

 

―スライド（人命を奪う土砂災害（２））― 

 もう１つの特徴として挙げるべきなのが、災

害時要援護者の方々、特にお年寄り、体の不自

由な方々が被害に遭いやすい種類の災害だと。

要は逃げ遅れが命につながるということであり

ます。これは平成 21 年から 25 年のデータです

けれども、土砂災害による死者・行方不明者の

うちこのピンのところ、災害時要援護者の方が

犠牲になっておられるのが約６割に上っている

ということです。 

 右側の写真、ご記憶の方もいらっしゃるかもわかりません、平成 21 年に山口県で発生をいたしま

た土石流によって、ライフケア高砂という老人ホームに土石が流入して７名の方が亡くなってらっ

しゃいます。 

 こういう災害時要援護者の方々の利用される施設というのが、案外こういう谷の出口であったり、

崖の下であったり、そういったところに立地をしているケースが非常に多いということで、これに

ついては国のほうでも重点的にそういった箇所に予算配分をして対策をしていくという政策は打ち

出されておりますけれども、いかんせん逃げ遅れられる方が多いですし、少ない職員の方々で有効

に避難をしていただくというのはなかなか難しい側面があるのかなと思います。そういったのが被

害につながっているということです。 

 

―スライド（広島県広島市八木・緑井地区 土

地利用変遷）― 

 もう１つ、広島の今年の災害でよく言われた

ことでありますけれども、宅地がどんどん山裾

に広がっていて、それが災害を大きくしたので

はないかということについてであります。 

 これは、こちらの白黒は戦後間もないころの

写真ですけれども、それが時間の経過とともに

山肌にどんどんと宅地が広がっていく模様が分かると思います。これは災害が起こる前、2009 年の

写真でありますけれども、ここの地域について今回これらの写真ですが土石流が行っています。ち

ょうど真ん中の左ぐらいの所でありますが、ちょっと色が変わっている所、ここに実は県営住宅が

ありました。ここの県営住宅があった地点と言いますのが、実は県営住宅ができる前はどうであっ
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たかというと、もうすでに宅地にはなっていました。ただ、1970 年代に宅地化された所がその後た

ぶんこれ建て替えられたのだと思います。県営住宅が立地。当然と言いますか、この上流側の谷、

たくさん谷がありますが、それについては砂防施設等がない状態でありました。今回そういった所

で不幸にも災害が起こってしまったということであります。 

 

―スライド（土砂災害の特徴と留意点）― 

 こうした土砂災害のいろいろな特徴について、

あえて取りまとめをしてみますとこういうこと

が言えるのではないかと思っています。ここで

は３点挙げています。 

 まず１点目は、この土砂災害の発生に関わる

こと。誘因がさまざまで再現性がまちまちだと

いうことです。きょうは紹介しませんでしたが、

この雨以外にも火山噴火、あるいは地震、いろ

いろな理由で土砂災害が発生いたします。再現

性がまちまちというのは、いつ起こるのか、どこで起こるのかというのが一定していない。昨日起

こったからといって、明日大丈夫かというとそうではないと。それから過去 100 年起こっていない

から大丈夫か、必ずしもそうではないと。続けて起こったり、起こらなかったりすることもあるし、

それから思いがけない場所で起こることもある。そういったことが言えるかと思います。 

 ２点目が、先ほども言いました人命被害に直結しやすいということ。そして一度被災をいたしま

すと、その復旧復興には非常に長期間を要する。これが特徴ではないかなと思います。 

 ３点目でございますけれども、これは現象面でありますけれども、危険箇所だけで起こると分か

っていればこれは比較的手が打ちやすいのですが、危険箇所としてマークされていない所でもある

日突然起こる場所がある。過去にそういう履歴がない所でも起こる場所がありますし、ひとたび起

こると、きょうは時間の関係で紹介しませんけれども、火山噴火、あるいは天然ダム、そういった

のがいわれますけれども、時間の経過とともに状況が刻一刻と変化していく、そういたちの悪い性

格があります。これに対応していくのは非常に難しいということです。 

 これらに対応するのにどういうことに留意すべきかというのを、私の経験を踏まえて書いてみま

した。 

 １つは現場に近い市町村が実は一番必要な技術・経験なのですが、それは市町村ほど経験が積み

にくい。繰り返し起こらないので、職員を育てることも難しいし、もうそういう経験を知っている

人も少ない、そういったことがあると思います。これこそがわれわれ国の機関というのは大いに関

係するところかなと思っています。国の機関におりますと、全国あちこちで起こる災害に職員を派

遣して、いち早く現地を見るという経験を積んでいますから、いろいろな災害の、平たく言うと場

数を踏んでいるということがあります。そういったのが特徴の１つかと思います。 

 もう１つ、人命被害の観点から言いますと、もちろん警戒避難、早めの避難は必須でありますけ
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れども、あわせてこれもきょうよくはご説明しておりませんけれども、砂防の施設が入っている所

は少なからず効果を発揮している所があります。広島ではほとんどの渓流では施設が入っていなか

ったのですけれども、一部施設が入っていた所では難を免れたという箇所もございます。こういっ

たことでソフト、それからハード、両面の対策が効果があるということが言えると思います。 

 そして３つ目、いろいろな所で発生する、それからどんどん状況が変わるということですから、

想定外に対処する危機管理、これはいろいろな場面で求められるということがあると思います。わ

れわれ国の機関はこういう場数を踏む機会が多いのですけれども、そうでなくても日頃から訓練等

を重ねておくことが大変重要だとこういうことが言えるのではないでしょうか。ということで、２

のところ、そういったところでまとめておきたいと思います。 

 

―スライド（減災の取り組み）― 

 最後に、減災の取り組みということで主とし

てこれまでどういう政策が取り組まれてきたか、

これからどうしていくかということについて触

れておきたいと思います。 

 

―スライド（情報周知・伝導体制（土砂災害警

戒情報））― 

 まずここで、もうすっかりお馴染みになった

かもしれません、土砂災害警戒情報という情報

がございます。分かりやすくいうと大雨注意報、

大雨警報の次にくるものだと思っていただけれ

ばいいのですけれども、この警戒情報を目安に

して市町村長さんは避難の勧告や指示等の目安

にする。住民の方々も自主避難の参考にしてい

ただきたいということで、気象庁、それから都

道府県の砂防部局が共同で発表する、そういう種類の情報であります。 

 実はこの土砂災害警戒情報自体は、2005 年、いまから 10 年ぐらい前から本格的に導入はされ始

めておりますけれども、それに先立つものとして土石流の警戒避難基準というがございます。現在

のように雨の予測とかそういったものを取り入れるはるか昔であります。昭和 57 年に長崎大水害と

言うのが発生して一晩で 299 名の方がお亡くなりになっておりますけれども、その中の８割ぐらい

が土砂災害によるもの。それをきっかけに、1984 年、昭和 59 年に土石流の警戒避難基準、雨をも

とにして逃げる基準を定めようと。それが当時の土木研究所、われわれの前身でありますけれども、

われわれの先輩方が大変苦労されてそういう基準を設けられて、それがきょうこの土砂災害警戒情

報というのにつながっているということです。 

 １つ注意していただきたいことがあるとすると、この土砂災害警戒情報というのは、もっぱら集

65



 

 

 

中的に発生する崖崩れ、あるいは災害があったようなところでの土石流の警戒避難、こういうのに

対する警戒避難なので、もちろん警戒情報が出ていないからと言ってと何も起こらないという性格

のものではないということにご留意いただきたいというように思います。 

 実際に警戒情報が活用されたか、されていなかったかというのが先の伊豆大島の災害でも大きな

議論になりましたし、また今回の広島災害でも議論になっています。 

 例えば伊豆大島の場合は、火山の警戒避難というのは非常に熱心にやられていたのですけれども、

この雨について、土石流についてはノーマークだった。また、広島もわれわれは実はよく知ってい

るのですけれども、非常に熱心に土砂災害の警戒避難に取り組まれていた所ではありましたけれど

も、今回の災害は避けられなかった。どちらも実は未明ですね、真夜中に災害が起こっている。こ

ういったことに対してどうしていけばいいのかというのは、われわれのこれから取り組むべき課題

かと思っております。 

 １つ今回の土砂災害の特徴は、先の臨時国会で改正をされましたけれども、その中でこの警戒情

報と言うのを都道府県から市町村長に通知するというのは義務化がされました。行政のほうでも１

つ１つ進んでおりますけれども、さらなる研究開発が必要かなと。これをより活用していくために

どうすればいいかなということが、今後の課題の１つかと思っております。 

 

―スライド（土砂災害の前兆）― 

 ぜひここで紹介しておきたいことの１つが、

土砂災害の前兆現象です。ちょっと字が細かく

て見づらいかもわかりませんけれども、いろい

ろなことが書いてあります。 

 土石流の場合は急に川の水かさが減ったり、

あるいは渓流内、川の中で石と石がぶつかって

火花が出たり、それから山が崩れているので腐

った土の匂いがするといった前兆現象が知られ

ています。 

 あとは地すべり場合ですと、井戸水か濁ったり、それから池沼の水位が急に変わったりする、地

下水の影響を受けた現象が何か起こっているらしい。こういった前兆現象があることが知られてい

ます。ぜひきょうは専門の方が多いと思いますけれども、こういったことも意識していただきたい

と思います。学識者の方、最近の指摘ではこういう前兆現象を一生懸命に言うのはいいのだけれど

も、前兆現象が無い災害の発生と言うのもあるのでよく注意をした方がいいということであります。 
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―スライド（SNS を利用した警戒避難に関する

研究）―  

さて、近年の研究の一端でありますけれども、

これも字が大変小さいのでちょっと見えないと

思いますけれども、Twitter を活用した土砂災

害の警戒危機、まさに予兆の部分なのですけれ

ども、それを活用したものができないかと。こ

れは広島災害のときのつぶやきの事例です。実

際の最初の災害の通報があったのが３時過ぎな

のですけれども、実はその前の真夜中の１時か

らいろいろなつぶやきがなされています。これを災害対策に活用しない手はないということで、い

ま検討を進めているところであります。 

 

―スライド（SNS を利用した警戒避難に関する研究）― 

 実際のイメージ。雨でどの辺で災害が起こっ

てそうだということをキャッチして、先ほどの

つぶやき情報をもとに特にこの辺で何か起こっ

ているらしいという情報があれば、それをすぐ

に紐解いて参考にすると。もっぱら防災担当者

が活用するイメージですけれども、こういった

アプリケーションができないかということにつ

いて検討をしています。 

 

―スライド（平成 26 年度 土砂災害専門家派遣

状況）― 

 最後になりますけれども、もう１つのわれわ

れの活動。先ほど研究総務官のほうからご説明

がありましたので、詳細は省きますけれども、

われわれ土砂災害の専門家派遣というのを１つ

の大きな柱にしています。先ほども言いました

ように、全国規模で活動するわれわれだからこ

そできるところがあるだろうということで、全

国各地土砂災害が発生するとそこに赴いて、も

ちろんアドバイスもしますけれどもそこでわれわれ自身も知見を積むというこういった活動をして

きております。 
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―スライド（TEC-FORCE（緊急災害対策派遣隊））― 

 TEC-FORCE との関係と言うのをよく聞かれま

す。TEC-FORCE はもう皆さんご存知だと思いま

すけれども、平成 20 年からできた仕組みです。

土砂災害の場合は小さな規模の災害のこともあ

るので、必ずしも整備局で TEC-FORCE が整備さ

れない場合もあるので TEC-FORCE がある、ない

にかかわらず出向くことがあります。広島でも

最初は TEC-FORCE ではなくて現地に行って、そ

したら整備局のほうで TEC-FORCE の組織ができ

たので、正式に TEC-FORCE の派遣ということで

国総研の TEC-FORCE として現地に赴いて協力をする、こういった活動をしています。 

 余談ですけれども、昨日のニュースか何かで、平成 26 年の人事院総裁賞というのに関東地方整備

局 TEC-FORCE が受賞することが決まったというおめでたいニュースもあるようであります。こうや

って地道な活動に与えられる賞だということで，お慶び申し上げたいと思っています。 

 

―スライド（土砂災害専門家の支援活動～広島

市～）― 

 さて、これは現地でのわれわれの活動の一端

であります。詳細は省略いたしますけれども、

室長、研究官、われわれ、それぞれ現地に赴い

ていろいろな活動をしています。 

 

―スライド（平成 26 年 9 月 27 日御嶽山噴火に

伴う対応状況）― 

 一番最近では御嶽山の噴火が９月にございま

したけれども、そのときは火山灰が降り積もっ

て土石流が発生しやすくなるのではないかとい

うことが大変懸念をされました。それに対して

さっそく現地に行って、ヘリによる上空からの

調査、そして火山灰がどれくらい積もっている

か、その火山灰をもとにして土石流が出た場合

どうなるかというのを土木研究所と協力してシ

ミュレーションをいたしました。そのデータに

ついて市町村長さんに説明をしてきました。こ

ういった活動もしています。 
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 日頃の研究を活かして、こういう活動をして

いるという先ほど紹介がありましたけれども、

その逆もまたあるのかなと。こういう日頃の全

国の現場での活動を研究に活かして、これから

も取り組んでいきたいと思っております。「すぐ

に役立つ土砂災害」というテーマで、土砂災害

対策についてお話をする予定だったのですけれ

ども、すぐに役立つように今後とも研究活動を

していきたいなということでのお話になってし

まいました。 

 雑駁な話で恐縮でございますけれども、どうもありがとうございました。 

―終了― 
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3.3 国民・社会の要請に応えるための建築分野の取り組み 

（建築研究部長 五條 渉） 

 

皆さん、おはようございます。 

 いまご紹介いただきました建築研究部長の

五條でございます。よろしくお願いいたしま

す。 

 

―スライド（発表の構成）― 

私からは国民・社会の要請に応えるための取

り組みということで、私ども建築研究部がどの

ような活動をしているかということについて

のご紹介をさせていただきます。 

 まず、我々の使命について簡単にご説明した

後、我々はいろいろなことをやっているわけで

すけれども、最近やっております主要な活動に

ついて、ここに書かれているような項目・順番

に従いまして、いくつかをご紹介するという形

でのご説明にさせていただこうと思います。 

 

―スライド（１．建築研究部の使命）― 

 まず、我々は国民社会のニーズに応えて、先

ほどの用語で言うと防災・減災の取り組みがメ

インですけれども、その他いろいろ、快適性の

確保等、あるいはここには書いてございません

がメンテナンスとか、地球環境とかいろいろな

問題への取り組みもやっております。 

 具体的には研究所の本分でありますいろいろ

なニーズに基づく調査研究をやらせていただい

ているのはもちろんでございますが、その知見

を活かして建築基準法などの技術基準の原案を

作成するということが、我々の一番大事な業務

になっております。 

 それから技術基準を実際に法令として作って

いくのは国土交通省本省の行政部局の役割でご

ざいますが、そういったものができた後にいろ

 

写真-6 建築研究部長 五條 渉 
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いろな指針を作ったり、技術指導をしたりとい

うことで、技術指導の円滑な運用を図っていく、

そういった役割も我々が担っております。 

 それから広く言えば上の調査研究に含まれま

すが、事故や災害が起きたときにいろいろな調

査研究をしたり、技術的な支援をしたりという

ようなことも行っております。 

 

―スライド（２．安全・安心の確保のための研

究）― 

最初に、安全・安心確保のための研究という

ことで、東日本大震災で建築物に関してもいろ

いろな被害が生じて、いろいろな課題が明らか

になりましたが、それについての対応について、

いくつか事例をご紹介させていただきたいと思

います。 

 まず、津波の問題です。津波は建築物に大変

な被害を与えました。津波の被災地の調査、ど

んな力が働いて、流れてしまった建物、それか

ら残っている建物、いろいろございましたが、

そういったものを調べまして、津波の力として

どういうものを想定すればいいか、それに対し

て建築物が耐えるためにはどういう設計をして

いけばいいかということについて検討をいたし

ました。 

 津波は建築基準法の一般的な規制の対象には

なっておりませんが、技術的な助言で設計法を

明らかにしたり、あるいは新しくできた津波防

災地域づくり法に基づく技術基準告示というも

のがございます。そういったものに我々の調べたことを反映して、基準を作らせていただきました。

それの解説とか、具体的な設計例を作って、講習会をやるというような活動もさせていただきまし

て、現在それに基づいて津波の避難ビルなどの設計ができるようになっております。 
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―スライド（２．安全・安心の確保のための研

究 b）地震被害を踏まえた・・）― 

 それから、天井の脱落というものが非常に目

立ったわけでございます。 

 

―スライド（東日本大震災での天井脱落の被害）

― 

これはちょっと詳しくご紹介いたしますが、

ここにご紹介したような天井の脱落の被害が多

数発生いたしまして、残念ながら５名の方が亡

くなるというような被害もございました。 

 ただ、本当はもっと大惨事になってもおかし

くないような状況でございましたので、我々と

してはこの対策をしなければいけないというこ

とで取組みを行いました。これまでの建築基準

法では、天井が地震のときに落ちてはいけない

という精神的な規定はあったのですけれども、

具体的にそれをどうやって実現すればいいかと

いう基準はございませんでした。 

 

―スライド（基準原案策定のための研究）― 

 平成 23 年度から３年間をかけまして、どうい

うことをすれば脱落が防止できるとかというこ

との検討をいたしまして、技術基準の原案とい

うものを取りまとめました。 

 

―スライド（新築建築物等に対して技術基準へ

の適合を義務付け）― 

 それについて、昨年の７月～８月にかけて政

令と告示が公布されまして、今年の４月に実際

に適用になっております。具体的な対象は天井

の床からの高さが６m を超える、それから 200m2

を超えるというようなある程度の規模の天井

で、ちょっと書いてございませんが、ある一定

以上の重さがあるもの。そういった吊り天井と

いうものが規制対象となっております。 

72



 

 

 

 具体的な設計基準による仕様ルートと呼ばれている基準を作るのとともに、構造計算で安全性を

確かめるというようなことも可能にしております。あと特殊なものについては大臣認定で対応する

という体系になっております。 

 

―スライド（【仕様ルート】による吊り天井：

部分モデル）― 

 ちょっと字が小さくて読みにくいかと思い

ますが、お手元の資料で詳しく読めると思いま

すけれども、これが仕様ルートの基準でござい

ます。いろいろなことが書いてあるので細かい

ことは省略いたしますが、これは壁などとの間

に隙間を設けて、地震のときに天井が壁に衝突

しないようなものをということで、この基準を

作っております。 

 

―スライド（天井脱落対策に係る技術基準の解

説・広報― 

 これでいまのような基準について解説を作

りまして、国総研資料の第 751 号という形で公

開しております。これは国総研のホームページ

で閲覧・ダウンロードできますのでご興味のあ

る方はぜひご覧いただきたいと思います。 

 こういったものを用いた講習会等の活動等

を実施いたしまして、基準は、今年４月から適

用になっております。ただ、先ほど申し上げた

ように、いま隙間が空いている形でしか基準がありません。隙間がないようにピッタリと壁にくっ

ついた天井も作りたいというニーズが非常に

強いことも分かりましたので、いまそういった

ものを含めた形での基準改正をやるというこ

とで、検討を続けております。 

 

―スライド（c）エスカレーター等の昇降機に

係る地震安全対策に関する検討）― 

 次にエスカレーターの話ですけれども、エス

カレーターが脱落するという被害が今回起こ

りました。これもまた非常に幸いなことに、人
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がいないときにこれが起こったので死者等が出なかったのですけれども、もし昼間人が多いときに

これが起きていたら大変なことになるということで、これも技術基準の原案を検討いたしまして、

天井と同じタイミンクで基準改正をして施行しております。 

 

―スライド（d）長周期地震動に対する建築物

の安性検証方法に関する検討）― 

 長周期地震動の問題も注目されました。長周

期地震動は、普通の建物はあまり関係がないの

ですけれども、超高層あるいは免震建築物とい

うような固有周期が長い建築物に対しては非

常に影響が大きいということです。東日本大震

災のときに遠く離れた大阪の咲洲（さきしま）

庁舎という超高層で非常に大きな共振現象が

起きて、建物が被害を受けたということがござ

いました。 

 これに基づく検討というのは、実は東日本大震災の前から大変な課題だということが分かってお

りまして検討していたのですが、大震災で得られたいろいろな情報を踏まえまして、またそれの見

直しというものを行っております。これは建築基準法の一般基準ではなくて、超高層のような建物

を個別認定するときの基準としていまやっていることを反映させる予定で、頑張っております。 

 それから大震災では液状化というものが大変な問題になりました。これもちょっといろいろ検討

したのですが、建築基準法上の一般規定にするにはなじまないということで、いろいろな情報をど

うやって評価するかというようなことを検討して、住宅性能表示制度の項目に追加するということ

になっております。これは来年の４月から適用されるということになっております。 

 以上がいくつかの事例でございますがご紹介をさせていただきました。 

 

―スライド（３．木材利用促進のための研究）

― 

 次に観点が変わりまして、木材の利用を促進

するための研究というものをご紹介させてい

ただきます。 

 

―スライド（木造 3 階建て学校の火災安全性に

関する研究）― 

 具体的には、木造の３階建ての学校を火災に

際してどういうように安全に設計するかということを検討しているわけです。これは、いま、建築

基準法では大規模な建物とか、不特定多数 
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の方が利用する特殊建築物と言われているも

のについては、非常に厳しい制限があって基本

的には木造では建てられないということにな

っております。 

 一方で、木造の建物を促進すべきだという話

がいろいろございます。これはもちろん産業の

振興になり、森を守るということはいろいろな

意味でいいことですし、地球環境、ＣＯ２排出

削減、いろいろなメリットがあるということで、

木造をどんどん使えるようにして欲しいという

ようなニーズがございます。 

 

―スライド（社会資本整備審議会・・）― 

 それで先ほどの規制を見直すということで、

社会資本整備審議会の検討を経て、我々のほう

で基準原案の策定のためのいろいろな活動をや

っております。これは我々だけではもちろんで

きませんので、国土交通省から補助事業が設け

られまして、それの事業主体と、それから独法

の建築研究所、こういった方々と一緒に活動を

しております。 

 

―スライド（３度の実大火災実験その１）― 

これはニュースになったのでご記憶の方も多

いと思いますが、実大実験、本物の学校と同じ

ような建物を建てて燃焼させるという実験を３

度やっております。これは普通にあまり工夫せ

ずに建てたらどういうように燃えるかというこ

とをやったもので、国総研の中で平成 24 年にや

りました。 

 

―スライド（３度の実大火災実験その２）― 

 次にいろいろな防火対策を講じたらどういう

ように燃えるかというような実験を、岐阜県の

下呂のほうで２年目にやりました。 
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―スライド（３度の実大火災実験その３）― 

 最後は技術的な基準をどうするかというこ

とである程度検討が進んだ段階で、それの効果

を確かめるということで３年目の実験をやり

ました。 

 

―スライド（国総研内に設置した建築防火基準

委員会・・）― 

 こういった実験の他に、もっとスケールの小

さい実験とか検討をたくさんやっております。

そういうものを取りまとめて技術基準の原案

がほぼ固まって来たということで、今年の６月

の建築基準法改正で、先ほどの木造３階建ある

いは大規模な木造を禁止しているうちで、例外

を認めるという改正がすでに法律化がなされ

ておりまして、いまそれに基づく政令とか告示

の具体的な基準を我々の方で、本省等と連携し

て作っているところでございます。 

これは間もなくパブリックコメントの手続

きを経て公布されて、来年６月から適用される

予定でございます。 

 

―スライド（４．大規模災害への備えのための

研究）― 

 続きまして、いま現在我々が行っている研究

活動の中の１つの例ということで、大規模災害

への備えということでやっているものをちょ

っと紹介させていただきます。 

 

―スライド（研究の背景）― 

 建築基準法、これは最低基準ということで、

非常に大きな災害、大地震などが来たときには、

倒壊による人命が損なわれるということを防止

するということはもちろん確保されているので

すが、一定の損傷が発生することは許容してお
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ります。ところが、東日本大震災でも数多くの庁舎とか、災害拠点になるべき建物がそういう損傷

を受けて使えなくなるということが発生いたしました。 

 それから最近、地震以外でも台風、竜巻、その他、いろいろな災害が起きておりまして、同じよ

うなことがやはり起こりうるという状況になっております。 

 

―スライド（総合技術開発プロジェクト「災害

拠点建築物の機能継続技術の開発」）― 

総合技術開発プロジェクト（総プロ）によっ

て、昨年度からこういった開発に取り組んでお

ります。 

 まず１つは津波対策ですけれども、津波の力

をまともに受けるとなかなかそれに耐える設

計をするというのは難しくなってくるわけな

ので、その津波の力をあまり受けないようにす

るということで、どういう配置とか、形状の建

物を造ればいいか、それから外装材をあえて津

波のときに外れるようにして、それであまり力

を受けなくするということができないかとい

うことで、こういった実験を含んだ開発を行っ

ております。 

 

―スライド（竜巻等による飛来物対策評価法の

開発）― 

 竜巻ですけれども、竜巻で災害拠点のような

建物自体が飛んでしまうということは多分な

いのですけれども、飛来物で窓とか外装材がや

られてそれによって被害を受けるということ

は想定されます。 

 これはアメリカなどではこういう基準とか

取り組みがなされていて、飛来物のことを英語

でミサイルということを今回初めて私は知っ

たのですけれども、そういったものの実験装置

を作って実験をやっております。その成果など

を踏まえてどうやって安全を確保するかとい

うような基準作りをやることとしています。 

 

77



 

 

 

―スライド（地震動による外力を想定した技術開発(1)― 

 天井ですけれども、先ほどの基準法の最低基準の天井よりも高性能に、非常に大きな地震が来て

も大丈夫な天井を開発するということで、共振をしないような天井を設計し、振動実験をしてみる

ということをやっております。 

 

―スライド（地震動による外力を想定した技術

開発(2)― 

 普通のＲＣ造の建物というのは、いま柱と梁

で造られているものについては、先ほど申し上

げたとおり、変形してもいいということになっ

ているので、例えば梁を変形させてそれでエネ

ルギーを吸収して大地震に耐えるというよう

な設計が多いわけですけれども、そういうこと

をやりますと、やはり災害拠点の建物などでは

損傷が起きて使いにくくなるということがご

ざいます。 

 そこで、柱・梁ではなく壁ですね。これまでは非耐震的にあえて柱・梁と縁を切って作っていた

ような壁を活かして、全体的に損傷を抑制する

ような設計法を開発しようということで、いろ

いろと検討をいたしまして、実大実験でその成

果を確かめるという段階にまでいま来ており

ます。来年の１月に実験をする予定で、これは、

いまつくばのほうで建設中の試験体の写真で

ございます。 

 

―スライド（設備システムの機能維持に関する

調査研究）― 

 それから建築設備というのも非常に重要な

のは言うまでもないことでございまして、その

辺についてもいろいろ調べて災害拠点の建物

をではどういうような設備設計をすればいい

かというようなことも検討しております。 

 こういったことをまとめまして、最終的には

設計ガイドラインを取りまとめて、今後発生が

予想されるような首都直下地震等に間に合わ

せてなんとかこういった災害拠点建築の整備
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をするようにしたいというように思っております。 

 

―スライド（５．研究・知見の蓄積を生かした技術支援活動）― 

 最後は、その他のいろいろな活動をちょっとまとめてご紹介いたします。 

 

―スライド（建築関連技術基準原案の作成）― 

 最初に書いたのは、先ほどから何度か出てお

りますが、建築基準法などの技術基準の策定の

ことでございます。これについてちょっと、ど

ういう仕組みでやっているかということを改

めてご紹介をさせていただきます。 

 

―スライド（研究・知見の蓄積を生かした技術

支援活動）― 

我々、調査研究を行いまして、それを検討す

るための仕組みということで委員会を設置し

て、いろいろ学識経験者の方のご意見なども伺

いながら、あるいは民間の業界とか事業者、そ

ういった方のご意見も伺いながらいろいろ検

討をしております。 

 それから国の補助制度で、いろいろな情報と

かを集めてサポートしていただくというよう

な制度がございまして、それの窓口役のような

こともやっておりますし、あと民間からいろい

ろなご提案をいただくという仕組みもござい

ます。 

 こういったものを受けて原案を作って、先ほ

ど申し上げたようにそれの普及とか運用のた

めのいろいろな活動もやっているということ

になっております。 

 

―スライド（チャート）― 

 これはちょっとどんな方が、どういうように

関わっているかという観点で別の形で説明し

たチャートがこれでございます。 

 独法の建研とはいろいろな分野で連携して
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やっておりますが、あと大学とかいろいろな民間から様々な関与を得て、先ほどの補助金事業の中

でのいろいろな検討、それからご提案をいただいてそれに基づく検討ということをやっておりまし

て、それらを踏まえて技術基準の作成というものに取り組むということでございます。そしてその

成果を本省の住宅局で実際に技術基準にするということをやるわけですけれども、さらにその後の

いろいろなフォローアップ活動は本省と連携して我々がやるということになっております。 

  

―スライド（国際活動）― 

 それから、その他の活動として国際的な活動

もいろいろやっております。特に我々が力を入

れてやっているのがＩＳＯの関係の活動です。

ここに書いてあるようなＩＳＯの委員会に参

加して、日本の実情を無視したような変な国際

規格ができないようにということで、いろいろ

なインプットをしておりますし、あとはよりよ

いものができるように貢献したり、あるいはこ

ういったものからいろいろな情報を得て日本

国内の基準整備に活かしたりということはや

っております。 

 あとはＩＲＣＣという建築基準を作ってい

る機関の国際的な集まりにも参加して、いろい

ろな情報交換や貢献をしているというような

こともやっております。 

 

―スライド（災害調査）― 

 災害の調査もいろいろとやっていますが、い

くつかご紹介をさせていただきます。 

 まずこれは平成 24 年に起きました竜巻の被

害です。これはたまたま国総研のすぐ近くでこ

ういう被害が起こったということで、いち早く

駆けつけていろいろな調査をさせていただき

ました。先ほどのような調査研究にこの成果は

活かしております。 

            

―スライド（大雪による屋根崩落被害調査）― 

 それから今年の始めに大雪で屋根が崩落す

るということがかなりの場所で起こりました。
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これは多雪区域の対策というのは建築基準法でもいろいろとやっているのですが、多雪区域ではな

いこれまであまり大雪がなかったような地域でかなり雪が降って、しかもその後雨が降ってさらに

重くなるという現象が起きたことが分かっております。これはいまの建築基準法の基準にこれを反

映させるべく検討をしております。 

 

―スライド（大雨による土砂災害における建築

物被害調査）― 

 それから先ほどご紹介がございました８月

に起きた災害ですけれども、我々は９月に入っ

てから、少し遅れてですが、現場に行きまして、

先ほどご紹介のあった公営住宅などを調べま

した。建築基準法でも、土砂法に基づく警戒区

域に建物を建てるときの基準というものがご

ざいます。それがいまのようなものでいいの

か、何らかの見直しが必要なのかというような

ことを、こういった調査の成果を踏まえて検討をしたいと思っております。 

 

―スライド（地震による木造建築物等被害調

査）― 

 これはお手元の資料にはなくて、きょうこの

ために追加しました。先週長野県の白馬村のほ

うに行ってきまして、木造住宅がかなり全壊し

たということでこれの調査をやって、いまそれ

の取りまとめをやっておりますが、技術基準の

見直し等が必要かどうかということをこれか

らいろいろ分析していきたいと思っておりま

す。 

 

―スライド（省エネ法に基づく建築物・住宅の

省エネルギー基準の見直しの検討）― 

 最後になりますけれども、これまでは一応防

災・減災という分野での取り組みの紹介がほと

んどだったのですけれども、我々は他の分野で

もいろいろな活動をしておりまして、特に省エ

ネルギー関係の取り組みというのは我々が力

を入れてやっている分野の１つでございます。 
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 これは研究総務官からもご紹介があった話ともダブりますし、ごく簡単にスライド１枚だけで我

々もやっているのだということだけをちょっと紹介させていただきます。この後、住宅研究部長の

澤地部長のほうからこれに関しては非常に詳しい説明があると思いますので、そちらもお聞きいた

だければと思います。 

 スライドとしては以上です。我々は今ご紹介したとおり、いろいろな民間の方にご参加いただき

ながら、ある意味ではコーディネーター役を果たしながらいろいろな基準の整備をやっております。

ちょっとスライドでは触れませんでしたけれども、パブリックコメントというような手続きでいろ

いろな技術基準の原案についてご意見をいただくということもございますし、検討にご参加いただ

いたり、あとは先ほど申し上げたとおりコンタクトポイントというものでご提案をいただくという

仕組みもございます。 

 ぜひ我々の活動にご興味を持っていただいて、そういったご意見とかご提案などをどんどん寄せ

いただきますと、我々もニーズ応じた活動というものがさらに充実してやっていけることになると

思いますので、ぜひそういった面での今後のご支援とか、ご協力を賜りたいということをこの場を

お借りいたしましてお願いさせていただきます。 

 これで私の話を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがとうございました。 

 

 

【 参 考 文 献 】  

1)国土技術政策総合研究所，独立行政法人 建築研究所国総研資料 第 674 号 平成 23 年（2011

年）東北地方太平洋沖地震被害調査報告,2012.3. 

2)国総研資料第 673 号「津波避難ビル等の構造上の要件の解説」建築研究部基準認証システム研究

室,2012.3. 

3)国総研資料第 751 号建築物における天井脱落対策に係る技術基準の解説建築研究部，総合技術政

策研究センター，(独)建築研究所,2013.9. 

4)木三学関係：木造 3 階建て学校の実大火災実験の実施 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya20120126.pdf 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya20121105.pdf 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya20130925.pdf 

5)災害拠点総プロ関係：「人命を守る」から「使い続けられる」構造へ 実大(高さ 19m)RC 造 5 階建

て建築物損傷実験の公開(見学者の募集案内) 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya20141014-1.pdf 

6)技術支援活動関係：建築基準整備促進事業 

http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_fr_000016.html 

7)技術支援活動関係：コンタクトポイント 

http://www.icba.or.jp/cp/cp_top.html 

8)災害調査関係：竜巻 

82



 

 

 

http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/saigai/h24tsukuba/h24tsukuba.pdf 

http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/saigai/h25koshigaya/130904tatsumaki.pdf 

9)災害調査関係：広島の土砂災害 

http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/saigai/h26/140916hiroshima_kenchiku.pdf 

10)災害調査関係：長野県北部の地震 

http://www.nilim.go.jp/lab/bcg/kisya/journal/kisya20141127.pdf 

http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/saigai/h26/141126nagano_kenchiku.pdf 

http://www.nilim.go.jp/lab/bbg/saigai/h26/141129nagano_juutaku2.pdf 
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3.4 防災都市づくりのための研究開発の最新動向と今後の展開 

（都市研究部長 金子 弘） 

 

ただいまご紹介いただきました都市研究部長

の金子でございます。どうかよろしくお願いい

たします。 

 私からは「防災都市づくりのための研究開発

の最新動向と今後の展開」という題で、今、都市

研究部において防災・減災対策として取り組ん

でいる研究内容についてご紹介したいと思いま

す。 

 

―スライド（東日本大震災の沿岸都市の被害と

何回トラフ巨大地震の被害想定）― 

 平成 23 年 3 月 11 日に発生した東日本大震災

では大規模な津波が発生し、大きな被害を受け

たことは記憶に新しいところでございます。一

方、平成 24 年 8 月に公表された南海トラフ巨

大地震の被害想定においては、最も被害の厳し

い状況を想定したものですが、この下の段にお

示しするような甚大な被害が想定されている

ところでございます。 

 この２つの地震被害をこういう前提でいろ

いろ比較しておりますが、死者・行方不明者、

あるいは建物被害といった項目をご覧いただき

ますと、東日本大震災では大きな津波被害があ

ったわけですが、さらに南海トラフ巨大地震の

場合にはそれを一桁上回るような非常に大きな

被害が想定されている状況でございます。 

 

―スライド（沿岸都市の防災構造化支援技術の

研究）― 

 国総研といたしましては、この東日本大震災

の被害を教訓として、さらに新たに想定されております南海トラフ巨大地震に備えるべく、新しい

研究分野について精力的に研究を進めているところでございます。 

 本日ご紹介する内容は、大きくは３点あります。まず、津波避難安全性向上のための市街地整備

 

写真-7 都市研究部長 金子 弘 
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計画手法の開発です。今回の東日本大震災では

津波の襲来によって人命が大きく失われてしま

いました。こういった人命を極力救うための対

策が急務となっています。 

南海トラフ巨大地震の被害が想定される沿岸

都市においても市街地の状況はかなり厳しいと

ころがございます。地震が起こってから短時間

で相当高い津波が押し寄せるという想定も出て

おりますので、津波避難のシミュレータを開発

して、それに基づく避難安全性の評価や安全性

向上のための市街地整備の計画策定を立案できるようにする研究を進めています。 

 それから２点目でございますが、津波に対する防災拠点機能確保のための計画手法の開発です。

防災拠点は防災対策上、極めて重要な施設ですが、東日本大震災においては、防災拠点となるよう

な庁舎や医療・救護施設などの重要な施設が津波により浸水してしまって、地震後の応急対応や復

旧、復興に至る道筋がなかなか大変だったというお話がございました。そういった津波被害に対し

て防災拠点の機能をいかに確保していくかという、計画手法の開発を行ってきております。 

 それから最後に宅地の液状化の危険性及び対策効果の評価方法の開発です。先ほど建築研究部長

から液状化対策のご説明もありましたけれども、こちらは、東日本大震災における宅地の液状化被

害を踏まえて、既存の造成宅地に対する液状化対策について市街地レベルで対策工法の選定評価も

含めて進めていくという取り組みをご紹介したいと思います。 

 

―スライド（津波避難安全性向上のための市街

地整備計画手法の開発）― 

 最初に、津波避難の安全性向上のための市街

地整備計画手法の開発という課題についてでご

ざいます。 

 

―スライド（津波避難安全性向上のための市街

地整備計画手法の開発）― 

 先程お話ししましたとおり、南海トラフ巨大

地震の被害想定が出ております。さらに都道府

県において想定浸水域が出されておりまして、

それらを踏まえて各市町村において、まさに津

波防災地域づくりのための推進計画の検討が進

められているところでございます。 

 国総研においては、こういった左の図のよう
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なイメージがございますけれども、津波避難のシミュレータを開発しまして、まさに地形条件、あ

るいは道路、建物をコンピューター上で再現して実際にどのように津波からの避難が可能かという

ことを検証していこうというものでございます。 

 

―スライド（津波避難シミュレータの開発(1)）

― 

 まずこの津波避難シミュレータの中身でござ

いますけれども、今まで国総研においては市街

地火災に関してマルチエージェント型の避難シ

ミュレータを開発してございます。それをベー

スとしまして津波のリスク評価ですとか、津波

の浸水しない目的地までどう到達できるかとい

う観点を加えまして、それぞれ目的地、避難経

路ごとに津波ですとか、あるいは火災に巻き込

まれるリスクをそれぞれ評価して、そのリスクが最小になるような経路、目的地を選択するモデル

を作ってございます。 

 

―スライド（津波避難シミュレータの開発(2)）

― 

 ここで津波避難のシミュレータの結果を１つ

ご覧いただければと思います。 

シミュレーション結果の例としてお示しして

いるのは、典型的な沿岸都市の例でございまし

て、後ろの山の中腹のほうに避難場所があり、

地震後の津波の襲来までにそこにどのように避

難できるかというものでございます。 

 現状における津波避難の状況をシミュレーシ

ョンして動画でご覧いただきます。今日はかなり時間を短縮してご覧頂いていますが、このように

避難が行われ、津波がこういうタイミンクで襲ってくるということがわかります。左手の上のほう

に設定された避難場所に向けて避難した方の一部は津波の到来までに間に合わなくて津波に巻き込

まれるケースがあるというのが見て取れます。 

 

―スライド（津波避難阻害箇所の想定と防災対策の改善効果の検証(1)）― 

 このような状況に対してどのような改善対策が必要か、その対策はどの程度効果があるのかとい

うことを検証していく必要があるわけです。いまのケースの場合には、山際のこういう避難経路が

集まる場所や避難経路が狭い場所等に避難の方々がどうしても集中して渋滞してしまう結果がでて
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います。避難場所が少なくて、避難経路も限ら

れていて集中するとそういったケースの場合に

避難場所を複数用意するとか、避難経路を拡幅

するなどして避難しやすくなる、そういう対策

が必要で、その効果の確認も必要です。 

 

―スライド（津波避難阻害箇所の想定と防災対

策の改善効果の検証(2)― 

 いまの津波避難シミュレータを基に避難阻害

解消のための対策効果のケーススタディを動画

でご覧頂きます。左側が避難場所の整備のみ行

ったもの、右側が避難場所のほか避難路の拡幅

を行ったもので、この２つのシミュレータを同

時に動かしてみます。 

ご覧頂いたとおり、左側の避難場所の整備だ

けでは依然として渋滞により津波に追いつかれ

るケースがあり、右側の避難場所と避難路拡幅

を一緒に行うことで津波に追いつかれることな

く避難が成功することがわかります。 

 このシミュレータに関しましては、従来にな

い新しい取り組みとして、車による避難を付加

した改良を進めておりまして、今年度中にこの

シミュレータを完成させ、国の技術指針に反映

したいと考えております。 

 

―スライド（津波に対する防災拠点機能確保の

ための計画手法の開発）―                                                                                                           

続きまして、津波に対する防災拠点機能確保

のための計画手法の開発についてでございま

す。 

 

―スライド（津波に対する防災拠点機能確保の

ための計画技術の開発）― 

 図の右側にお示ししておりますように、従来

から取り組んでおります都市防災対策に加え、

津波に対する被災時の都市機能の維持のため、 
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新たに防災拠点機能確保のための対策が非常に重要です。これは応急復旧ですとか、復興の対策の

中でこの防災拠点というものを都市・市街地レベルでいかに確保していくかということを、東日本

大震災の被災都市における実態調査をはじめ、南海トラフのケーススタディも組み込みながら今ま

とめているところでございます。 

 

―スライド（被災年における防災拠点機能喪失

・回復の実態（災害発生～2 日目））― 

 こちらは東日本大震災における石巻市の災害

発生から２日目までの防災拠点の動きをまとめ

たものです。この水色の部分が津波による浸水

を受けたエリアでございまして、市役所がこの

赤い点線の所にあり、１階が地震による損傷を

受け、さらに津波浸水が長引きアクセスが困難

ということで、十分機能しなかったという問題

がございました。 

 一方、図の西側に三陸自動車道がこうありまして、このインターの傍に石巻の赤十字病院がござ

いました。ここが拠点となって災害派遣医療チームＤＭＡＴの拠点、あるいは自衛隊、消防等との

連携によって負傷者の受け入れができるようになったということでございます。 

 

―スライド（被災都市における防災拠点機能喪

失・回復の実態（3 日目～1 ヶ月））― 

 こちらは３日目～１カ月までの間に、防災の

対応がどのようになされてきたか示した図でご

ざいます。浸水区域の外の北側にまとまった公

共施設として総合運動公園等がありましてそこ

を中心に外部からのさまざまな人的・物的な支

援を受け入れる駐屯拠点、物資の拠点が設けら

れております。そこを中心として、それから先

ほどの赤十字病院に設置された拠点が中心とな

りまして、一部避難所の生活環境の悪化などもありましたけれども、そこに対しての巡回などを適

切に行うことによって、生活環境の改善が行われたとのことでございます。 

 

―スライド（対応状況フロー図の作成と図化）― 

これらの石巻市のケースを事例に、各防災上の機能、この縦軸になりますけれども、災対本部か

ら、細かくて申し訳ございませんけれども、医療系の拠点病院、あるいは拠点となる避難所、それ

から下の方にあります外部からの応援の受入体制というものをどうそれぞれ連携づけて、時系列で
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見てどのように機能させたかをフロー図にして

おります。 

 初日の段階ですと、津波に浸かって災対本部

や病院、消防署の一部が機能できなくなった、

移転が必要であったなど、そのような問題にど

う対応したかというものを、これは１つの事例

でございますけれども整理しております。 

 

―スライド（被災想定と対応シナリオの検討）

― 

 今後の南海トラフ巨大地震に備えた対応シナ

リオについては、各地方公共団体においてそれ

ぞれ検討されているかと思いますが、個々の機

能別ではなく、全体を総覧できるようなそうい

う対応シナリオを検討する必要があると考えて

おります。 

ここでは左側の模式図にありますように事前

の防災対策に時間がかかるようなケースがござ

いますので、防災対策が完了する前に地震や津

波が襲ってくるケースと、それから防災対策が講じられた後に津波が襲ってくるケース、そういう

２つのケースに加え、外力による被害のレベルとして、２段階外力と多重防御・減災の考え方から、

外力レベルが大きいレベル２の段階、あるいはレベル１の段階との組み合わせで全体を４通りに分

けて、それぞれどのようなシナリオが必要かということをまとめていくということを提案してござ

います。これにより、この後のそれぞれのボトルネックになるような弱点を探ろうというものでご

ざいます。 

 

―スライド（対応シナリオの内容イメージ）― 

 対応シナリオの内容のイメージとして、これ

はケーススタディを行いました南海トラフに面

したある都市の例でございます。それぞれの防

災上の機能が、防災対策本部を中心に、それか

ら消防、救命救急、避難所、外部の支援がこの

ように連携して働く必要があるという前提でご

ざいます。 
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―スライド（災害対応に裏打ちされた空間展開

図の整理とボトルネックとなる事象の整理検

討）― 

 このような対応シナリオを基に、実際の各防

災拠点の立地、あるいはそれぞれのアクセスの

ほか、スペース的なキャパシティに関する条件

がどうかというものを空間展開図として地図上

に落としてボトルネックとなる事象を整理する

ことを提案しております。 

 このケースの場合、北側のほうから高規格道

路のアクセスが確保できるという前提で、防災の広域拠点についてここはまだケースとしては整備

が追い付いていないという厳しい状態のケースでございますが、３日後以降の応急期から１か月後

の復旧期までの間どのような対応がそれぞれ防災の対応として必要なのかということを整理したも

のです。実は下のほうに空港がありまして、空港の傍にＳＣＵ（広域搬送拠点）を設けまして、医

療の機能をこちらで連携しまして、圏域外との広域搬送を行うという要素を盛り込んでおります。 

 そういう中で、この赤色のところが津波浸水域でございますけれども、こういった中で市の通常

業務の再開に伴う仮庁舎機能の受入れ先の確保や避難所の集約、地域医療体制の再建等いろいろな

問題があると、そういったボトルネックとなる事象を明らかにしたというものでございます。  

 

―スライド（災害対応シナリオ・空間展開図を

元に検証）― 

 この検討を行うにあたりまして、関係する地

方整備局、県、それから地方公共団体の方々、

その際に防災部局のみならず土木、街づくり、

そういった関連部局全員に集まっていただい

て、それぞれの部局で想定されているＢＣＰの

計画や、それに対応したこういった問題・課題

というものがボトルネックとしてどこに、どう

いうものがあるのか実地に意見交換を行って

おります。 

 こうすることによって、今まではなかなか多機関にまたがる実質的な情報交換の場はなかったが、

こういう会議が行われたというのは非常に意義があるというようなコメントもいただいているとこ

ろでございます。 
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―スライド（都市防災拠点機能確保のための検

討の手引き（案）の構成）― 

 今年度、この研究の取りまとめにかかってご

ざいまして、地方公共団体の方々の防災を意識

した街づくりを進めていく際の手引きというこ

とでまとめていこうというように考えてござい

ます。そのため、学識経験者、国交省、関係地

方公共団体からなる委員会を設けまして、今年

度中に手引き案を、このような先ほどの対応シ

ナリオ、あるいは空間展開図というものをとお

してどんな課題があるかということを関係する

それぞれの部局で明らかにして、それを総合的

な防災街づくりとして事前対策に反映できる、

そういうものにしたいと思ってございます。 

 

―スライド（宅地の液状化の危険性及び対策効

果の評価方法の開発）― 

 最後に宅地の液状化の危険性及び対策効果の

評価方法の開発でございます。 

 

―スライド（宅地の液状化の危険性及び対策効

果の評価手法の開発）― 

 東日本大震災では東京湾岸をはじめ沿岸部の

埋め立て地等において液状化の発生、未曽有の

被害がございました。いままで既成市街地で住

宅が建て込んだところで液状化が起こってしま

った場合に、どう対策するかというものに対し

て実施例がほとんどございませんでした。その

ため、既存市街地を対象として国総研が液状化

の予測手法と、それからそれに対応したそれぞ

れの宅地の条件に合った効果的な施工可能な対

策方法の検討を行っております。 

 

―スライド（液状化の発生のメカニズム）― 

 液状化の発生のメカニズムについては、この

ような形でございまして、特に地下水位が高い、
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緩い砂地盤を中心に、平常時はこのような形で砂の摩擦で安定した地盤となっています。 

ところが、地震の振動により繰り返しせん断力を受けそれが崩れると、その際に間隙水圧という

地下水の圧力が一時的に上昇し、砂粒子間の摩擦力を越えると中央の図のとおり砂粒子間の噛み合

わせが外れて液状化した状態となるこういうメカニズムでございます。 

 これらの原因となっている地下水位を下げるとか、あるいは地中壁を設けることによりせん断変

形を抑えるなどの対策を講ずることにより液状化を防ぐ効果がございます。 

 

―スライド（宅地の液状化の危険性に係る予測

手法の確立）― 

 これは液状化の危険性の予測ということで、

国総研で開発した「危険性予測シート」で、ご

ざいます。国総研のホームページで公表し、ダ

ウンロードできるようにしております。 

ボーリング調査などで得られたさまざまな地

層の地盤に関するデータを、例えば地下水位、

それから想定される地震動やボーリング調査等

から得られた土質やＮ値等を入力することで、

中ほどの図にお示しするようにどの深さで、ど

のように液状化が起こる恐れがあるかというこ

とを判定することができるようにしてございま

す。 

 

―スライド（主要な液状化の対策工法の特徴と

課題）― 

 一方、その対策工法としてすでに建物が建っ

てしまっている宅地の中で施工可能で有効と思

われる工法を２つ絞り込んでございます。地下

水位を低下させる工法、それから格子状地中壁

の工法があり、それぞれ施工可能性やコストに

関する特長のほか、施工に伴う圧密沈下の副作

用等の課題があります。こういったことを念頭

に対策工法の適応を考えていくわけです。 

 

―スライド（被災宅地の液状化対策工法の確立

（地下水位低下工法））― 

 地下水位の低下工法は住宅地の道路部分に地
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下水を浸透・流下させる管路等を埋め込み地下水位を下げて非液状化層をつくる工法で、わずかな

地下水位の低下で大きな液状化抑制効果が得られる場合がありますが、一方で圧密沈下といった副

作用が発生する恐れがあります。 

 

―スライド（液状化危険度：エクセルシートの

計算例（現状））― 

 このため、いったいどの程度地下水位を下げ

れば液状化の対策として有効であるのか、ある

いはその際に圧密沈下がどの程度になるのかと

いうことを計算シートで事前に予測しておくと

いうものでございます。この計算シートの例で

は、左上のほうですけれども地下水位が１m と

いう状況において、右側に赤くお示しするよう

に液状化はこのような深さで起こってしまう恐

れがあるというものでございます。 

 

―スライド（液状化対策効果の計算例（地下水

位低下工法））― 

 こちらのシートの左上にお示しするとおり、

地下水位を 2.5m まで下げた場合には、右側の

図にお示しするとおり全体に液状化しにくくな

り、深さ 3m までの表層部までは液状化せずに

戸建て住宅であれば影響がないのではないか

と、そういう効果が明らかになるというシステ

ムでございます。 

 

―スライド（被災宅地の液状化対策工法の確立

（格子状地中壁工法））― 

 既成市街地におけるもう１つの有効な対策工

法として格子状地中壁工法をお示ししていま

す。 

格子状地中壁工法は、セメントなどの改良材

を地中で土と混合撹拌してつくる改良体で地中

壁を地盤の中に構築することで、地盤のせん断

変形を抑制し液状化を防ぐ工法でございます。

既成市街地の場合には、すでに住宅がこのよう
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に建っておりますので、敷地割や道路と建物との関係等の制約があり、格子状地中壁の間隔をどの

ように設定するかということが大きな課題になっております。 

 

―スライド（液状化対策効果の計算例（格子状

地中壁工法））― 

 そのため、格子状地中壁をどのような間隔で

入れることにより液状化対策として効果がある

かどうかについて、このような計算シートの中

で、左上にありますように格子間隔を設定する

とそれぞれせん断変形がどう抑制され、対策後

はこのように効果が期待できるか予測できるも

のでございます。 

 この国総研シートは国土交通省のガイダンス

案に反映され、国総研のホームページで公表し、ダウンロードして使って頂けるようにしておりま

す。 

 

―スライド（宅地の液状化マップの策定支援ソ

フトの開発）― 

 さらに、私どもは現在、宅地の液状化マップ

の策定支援ソフトの開発を進めております。こ

れは、それぞれの地方公共団体が保有している

ボーリングデータを基に液状化の危険度を示す

マップを容易に作成できるものです。 

先程説明致しました液状化の危険性予測シー

トを基に、その予測判定した結果をこういうメ

ッシュデータの中に落とし込むことによって、

液状化マップとして見ることができ、ポイント

をクリックすることで各ポイントの詳細データ

も見ることができるようなそういうシステムを

開発中で、年度内に公表したいと考えておりま

す。 

 

―スライド（残された課題と今後の展望）― 

 以上、津波避難や防災拠点確保、液状化対策

の３点にわたって進めている研究成果について

ご紹介致しました。今年度までの研究課題です
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ので、なおこのようなまだ残された課題があり、今後これらの研究成果の普及、活用に取り組んで

いきたいと考えております。 

 さらにこのような研究成果が活用され、これからの防災対策が積極的に展開されていくことを祈

念しております。 

 どうもご清聴ありがとうございました。 
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3.5 2050 年に向けた建築分野における温室効果ガス排出低減の鍵 

（住宅研究部長 澤地 孝男） 

 

皆さん、こんにちは。澤地と申します。 

 きょうはこういうタイトルで、ちょっと長期

的な面も含むのですけれども、あと 36 年後で

すけれども、2050 年に向けた温室効果ガス、建

築分野における低減をどうしたらいいかとい

うことについて、国総研の住宅研究部として１

つ提案というか、考えているところがございま

して、そういうお話をしたいと思っておりま

す。 

 

―スライド（１．現状）― 

 まず現状なのですけれども、左側が日本全体

の主たる部門、産業部門（工場等）とか、運輸

部門、主として自動車、それから下に２本あり

ますけれども、このうち太いほうが業務部門と

言いましてオフィスビルであるとか、デパート

であるとか、病院であるとか、学校であると

か、そういう種類の建物で、非住宅、住宅以外

という呼び方もありますけれども、こういう建

物で使われているエネルギーです。それからい

ちばん下が４つの部門を比べるといちばんエネ

ルギー消費量が少ないのですが、家庭部門とい

う、住宅におけるエネルギー消費量ということ

になっております。                        

この４本を見ますと、産業部門というのは、

軸の数字がお読みいただけるか分かりませんけ

れども、1973 年ぐらい、ちょうど 73 年という

と第一次石油ショックが起こった年ですけれど

も、その頃から増えたり減ったりしていますけ

れどもほぼ横ばいでございます。 

 それから運輸部門はずっと伸長してきまして、1995 年ぐらいまで単調増加だったのですけれど

も、2000 年辺りから減り始めているという傾向があります。 

 一方、われわれが関係している建築の中におけるエネルギー消費量というのは大きく見ると増加

 

写真-8 住宅研究部長 澤地 孝男 
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傾向にある。少し頭打ちになってきているとこ

ろが見て取れますけれども、増加傾向にある

と。これの今後の話をさせていただくわけなの

ですけれども、実は 2050 年にはちょうどこの

グラフの右端の状態から、二酸化炭素排出量で

８割減らさないといけないという、こういう状

況にございます。 

 右側の二酸化炭素排出量の現在の構成比と

いうことで、赤が住宅で、黄色い部分が業務ビ

ルということですけれども、合わせて日本全体

の 37％を現状で占めております。 

 

―スライド（２．直近の動向・対応）― 

 直近の動きなのですけれども、日本再興戦略

というものが 2013 年６月に立てられました。下

のほうから見ていただきたいのですけれども、

ここでは一部分抜粋しましたけれども、「2020

年までに新築の建物について段階的に省エネル

ギー基準への適合を義務化する」と。今までは、

現状でも、義務ではないのです。届け出が義務

であるとか、あるいは基準をクリアしていない

著しく乖離している場合には、いろいろな対応

がなされておりますけれども、基準適合はまだ

義務ではないのです。2020 年までにはすべての

新築建物で義務化をしましょうということが書

かれております。 

上のほうを見ていただきますと、今年の６月

ですけれども、その後の進捗状況について書か

れている文章というように思われますけれど

も、そういう省エネ基準の義務化に向けた改正、

それから普及促進などへの環境整備を進めている

状況であるという、こういう国としても建築部門の省エネルギー対策について取り上げ、位置づけているという

ことでございます。 

 

―スライド（エネルギー基本計画）― 

 またエネルギー基本計画というものがございまして、これも今年の４月に改訂をされましたけれども、類似の
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ことが書かれております。 

 下のほうを見ていただきますと、ちょっと長いので

かいつまみますが、アルファベットでＺＥＢとか、ＺＥ

Ｈという言葉が入っていますけれども、これはゼロ・

エネルギー・ビル（ＺＥＢ）、ゼロ・エネルギー

ハウス（ＺＥＨ）の略ですけれども、こういっ

たものに新築建物は 2020 年とか、2030 年の段

階でするのだという。今ではまだとても想像で

きない目標が掲げられているのですけれども、

何となくピンとは来ませんけれども、これはか

なり差し迫ったことでありまして、また技術者として、あるは産業界として実現をしないといけな

いというような状況にあります。 

 

―スライド（国総研におけるこれまでの研究開

発の取り組み）― 

 これは簡単に説明しますけれども、国総研は

平成 13 年にできまして、それ以後国総研で関連

する研究・プロジェクトとして、どのようなも

のをやってきたかという代表的なものを書かせ

ていただきました。 

 特にいちばん最初の総プロ「エネルギー自立

循環型建築・都市システム技術の開発」をつう

じてわれわれ１つのことに気が付いたわけで

す。ある点に留意をしないと、実際に実効性のある省エネ建築技術の開発ができないということに

気が付きまして、それをきょうかいつまんでお話をさせていただきたいと思っているわけです。 

 

―スライド（建築物の省エネルギー基準等の整

備の経緯）― 

 このスライドは建築物の省エネルギー基準等

の整備の経緯ということで、やや込み入ったス

ライドなので簡単に説明をしたいと思うのです

けれども、平成 11 年（1999 年）、今から 15 年

前に住宅については次世代省エネルギー基準と

いう、これはいまでもあるいは当面今後も使う

ことのできる、依拠しなければいけない住宅の

断熱基準ができました。それからビルのほうは
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どうなっていたかといいますと、この平成 11 年の時点でいくつかの指標について強化がなされま

した。 

 国総研ができたのが平成 13 年ですから、その２年前にできているのですけれども、国総研が平成

13 年以降、いろいろな方々と協力をさせていただいて、産業界、学界、それから独法関係と協力を

させていただいて、いろいろと研究をいたしまして、これはかなり専門的な方でないとご存じない

かもしれませんけれども、平成 21 年に新しい告示ができたのです。住宅事業建築主の判断の基準と

いうものなのですけれども、ここに平成 13 年以降の研究開発成果が反映されました。 

 現在もこの告示は運用中でございますけれども、これの特徴は冒頭藤田研究総務官からもご紹介

いただいたのですけれども、エネルギー消費量そのもので建物の省エネルギー性能を評価する、こ

れは当たり前のようなのですけれどもこれがなかなかできなかったのです。これが国の基準に初め

てなったのが平成 21 年。 

 ただし、これはある一定規模以上の戸建ての建売事業者のみに限定した基準だったのですけれど

も、これが下から２つ目の黒丸で平成 25 年、これも冒頭でご紹介いただいたのですけれども、省エ

ネルギー基準ということで全面的に一次エネルギー消費量、それからもちろん外皮性能に関する評

価というもの、特にこの一次エネルギー消費量による建築物のエネルギー性能の評価というものが、

実際国の基準になったというのが重要でございます。 

 

―スライド（住宅・建築物の省エネルギー基準

及び低炭素建築物の認定基準に関する技術情

報）― 

 プログラムなのですけれども、建築研究所の

ホームページから入っていただいて使うことが

できます。国総研も協力をさせていただいてお

ります。 

 これは入っていただいたところの画面になり

ますけれども、例えば住宅のエネルギー消費量

の計算であればこういう画面に行きまして、暖

冷房エネルギー消費量であるとか、換気のエネ

ルギー消費量であるとか、照明であるとか、給

湯であるとか、あるいは太陽光発電、あるいは

コージェネレーションによる発電量の評価も可

能ですし、ちょっと隠れていますけれども、家

電によるエネルギー消費量も研究成果が反映さ

れております。左下は外皮性能ですね。右側は

建築物ですけれども、用途別にエネルギー消費

量の計算をすることができますし、右下の画面
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で外皮性能の計算もすることができます。 

 

―スライド（建築物の省エネルギー基準に準拠

した評価方法：（計算プログラム解説書…））

― 

 このプログラムのマニュアルに関しまして

は、国総研資料として公表されておりまして、

ここに羅列をさせていただきましたけれども、

国総研のホームページからダウンロードをして

いただいて、プログラムを使っていただくこと

ができるようになっております。 

 

―スライド（建築物の省エネルギー基準に準拠

した評価方法：（評価ロジックの公表））― 

 それから、今回の１つの大きな特徴は、評価

ロジックを全部公表しているということです。

評価ロジックを書けないようなブラックボック

スは残さないというのが徹底した考え方でござ

いまして、その評価ロジックをホームページに

もう相当部分載っておりますけれども、便利を

考えまして国総研・建研の監修でこういう２つ

の冊子が出版されています。 

 左側が業務ビル、右側が住宅です。600 ページと 1,000 ページというかなり大部のものでござい

ますけれども、数式が主になってしまっておりまして専門家以外は見ていただく必要はむしろあま

りないのですけれども、申し上げたいことはどう評価するかということはきちんと透明化を図るべ

きということで、私の発表のタイトルに最後に「鍵」と入っておりますけれども、鍵の１つ重要な

ポイトンは評価を透明化するということでござ

います。 

 

―スライド（実務者のための任意の設計ガイド

ライン）― 

 いまの話は基準の側の、評価をする側の、あ

るいはその行く先々の義務化の評価ツールとい

うようなお話をしましたけれども、そういう非

常にかっちりとしたというか、隙のないもの、

それから評価の手間などを考えますと余計なこ
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とは入れられませんので、そういうところではどうしても捨象されてしまうノウハウというものを

もうちょっと自由な形で分かりやすく建築の実務者に伝えたいということで、ガイドラインという

ものを作っております。 

 いままで主として戸建て住宅について３冊作っておりまして、左側が日本において人口が最も多

い関東から九州の上半分までの温暖地域についてのものでございます。 

 真ん中が九州の南、四国の南、それから沖縄を対象にしました蒸暑地版でございます。これは人

口はそんなに多くないのですけれども、われわれちょっと野望がございまして、その先には東南ア

ジアという非常に広大なもの凄い人口を有していて、しかもこれから人口が増えていく地域があり

まして、幸いなことに日本にはそういう地域の気候と似た地域があるので、そういう地域のために

もやはりこういう実務者向けのガイドラインは作っておこうと。これは実は全部英訳をされており

ます。そういったものを作りました。 

 それから最後に右側にありますけれども、寒冷地版のガイドランイを作りました。これはいちば

ん最後にしましたのは、もともと日本の住宅の省エネルギー率は寒冷地に発しておりまして、寒冷

地の実務者の方々へのヘルプというのはどちらかと言うと相対的に必要性がない……、ないという

ことはないのですけれども、低いと考えたためです。 

 そういうことで温暖地、蒸暑地、準寒冷地という順番で作らせていただきました。 

 あと５分ぐらいで終えたいと思いますので、もう少し我慢をしていただきたいと思います。 

 

―スライド（省エネ性能に係る評価及び設計の

最重要点）― 

 省エネ性能に係る評価・設計の重要点という

ことで、これは「鍵」にちょっと関係すること

なのですけれども、５点ほどにまとめました。 

 かいつまんでお話しますと、まず何よりも大

事なのは、例えば民間の技術者が省エネ技術を

開発したといったときに、意外とその技術がき

ちんと定義されていないことが多いのです。例

えば断熱技術というと分かりやすいのですけれ

ども、もっと複雑な省エネルギー技術が世の中にはたくさんあります。そういったものが定義が明

確になっていないと、臨機応変に使うこともできないし、基準で評価することさえできないのです。 

 ということで、まず第一にこれはどちらかというと省エネ技術を開発される民間の技術者に向け

て申し上げたいのですけれども、定義を明確にするということです。明確にしていきますと何に行

き着くかと言うと、１例を挙げると JIS 規格に行き着きます。逆に言いますと、規格のようなもの

がまだない技術というのはまだ中間点にいるといっても過言ではないわけでございます。 

 ２番目はちょっと省略をいたします。 

 ３番目ですけれども、この一次エネルギーであるとか、ＣＯ2 排出量の算定ロジック、これの技
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術を開発するとともに明確にしておかないといけない。明確にするということはどういうことかと

いうと、その技術によってなぜエネルギーが減るのかというそのロジックですね、その説明をきち

んとしなければいけない。これはごく当たり前のようなことですけれども、意外となされていない

のです。ある１例のケーススタディの実験で、従来のものとこの技術を適用したものとでこれだけ

減ったというような、そういう証左をお持ちの方はたくさんいるのですけれども、この汎用性のあ

るロジックというものを用意をいただくということがなかなか簡単なことではございません。 

 それから４番目に、その評価ロジック、評価方法が実際と一致していないといけない。実際に人

が住んで使われたときの建物のエネルギー消費量と、一致度が満足できるものでないといけないと

いうそういうことです。言葉を変えると、その技術の実効性があるということを裏付けておかない

といけないということです。 

 ５番目に基準と規格。基準というのはいまま

でどちらかというと公的機関、国の側が作るも

のであって、規格と言うのは産業界、民間が作

るものなのですけれども、でも不思議なことに

どちらも英訳すると standard なのです。よく

よくいろいろ突き詰めますと、これらは基本的

に本質的な違いはないのではないかというよう

に思われます。これなくしては、技術の普及は

困難であると言っても過言ではないというよう

に思います。 

 

―スライド（３．中長期的対応の展望）― 

 さて、あと２分ぐらいになってしまいました

けれども、最後に中長期的な対応の展望という

ことで、国内外の状況について説明をいたしま

す。 

 

―スライド（わが国の温暖化対策の中長期的展

望）（温室効果ガスを 2050 年までに世界全体で

半減、先進国全体で 80%削減）― 

 これはわが国の温暖化対策の中長期的展望と

いうことでございます。一番上の赤い字で書き

ましたけれども、昨年の 11 月に安倍総理は改め

て 2050 年までに世界全体で半減、先進国、日本

もそうですけれども 80％削減を目指すという、

原子力発電所の事故、原発の停止、こういう逆
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境の中においても長期的には 80％削減ということを改めて明言をされております。 

 

―スライド（IEA は 2050 年までの昇温を 2℃に

押さえるため…）― 

 これは環境エネルギー技術革新計画、平成 25

年９月に出されたものでございますけれども、

そこにあった図を簡略化いたしました。冒頭に

お見せしたＣＯ2 排出量あるいは一次エネルギ

ー消費量の時系列データは 2050 年にわたって、

こういうようにならないといけないという状況

にあるわけです。これは世界全体で 50％削減さ

せるということです。先進国はこういう状態で

ございまして、これは建築部門だけについてＩ

ＥＡが取りまとめている展望ですけれども、い

ちばん左端が 2009 年、現時点だと思っていただ

いて、左から２番目が 2050 年。普通の状態でい

くとこうなりますよと。約４割増えます。これ

は発展途上国を含めての図です。人口が増えて

経済成長をしますのでこうなります。これをい

ちばん右端の 2.93 という数字が書かれていま

すけど、ここに全世界でもって行こうと考えて

いるのです。これは building sector という建築

部門だけです。こういうことを考えますと、細

かく説明している時間はありませんけれども、

建築部門でも 77％、約８割ＣＯ2 排出量を先進

国では減らさないといけないという状況にあり

ます。 

 

―スライド（４．結語）―                 

これは最後のスライドでございますけれど

も、鍵としましてはもうすでにいろいろと申し

上げましたけれども、既存技術の向上と普及と

いうのは非常に大事です。そして革新的技術も

さらに開発しなければいけません、そのために

は基準と規格の整備が必要です。そして最後に

実性能を捉えた基準・規格を用いた政策の展開
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が非常に重要であるということが 2050 年に向けた鍵であるというように言えるのではないかと思

っております。 

 どうもご清聴ありがとうございました。 
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3.6 ＩＰＣＣ第５次報告書を受けた高潮浸水被害予測とその含意 

（沿岸海洋・防災研究部長 鈴木 武） 

 

沿岸海洋・防災研究部長の鈴木です。「ＩＰＣ

Ｃ第５次報告書を受けた高潮浸水被害予測と

その含意」ということでお話をさせていただき

ます。 

 

―スライド（H25 年台風 30 号（ハイエン）に

よる被害）― 

 まず初めに台風と高潮の被害についていく

つかお話をしたいと思います。昨年の 11月に

台風 30号（ハイエン）がフィリピンの中部を

横断。そのときの中心気圧は 910～940hPa、風

速は 45～55m/sという厳しい台風で、それによ

る高潮によって大きな被害が発生しました。ニ

ュースなどで報道されているので、皆さんご承

知のことと思います。 

 この台風は最強時の中心気圧が 895hPa、こ

れは日本で言えば伊勢湾台風と同じです。非常

に強い台風です。この台風の最大風速は気象庁

のデータでは 65m/s、米軍のデータでは 90m/s

ということになっています。この台風が来たの

が 11月の８日でしたので、COP19がワルシャ

ワで開かれましたが、それの直前であったため

に関係者、あるいはマスコミの関心を集めまし

た。 

 

―スライド（フィリピン高潮（ハイエン）の災

害調査）― 

 この台風で高潮被害が起こりましたので沿

岸海洋・防災研究部のほうでも現地調査に行き

ました。２度にわたって行っていますが、港湾技術研究所と国総研が協力して行ってまいりました。

行った場所は①～⑪までです。高潮が大きかったと思われる辺り、港のある辺りを中心に行って来ま

した。 

 

  

写真-9 沿岸海洋・防災研究部長 鈴木 武 
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―スライド（被害状況（レイテ島沿東岸））

― 

 状況をいくつか紹介いたします。これは有

名なタクロバン、パロという場所の状況で

す。ここには護岸があって、高潮によって護

岸が被災しています。現地に行ってみます

と、下のほうが空洞化していましたので、多

分吸出しが起こっていたのではないかと言

われています。 

 また、船も高潮によって陸に押し上げられ

て、民家の所まで行っているという状況で

す。護岸がある所でも護岸の天端が低いので

高潮は防げない、そもそも護岸がある区間が

非常に少なくて、途上国はだいたいそうなの

ですが、護岸がないので高潮が来ると大きな

被害になってしまうということです。 

 

―スライド被害状況（エスタンシア港周辺）

― 

 それから、あまり紹介されていませんが、

西側にあるパナイ島のエスタンシアという

所も高潮が高かったと考えられたので調査

を行いました。やはりここでも風と高潮で被

害を受けています。それからここではバージ

から流出した油が漂着しているという状況

もありました。 

 浸水の痕跡から高潮の偏差を調べますと、

3.8～4.1m ということでした。これと港湾空

港技術研究所の高潮推算の結果を比較する

と非常によく一致していて、過去の知見が概

ね当てはまるだろうということが分かりま

した。 

 

―スライド（スーパー台風の発生状況）― 

 次に今年度話題になったスーパー台風で

すが、2014年は６個のスーパー台風が発生し
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ています。そのうち○をつけた３つが日本の本土に上陸しています。ちなみに、スーパー台風は、昨

年が６個、その前が４個、さらにその前も４個とこういう状況です。 

 結構な数発生していて、去年は一番強いのはハイエン（30 号）でした。今年の一番強い台風は 19

号（ヴォンフォン）で、ハイエンに肉薄する強さを持っていました。 

 

―スライド（スーパー台風とは）― 

 スーパー台風という言葉がよく使われま

すが定義がはっきりしないという状況のよ

うです。調べてみますと、米軍合同台風警報

センターという所が、非公式に定めている階

級の１つにスーパー台風というのがあるよ

うです。これしか今のところ定義らしきもの

がないので、たぶんこれが１つの定義になる

のではないかと思います。 

 この定義は最大風速が 130ノット、秒速に

すると 67m/s以上の台風というものです。こ

れは米軍の定義ですので、１分平均の速さで

すから、気象庁の数字に換算する必要があります。ハイエンの例で比率をかけてやりますと、67m/s

が 48m/sになります。この 48m/sというのはどのぐらいの数字かというと、気象庁の階級では「非常

に強い」の強いほうに該当します。それ以上がスーパー台風になるということです。マスコミで使わ

れているスーパー台風という言葉はまちまちなので、注意深く見ていく必要があるのではないかと思

います。 

 

―スライド（高潮浸水被害予測）― 

 次に本題の高潮浸水被害予測の話をいたし

ます。 

 

―スライド（背景・目的）― 

 まず背景・目的ですが、昨年の９月にＩＰ

ＣＣは第５次評価報告書第１作業部会報告書

政策決定者向け要約というものを採択しまし

た。この第５次報告書では、海面水位が 26cm

～82cm上昇し、高潮は「極端な高い水位の発

生や高さの増加」が 21世紀末で「可能性が非

常に高い」としました。海面水位が上昇し高

潮偏差が増大すれば、日本の沿岸域における
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高潮のリスクは増大します。そのために、第５次評価報告書で出されている海面上昇や温度上昇を基

に、日本の高潮浸水による被害リスクが全国でどれだけ変化するかということを予測しました。その

結果を紹介いたします。 

 

―スライド（高潮浸水被害予測の体系）― 

 予測の方法は全体としてこういう流れに

なります。まず、地形と防潮施設の空間デー

タをそろえます。それに対して海面上昇と台

風の大型化の条件を与えて、高潮による浸水

計算をします。その結果と、人口・経済指標

の空間データを合わせて、浸水エリア、浸水

人口、浸水被害額を求めます。 

 

―スライド（セルを設定した地域）―― 

 中身をもう少し詳しく説明します。この黄

色く塗ったところが、一体的に浸水すると考

えられる低地を１つの計算領域として、それ

をたくさん設定したものを全部塗ったのが

この黄色い領域です。893 あります。面積で

見ると 91％、人口で見ると 98％をカバーし

ています。 

 

―スライド（浸水計算の方法）― 

 次に浸水計算ですが、地形と堤防がこのよ

うになります。これに対して海側から陸域に

越流で流入する海水量を計算します。流入し

た海水量が陸地に湛水するという計算をし

て、浸水の状態を推定します。 

 

―スライド（GHG代表的濃度経路（RCP）の基

本特性）― 

 次に将来気候の条件ですけれども、第５次

報告書では、代表的濃度経路（ＲＣＰ）とい

うものを設定してそれによって将来を想定し

ています。これは温室効果ガスが将来どのよ

うに変わっていくかというシナリオです。2.6
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～8.5まで４つあります。気温上昇、海面上昇、ＣＯ２濃度等の予測値が示されています。 

 

―スライド（RCPの時間経路）― 

 ＲＣＰがどのようなものか、もう少し説明し

ます。横軸が年です、縦が化石燃料起源のＣＯ

２の排出量です。黒いところが実績で、それ以

降が将来のシナリオになります。一番上が 8.5

で、一番下が 2.6 になります。まず 8.5 のケー

スでは2000年から2100年でだいたい３倍にな

ります。３倍になるということは化石燃料の消

費量が３倍になるということになりますので、

それに見合う資源確保が必要になります。それ

についてどうなるかというのはよく分からない面があります。 

 一方で、一番低いケースですとゼロより下まで行きますからマイナスになります。マイナスになる

ということは排出するＣＯ２よりも吸収するＣＯ２を大きくしないといけないという非常に厳しい

状況になります。これも本当にどこまでできるのかというのについては、不確かな要素があると思わ

れます。こういった中での予測であるということを認識しておく必要があると思います。 

 

―スライド（検討ケース）― 

 次に計算のために考えた人口と適応の条件

です。３つケースを設定しています。Case0が

現在の人口がそのまま 2100 年まで変わらない

場合。Case1は人口が人口問題研究所の推定に

従って 2050年まで減少し、2050年からは一定

という条件です。Case2というのは人口減少に

加えて、100年の１回の高潮による高潮の高さ

まで海岸の防護施設の高さを高めるというケ

ースです。 

 

―スライド（高潮浸水地域指数マップ）― 

 計算の結果です。左上が浸水面積、左下が浸

水人口、右が浸水被害額の指数です。３つとも

傾向は同じなので、右の図だけ見てもらえばい

いと思います。 

 見ていただくと色が濃い部分は東京湾、伊勢

湾、大阪湾、瀬戸内海、有明海、八代海といっ
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た所です。つまり、これらの地域が相対的に高潮のリスクが高いということが分かります。 

 

―スライド（高潮被害経年指数の 100年間の変化）― 

 次に時間変化で見てみます。これは上から

被害額の指数、浸水人口の指数、浸水面積の

指数です。ＲＣＰが 2.6～8.5まで４列ありま

す。このグラフの横軸は年になっていて、左

端が 2000年で右端が 2100年になります。 

 下の図を見ていただくとCase0の線だけし

かありません。一番厳しいＲＣＰ8.5 の上限

のケース、これは急激にグッと上がっていく

のですが、これを除けばだいたい直線的に増

加していきます。直線的に増加していくとい

うことは、リスクが一定の速さで上がってい

くということなので、例えば海岸施設の増強

を一定のペースでやっていけば、一定のリス

クに抑えられる可能性があるということを

示しているのではないかと思っています。 

 次に上のほうの図を見ていただきたいの

ですが、少しグレーの線と濃い線が重ね書き

してあります。黒い三角の点の付いた線が人

口減少のケースです。人口が減少すると、だ

いたい全部同じような感じで白○から下が

ってきます。この下がり具合はというと、日

本全国の人口減少の割合と同じ割合ぐらい下がっているという状況です。 

 先ほどお示ししたように、３大湾、瀬戸内海、有明海、八代海といった比較的人口の多いエリアが

中心になっていますので、全国の傾向と同じような傾向を示すということになります。 

 次に青い線が Case2 で、適応策を入れた場合です。100年に１回の所まで堤防を上げてやると、被

害額は大きく低下します。大きく低下しますが、2100年まで見るとまた上がってくるという状況です。

特に 8.5のケースになるとかなり上がってきますので、この場合は更なる適応が必要になるというこ

とではないかと思います。 

 

―スライド（海岸の管理区分）― 

 海岸をどのように守っているかということを少し紹介します。基本的に海岸はこの図のとおり、河

川・港湾・漁港・農地の４部局で分担して管理しています。３大湾のような所、例えば東京湾を見て

いただきますと、東京、横浜、川崎、横須賀、千葉、木更津のような主要な都市は、その海側に大き
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な港湾がだいたい位置しています。 

 また、下の図は東京の臨海部の海岸・河川

の堤防の高さの模式図で、隙間が隅田川と荒

川です。見ていただきますと、河川の堤防が

ちょっと高くなっています。それに対して港

湾の海岸が低くなっていますので、ここをど

う守るかが重要になってくると思います。 

 

―スライド（２つの目標水準）― 

 予測の結果を踏まえてどういうような対応の方向があるかということについて、いくつかの視点を

紹介したいと思います。１つは２つの目標水準をどう考えるかということです。地球温暖化の場合は、

全体的な目標を定めてそれに対してバックキ

ャストして、施策を展開するのだということ

がよく言われます。しかし、実際にはその通

りにはならず、施策実施の目標はちょっとず

れるということになります。 

 なぜかと言いますと、全体的な目標という

のは問題の構造が複雑で、情報が不足します。

不確定要素が多く、目標の制度がよくありま

せん。そういう状況の中で割り切って高めの

目標を設定するということになります。それ

に対して施策実施のときには内容が具体的に

なるので、他分野の制約も含めて具体的にどうするか考えることができますので、それらを踏まえて

現実的なところで目標を定めることになります。そのためずれが生じることになります。 

 従って、全体的な目標と施策実施の目標を少し切り離して考えることが必要だと思います。 

 

―スライド（施策と組織の自由度向上）― 

 地球温暖化は対応していくのが難しい大

きな問題ですので、施策を実施していく方

法もいろいろ考えていく必要があると思い

ます。施策については、日本は伝統的に統

制・横並びを重視してやってきたと思いま

すが、それだけでは厳しいので自由度の高

い展開、当然それをするためにはある程度

不完全性の許容ということが必要になって

くると思います。 
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 組織については、基本的に、いまある組織を単純に延長して考えるということをしてきましたし、

早くやったところがやるということでやってきたと思います。当然それらは重要ですが、日本のいろ

いろな厳しい状況を考えますとそれだけでは問題があって、あらゆる組織を最大限に活用していくた

めに効率重視のネットワーク型活用といったことをこれまでよりも考えていかないといけないので

はないかと思います。 

 

―スライド（考えるべきワーストケース・シナリオとは何か）― 

 よく話題になるワーストケース・シナリオ

について考えてみます。ワーストケースは一

般に考えうる最も危険な状態・過程と言うよ

うに理解されていると思います。語義として

はそういうことになり、例えば津波であれば、

隕石による数百メートルの津波と言うものま

で考えられるわけです。もっとすさまじいも

のもあり得ます。実際にはそこまで考えてい

るのではなくて、制約条件や確度をゆるめに

考えてここまで対応できたらいいなという願

望の水準で考えていると思われます。 

 堅実な方であれば、実施目標としてのワーストケースを考えているかもしれません。何とかここま

で対応したい、最低限ここまで対応したいといった実行していくための目標水準です。 

 語義としてのワーストケースについては、現在の社会の力では基本的に対応しきれません。研究や

調査を行って現象の理解と対応の可能性を広げていくということが必要だと思います。方向性として

のワーストケースについては、社会としてはこのぐらい対応できたらいいのにと思えるものという条

件が入ると思います。ただしそれをそのまま完全に実行するのは、それでもまだ難しいのではないか

と思います。 

 最後の実施目標としてのワーストケースは、社会として対応を実行していくための目標ですから、

しかるべき実行可能性が必要になります。制約条件や確度をしっかり考慮するため、かなり限定的な

ものにならざるを得ない。また人々の自由な意思というものもあるので、それもどう考えていくかと

いうファクターも残ると思います。 

 Ａ、Ｂ、Ｃが混同されて、情緒や雰囲気等によって結論が歪むという場合も考えられますので、こ

ういったことを整理してしっかり取り組んでいくことが大事かと思います。 

 以上です。 
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3.7 東アジア地域を中心とした輸送円滑化策に関する研究 

（港湾研究部長 小泉 哲也） 

 

ご紹介いただきました港湾研究部の小泉でご

ざいます。本日はよろしくお願いいたします。 

 

―スライド港湾研究部の使命と研究ニーズ― 

 本題に入ります前に、私ども港湾研究部の研究

の動向につきまして最初に簡単に紹介させてい

ただきたいと思います。私ども港湾研究部は神奈

川県横須賀市の久里浜湾に面した所にございま

して、そこで港湾に関する研究を行っておりま

す。私どもの使命といたしましては、本省におけ

る政策や港湾管理者の港湾の業務に対して技術的

な側面から支援をするという役割を担っておりま

す。 

 また、港湾の施設面から港湾の安全・安心の確

保に対する貢献を行うこと。近年、非常にニーズ

が高まっておりますのがストック型社会に対応し

た効率的な事業の実施という点について主に研究

を行っております。 

 

―スライド（港湾研究部の主要な研究課題）― 

 これは研究の例でございますが、特にこの中で

は紹介したいところは耐津波設計法について研究

を行っております。これは具体的には粘り強い港

湾施設の設計というものについて研究に取り組ん

でおります。また、港湾の技術基準を特に東南

アジア等の海外に展開して、わが国の企業がそ

ういうところで仕事をしやすくなるよう貢献す

べく研究活動を行っているところでございま

す。 

 

 

 

 

写真-10 港湾研究部長 小泉 哲也 
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―スライド（AIS（北極海航路）に関わる研究 ～背景・目的～）― 

 いくつか具体的に研究内容についてご紹介

させていただきます。まず、北極海航路に関

する研究です。近年、北極海の海氷面積が減

少してきており、それに伴い北極海の航行が

可能になってきております。この利点として

は、スエズ運河経由と比べて３割以上航路が

短縮できるという効果と同時に、特にロシア

の北部の地域、北極海に面した地域は天然資

源が非常に豊富な地域であることです。先日、

邦船社がこの地区の天然ガスを将来的には運

んでくるという構想を発表していますが、今

後、活用が見込まれる地域です。 

 この遠い海域の船舶の航行についてどのように研究しているかというと、船舶にはＡＩＳという船

舶自動識別装置で常時船舶の船名、船舶の大きさ、あるいは速度といったものを発信しながら航行す

ることになっています。通常はその信号は陸上の基地局で直接受信しているわけですが、今回は共同

研究しておりますＪＡＸＡが打ち上げている人工衛星にその識別装置を搭載していただいて、そこで

信号を受信し、私どもがそのデータをいただくという形で船舶の速度等を研究しているということで

す。 

 

―スライド（AIS（北極海航路）に関わる研究 ～分析事例～）― 

 しかし、実際には北極海航路と言いまして

も、航行できるのは現在でもまだ夏場だけで

す。氷塊への警戒、速度を抑制しないといけ

ないとか、船舶自体もアイスクラスという規

格の船舶でなければならない、あるいはロシ

アの法律でロシア船の砕氷船のエスコート

が義務付けられていると、こういう制約もあ

る所でありまして、今後、発展するにはさま

ざまな課題がある所でございます。 

 これは実際の研究の１例ですが、海氷の状

態、白と赤の部分が海氷の密度を表しています。そこに実際にこの航跡が示していますが、船舶が通

っていることを実際に把握できています。そして、海氷がない部分では 10 ノット以上で航行してい

ますが、海氷部分では速度が落ちているということが具体的に分析できているところです。 
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―スライド（次期港湾技術基準策定に向けた取り組み）― 

 次の課題は、港湾の技術基準についてで

す。私どもは本省と一体となってこの港湾の

技術基準を日々高度化しています。現在の基

準は平成 19 年に改訂して、信頼性設計法を

導入してきたところです。 

 その後、７年経過しまして、その後の大規

模災害や事故の教訓ですとか、国際競争力の

強化といった政策に対応して、それらの政策

に対する技術課題がでてきたので、それらに

対応する研究というものを、現在、国総研を

中心に港空研や整備局等と進めているとこ

ろです。そして、次期基準としては、平成 30 年を目途に改訂すべく研究に取り組んでいるところで

す。 

 

―スライド（港湾施設の維持管理に関わる研究）― 

 近年、非常にニーズが高まっているのが港

湾施設の維持管理です。港湾施設も老朽化し

ている施設が増えて来ているところです。そ

の維持管理についての研究を行っておりま

す。昨年度の港湾法の改正により定期的に港

湾施設は点検することが規定されました。 

 その規定に対して、具体的にどのように点

検診断するかということを、この点検診断ガ

イドラインにまとめて今年の７月に港湾局か

ら発表していますが、私ども、本省が関係機

関と調整しながら取りまとめてきたところで

す。また、係留施設の老朽化と対策について

も研究を進めているところでございます。 

 

―スライド（国際フェリーに関する研究 ～

研究背景～）― 

 続きまして、本日の本題である東アジア地

域の貨物輸送の効率化に資する国際フェリー

に関する研究について紹介いたします。 

 東アジア地域においては、貨物量は非常に
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増大していると同時に水平分業と言う形で、あたかも東アジア地域が貨物の輸送においては準国内的

な様相になってきています。それにより多様なニーズが発生していますが、その中でも高速航行や荷

役の効率化、あるいはトラックによる直接輸送といったニーズがあり、それが国際フェリー輸送の増

大につながってきているところです。また、アジアの物流一貫輸送網というのも政策に位置づけられ

てきているところです。 

 

―スライド（フェリー(RORO船)とコンテナの荷役）― 

 まず、フェリー、あるいは RORO 船がどう

いうものかということを若干紹介させてい

ただきます。貨物は、このようなコンテナ船

で普通は輸送されています。通常はコンテナ

船のデッキの上にコンテナを積み、ガントリ

ークレーンで荷卸しするのがコンテナ船で

す。フェリーあるいは RORO 船は船内の荷役

についてはこのようなヘッドとシャーシに

より走行することによって積み荷をしてい

ます。それを roll on / roll off と言うので、通

常 RORO 船というように言っています。 

 フェリーと RORO 船の違いについては、フェリーは旅客輸送も行うもので、RORO 船は貨物だけ

のものです。この RORO 船の特徴といたしましては、このようなコンテナも輸送します。ここにお

いてあるのは、中古のクレーン車です。これは、この後積み込んで韓国に輸出するものです。このよ

うにコンテナだけでなく、雑貨、多様な在来貨物についても扱えるという特色があります。 

 

 

 

―スライド（日中韓の国際フェリー航路の状況 ）― 

 現在、この国際フェリーが東アジアでどの

程度航行されているかというのを、13 年の時

点ですが分析しています。日本では韓国、中

国を中心に 14 航路ぐらい、中韓でも 15 航路

とかなり活発に航路が形成されているところ

です。 

 また、こういった航路の改廃は非常に多く

なっていて、その後、東京都と釜山を結ぶ航

路や、台湾を結ぶ航路なども就航していると

ころです。 
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―スライド（日韓シャーシ相互通行のパイロットプロジェクト概要）― 

 次に、日本と韓国の間でシャーシの相互通

行というのが現在進められています。従来で

は、このシャーシの部分は陸上の部分と海上

の部分で別々の物を使っていて、それぞれ港

で積み替えが必要でした。シャーシの相互通

行により、シャーシにコンテナを積み替える

ことなく韓国から日本、あるいは日本から韓

国に運ぶことができるようになっています。 

 韓国では日本のナンバーが付いた車がその

まま走行することもあり。日本では韓国のナ

ンバーと日本のナンバーのダブルナンバーで

走行させているという形です。具体的には韓国で作った自動車部品を日本の九州の工場に持ってき

て、組み立てに活用しているという事例がございます。 

 

―スライド（課題と研究の全体フロー）― 

 こういったことを背景として、私どもは今

後の国際フェリーの計画面、整備面の課題を

解決すべく、貨物の流動予測と港湾施設の要

件について研究を行いました。 

 

 

 

 

―スライド（フェリーの国内総ﾄﾝと国際総ﾄﾝ

の関連分析）― 

 まず、船舶面からの研究ですが、国際フェ

リーと国内フェリーは似たような船でが、船

舶の大きさを表す総トンの考え方が国内総ト

ンと国際総トンでカウントの仕方が若干違っ

ています。それを今回１つの船で両方の総ト

ン数を表している船をピックアップして、そ

の関係を調べました。おおむねこのように相

関がありますが、国際総トンと国内総トンを

見ると、国内総トンがだいたい半分になって
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いるということが分かりました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―スライド（（２）国際ﾌｪﾘｰ対応の港湾施設の要件）― 

 個々の施設の大きさを分析したところ、この

中で国内フェリーは緑で示して、東アジアの国

際フェリーは赤い点です。このように国内のフ

ェリーと、東アジアの国際フェリーはおおむね

船型の違いはないということが分かりました。

一方、青い部分はその他の世界で広く使われて

いるフェリーですが、これについてはもう少し

大きい船が世界では航行しているということ

が分析されました。これらを受けて、現在の港

湾の基準では国内のフェリーについての規定

がありますが、今後の国際フェリーの増加とい

うことを見込んで、国際フェリーの基準案を今回策定しています。 

 おおむね同じ船型に対応するものと比較すると、国内総トンで喫水が 6.3m、国際総トンでは 6.7m

と深くなっていますので、その分港湾の施設も深くしなくてはいけないということが分かりました。

これを今後技術基準に盛り込むことを考えています。 

 

―スライド（２．国際フェリー貨物の流動予測モデル開発（１）貨物流動に関わる動向分析）― 

 次に、国際フェリーの貨物面、輸送面からの

研究について紹介いたします。まず、国際フェ

リーがどのような貨物を輸送しているか分析

いたしました。この例は RORO 船による中国

から博多港に輸入した貨物がどこの消費地に

最終的に行っているかというものを分析した

ものですが、このように、かなり日本に広く背

後圏を持っています。それをコンテナ船やフェ
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リーと比較すると、フェリーやコンテナ船はほとんどが九州地方でしたが、RORO 船に関してはこの

ように九州から関東地方や、中部、近畿にも貨物が送られているということが分かりました。 

 また貨物の単価ですが、このようにフェリーと、RORO 船と、コンテナで比較したところ、フェリ

ーや RORO で運ばれている貨物というのは、このコンテナ船に比べて単価が大きいということが分

かりました。それは輸出、輸入もそうです。特に輸出についてはスケールが違いますが、特に輸出の

中では単価が大きいものがフェリーや RORO 船で運ばれているということが分析されました。 

 

―スライド（（２）国際フェリー航路網予測モ

デル構築・・・・犠牲量ﾓﾃﾞﾙ）― 

 これらを基にこのような時間価値というも

のを再現する手法として犠牲量モデル、すなわ

ち、時間価値ごとに総犠牲量を最小化する経路

を選択するというこのモデルによって貨物量

を予測する手法を開発いたしました。 

 

 

 

―スライド（①時間価値分布推計②モデルの再

現性の検討）― 

 その開発したモデルにつきまして、再現性を

確認したところ、これは１例でございますが韓

国から輸入の大阪湾フェリーの例ですが、若干

実績値に対して推計値は大きくなっています

が、おおむね再現できていると考えておりま

す。また、この大阪湾フェリーの背後圏の分布

を見ても、おおむね再現できているのではない

かということで、この犠牲量モデルによる誘導

予測モデルは有効だというように考えてござ

います。 

 

―スライド（３．国際フェリーのゲートウェイ

港湾の比較検討と国際フェリー航路網拡充に

向けた施策評価（１）ゲートウェイ港湾の比較

検討）― 

 このモデルを使い、今後どういう所に国際フ

ェリーは展開して行くべきか、ということにつ
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いて分析を行ったものです。この例は北陸地方について今後どういう所にフェリー航路を開設すべき

か、ということについて分析したものです。この中ではＡ港に該当する所であれば、貨物量は週当た

り 150TEU/週ぐらい集荷が行けるだろうということで集荷効率が高いということが分かりました。 

 また、このように背後圏としても広く分布できるということで、今後の就航の可能性があるという

ことが分析されているところです。 

 

―スライド（３．（２）航路網拡充に向けた施策評価）― 

 同じようにこのモデルを使って施策にどの

ように影響があるかを調べたものです。 

１つ目はシャーシの相互通行によってリー

ドタイムが１日短縮できる、つまり輸送時間

が短縮できるという場合に、どの程度効果が

あるかということを分析したものです。実測

値に対して予測値でおおむね再現できている

と考えております。このシャーシ相互通行に

よりリードタイムが１日短縮できることによ

りまして、中国、四国、九州を背後圏とする

貨物に対しては約３割増の貨物が見込まれる

という分析結果を得ています。 

 また、この施策に関して費用の面と時間の面とどちらが効果が高いかということも感度分析してい

ます。この場合ですと基本ケースに対してリードタイム、輸送時間が６時間短縮するケースと、輸送

費用１TEU あたり 5,000 円削減するというケースでそれぞれ分析を行いました。リードタイムが短縮

する場合ですと約４割の増加が見込めます。輸送費用の 5,000 円削減では 1.5 割の増加が見込めると

いうことで、このケースでは、リードタイムの短縮のほうが効果が高いという分析を得ています。 

 以上、私どもではこのように東アジア地域の物流について研究を行っていますが、今後はこのデー

タのさらなる精度の向上と、さらに施策への活用を図っていきたいと考えているところでございま

す。以上で終わらせていただきます。 



 

3.8 空港民営化における地震リスクマネジメント手法の開発と 

インフラ管理効率化への取り組み

（空港研究部長 菅沼 史典） 

            

皆さま、こんにちは。ただいまご紹介をい

ただきました空港研究部長の菅沼でござい

ます。 

 本日はここに表示しておりますような題

目でご案内をさせていただきたいと思いま

す。空港の現状ということについて、何とな

くは聞かれているかもしれませんが、皆様あ

まりご承知ではないのかなというように思

いますので、ざっくりといまの状況を説明い

たしたいと思います。 

 まず航空需要が全世界的に伸びるという傾向が明らかになっておりまして、今後 2031 年までの予

測ということになってございますが、特にアジア、それから中東ですね、この辺りが 6%以上の大き

な伸びを示すということです。日本の航空当局もこういった状況で、日本の特に空港の施設であると

か、旅客環境、輸送環境というのが足かせになってはいけないということで、ビジネスにしろ観光に

しろ、さまざまなお客様が必ず飛行機を使って日本に来られるという状況の中で政策を展開しようと

いうことでございます。 

 その１つとして、施設整備という面では、ここ数年でかなり進みまして、今年度末で数年前の 1.5

倍まで、空港の年間発着枠、いわゆる首都圏における羽田・成田の発着枠のトータル約 75 万回とい

うところがようやく達成されてきたところです。 

―スライド（航空政策と国総研の役割）― 

 実はこの図の一番上のほうをご覧いただき

たいと思いますけれども、発着枠拡大による制

約撤廃ということで、かつてはその下にありま

すように制約があるために二国間で枠を取り

決めして旅客本数を決めていたという状況な

のですが、先ほどのような施設整備が大幅に進

んだということで、ようやく特に首都圏を中心

にしてオープンスカイという自由化のベース

が整ったということでございます。 

 こういう環境を整備しつつ、その下にありま

すように特にエアラインについては、皆さまもご利用になっている方もおられるかもしれませんが、

ＬＣＣ、これは Law Cost Carrierです。Life Cycle Costではないですね、Law Cost Carrierですのでお間

違いないようにお願いしたいのですが、こういった Law Cost Carrierの参入の展開、そういった事業 

    

写真-11 空港研究部長 菅沼 史典 
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者が参入しやすくする環境作りということを進める一方で、右側空港運営というところがございま

す。ここが今日のお話の本題の部分なのですけれども、特にこういった容量の拡大を一端進めたわけ

でございますけれども、まだまだ先ほどの 2031 年に向けて全世界的に旅客需要が増大してくるとい

う予想になっておりまして、そういう中で今後ともさらに首都圏を中心とした空港容量の確保という

のが課題になってくるだろうということでございます。 

 それからご案内の防災対策。これは言うまでもないことですが、さらにそれに加えてこういった空

港の運営を効率化していこうということで、いわゆるコンセッションという言葉をお聞き及びかと思

いますが、空港の新たなスキームによる民営化、いわゆる運営権実施契約というように呼ぶのですけ

れども、運営権を民間の方に買っていただいて、それで空港を運営していただくと。国のほうにはそ

の買っていただいた代金が入るという形で、新たなサービス向上の展開を図ろうということで進めて

おります。 

 そういう中で、私どもは空港研究部ということで、ここに箇条書きに列挙したような形でさまざま

な防災対策に関するマネジメントの部分、それから需要予測、今後とも需要がどう伸びていくのかと

いうことの内容を精緻にしていく、予測していく技術。それから、あわせてこれだけ空港がどんどん

忙しくなっていくという状況ではメンテナンスに取る時間も限られてくるという状況でございます。

そういった中で、いかに効率的にメンテナンスをするかといった技術。こういったところで私ども空

港研究部は取り組んでいるということでございます。特にこの下線を引いたところを本日はご紹介を

したいと思います。 

―スライド（テーマ１ 空港運営の民営化における地震リスクマネジメント手法の開発）（運営権で

の復旧・耐震の位置づけ）― 

 最初に、この空港運営にかかるリスクマネ

ジメントということでございますけれども、

先ほどお話しました運営権実施契約というこ

とで、実はここの図で運営という赤枠の部分

をとりあえずご覧いただきたいと思うのです

けれども、左側に運営着陸料等の収受等とい

うことで、運営の一番本体の部分、これは着

陸料をいただいて収受して、それに基づいて

空港を運営するという部分。 

 インフラに対してはこの運営権実施契約の

中におきましては、その右側、維持管理、更

新投資とございますけれども、滑走路と局部

的な破損等の原状回復、それから滑走路等の

耐震性向上等と。こういう所は実施権の購入

した中で行うという形になっております。従

いまして災害復旧であるとか、それから既存

の施設では心配なので耐震性の向上を図るた
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めに少し耐震強化の対策をしようといったことは全部いわゆる準民間の事業者が自らの資金でやら

ないといけないということでございます。施設そのもの、インフラそのものは、実は国にそのまま所

有されているわけですが、こういった運営にかかる本体のところは日常メンテナンスも含めてこの新

たに運営権実施契約をした民間事業者にやっていただくということでございます。 

 

―スライド（復旧・耐震の受皿）― 

 これは、今まで私どもが空港で行ってきたさまざまな事業スキームと比較してみたものです。明ら

かに一番下にございますように、一番肝の部分は特に防災対策。先ほどのそういった対策が十分な資

金のもとでできればいいのですけれども、異常な地震等で破損が起こった場合に、本当にその事業者

が復旧できるのかどうか、それで経営が成立するのかといったところが大問題になってくるわけで

す。一般にこういう場合は、皆様ご承知のように、損害保険というものが民間ではございます。簡単

に言いますと、これからお話する内容はいわゆるこの空港の運営権者の空港運営の中で保険というも

のをどのように設定すればリスクが回避できるのかというところをご紹介したいと思います。 

 

―スライド（検討のフロー）― 

 検討のフローですけれども、まず標本空港の設定というのがございます。これは標本空港をまず仮

説的に設定して、その中で財務諸表、いわゆ

る流動資産とか流動負債というものと、項目

を全部１つ１つ立ててそれを設定したうえ

で、そこにどういう資金の動きが発生するか

と。 

 地震等が発生したときにどういう資金の動

きが発生するのかというところを、シミュレ

ーションするという方法で行っております。

その場合に、シナリオ地震群とイベント・ハ

ザード曲線ということで、まずその標本空港

を設定した場所の地震の状況、さまざまな地

震を重ね合わせる必要がありますけれども、

それでどんな地震がどれぐらいの確率で起こ

るのかということを設定します。 

 それから合わせて下の施設の損傷確率とい

うところですが、施設そのものがどういう確

率で壊れるのかということも、これは地震と

外力とは別途強度として設定する。この辺の

やり方は、たぶん建築分野をご承知の方はほ

ぼ似たような方法を使っておりますのでご理

解いただける部分かなというように思いま

123



 

 

 

す。 

 この２つの損傷確率とイベント・ハザード曲線が出てくるという一方で、施設損傷の評価モデルと

して建物とか施設がどういう壊れ方をするかということを全部設定してやると、それと先ほどの外力

との関係から、施設損傷がどのぐらいの確率で起こるのか、その損傷が金額ベースでどれぐらいの金

額になるのかということを全部算定して損害額を出してくるわけです。 

 さらに、その損害額を補填するためにどの程度の保険金が必要になって来るか、それに対応する保

険料はどの程度になるか、それが事業者をどの程度圧迫するのか、その保険で事業者の収支構造がど

れぐらい改善するのか、といったとこを検討したということでございます。 

 

―スライド（国と運営権者の地震損失関数）― 

 その計算結果に基づいて、実際にどういう損傷が発生するかというのを取りまとめた成果がこの図

になります。両方とも図は横軸が地震の大きさ、基盤加速度面での地震の加速度ということで、縦軸

は損傷率ということで、左がご覧いただきましたようにいわゆる損傷率で、実際に再調達価格分に対

する損傷の大きさの比率ですけれども、それを地震の大きさに対してプロットしたもの。当然のよう

に地震加速度が大きくなれば、こういうように損傷率が大きくなっていくということでございます。 

 当然これは施設損傷だけではなくて、施設

が損傷して空港が止まった結果遺失利益とい

うのが当然発生しますので、右側の例えばこ

の赤の線がございますけれども、これが遺失

利益に対応する部分。このように遺失利益、

それから施設インフラそのものの損傷、これ

らをすべて計算して損害額を出していくこと

になります。 

 

―スライド（地震リスクによる流動比率の低

下）― 

 この損害額を大元に、先ほどの財務諸表で

計算をした結果から、流動資産と流動負債、

いわゆる主に流動資産というと現金になるわ

けですけれども、それがどう変化するか調べ

ます。この流動比率というのが通常会社の経

営状況を表すかなり大きな指標になっている

のです。よく使われる指標です。流動資産と

流動負債の比が１を切るような状況だとかな

り経営が厳しくなる方向になってくるという

のが一般的に言われています。それでただち

に会社が倒れるということではないので、そ
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こは誤解の無いようにしていただきたいと思います。一般的な指標にして、こういう流動比率という

のが生まれて、この流動比率をここでは財務ストレスト関数と私どもは勝手に名前をつけております

けれども、検討してみたわけです。 

 そうするとやはり横軸 300のところを中心にして、地震のリスクを考慮した場合にだいたい１を切

ってきます。地震のリスクを期待値で見るか、それとも 90％指標か、さらに大きめの地震で見るか、

それによってちょっと若干赤の線と、グリーンの線と変わってきますけれども、このような形で経営

状況に地震が起こったことでどういう影響が出るかというのが試算できるということでございます。 

 これで実際に保険金が、この場合の試算ちょっと詳しい部分は省略させていただきますけれども、

保険金が仮に 100憶必要ということであれば、これに対する保険料というのが試算できます。 

 

―スライド（運営権者所有施設等への保険の効果）― 

 具体的にこれで保険金を被災した場合の財

務諸表に織り込んでみて、実際に先ほどの流

動負債、流動資産がどのように変わるか、流

動比率がどういうように変わるかというよう

にやってみたのがこの右側の図で、これによ

ると地震がかなり大きな部分までこの流動比

率が１を切らない水平な部分が出てくるとい

うことで、この保険金の効果が表れるという

ことですが、このケースの試算ではかなり自

己資金が多いというケースでやっていますの

で、実際にはこれだけのこの保険金だけでは

なかなか難しいのではないかということも言えるかと思います。 

 

―スライド（地震リスクマネジメントまとめ）― 

 ちょっと時間をかけてご説明をしました

が、このように、空港の運営権実施契約にも

とづく運営権者の経営状況をシミュレーショ

ンするような手法をいま開発しつつあるとい

う状況でございます。 
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―スライド（テーマ２ 航空需要予測手法の開発）（政策立案での航空需要予測） ― 

 次はちょっとテーマが変わりますが需要予

測ということです。これは私ども先ほど申し

上げましたように、今後とも特に国際線を中

心として需要が大きく伸びていくだろうとい

うことですが、この図にありますように、オ

リンピックもございますけれども、私どもで

計算した結果を基にこういう本省での政策立

案に生かされているということで、こういっ

た中ではＬＣＣの影響であるとか、さまざま

な渡航要件の緩和策の効果なども考慮しなが

ら計算しているわけです。 

 

―スライド（LCC参入による需要変化に関する分析）― 

 これはＬＣＣによる需要変化ということ

で、下半分の一番右側の図にありますように

ＬＣＣの料金設定を安くして実際にそれでシ

ミュレーションを回してやると、左端の図に

あるようにＬＣＣの旅客が実際に増加すると

いうような計算も机上でできるようになって

きているというところでございます。 

 

 

 

 

―スライド（テーマ３ 空港舗装の迅速な点検・補修技術）（空港舗装の効率的な探査）― 

 それから今度はインフラのメンテの部分に

対する研究活動の内容のご紹介です。空港の

場合、先ほど申し上げましたように、このよ

うにどんどん需要が高まっている状況の中

で、インフラのメンテに要する時間というの

が非常に限られてきているという状況でござ

いますので、これをいかに効率化、そして見

落としなくやるかというところでさまざまな

取り組みをしております。これは赤外線、こ

れは他の分野でも使われていると思うのです

けれども、こういった赤外線カメラを使って、
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見落としのない現場のチェックをするというようなことでございます。 

 

―スライド（スマートフォンを活用した現場での点検・評価の効率化）― 

 それから、これはスマートフォンを使った

ものなのですが、なかなか現場に出ている人

間は全部熟練者とは限りませんので、こうい

ったスマートフォンで集めてきた情報を一端

事務所のほうに転送してそこで熟練者が判断

するという仕組みも構築していけるのではな

いかなということで、こういった情報ツール

もそういった形で活用していくということに

取り組んでおります。 

 

―スライド（地震後の舗装下空洞の簡易探査

技術）― 

 これは地震が起こった際に緊急時に点検を

する方法ということで、いわゆる振動ローラ

ですね、これを走らせてそれで空洞の探査が

できないかということです。右の図にありま

すように空洞がある場合は少し違った応答を

するのでそれで判断ができるというようなこ

ともできかけつつあるという状況でございま

す。 

 

―スライド（技術基準作成その他のとりくみ ）（技術規準作成へのとりくみ事例）― 

 このほかいくつか、技術基準の作成である

とか、上の段の左側ですけれども、いくらメ

ンテナンスを効率化といってもやはり施設の

耐久性を高めるというのも、もう１つの方法

で、やはり長寿命化を図っていくための方法。

何しろ空港の飛行機の重量というのは非常に

重いものですから、それに対応できるような

耐久性のある舗装というのも研究していくと

いうのも今後引き続き課題として大きいのか

なと言うように思っております。 
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―スライド（技術支援・相談への対応）― 

 その他いろいろ技術支援、技術相談にも私

ども対応しているという状況でございます。

空港研究部は限られたメンバーではございま

すが、多方面にわたって活動を行っておりま

すのでまた引き続き皆様方のご支援、ご協力

よろしくお願い申し上げまして雑駁ではござ

いますがご報告に代えさせていただきたいと

思います。 

 ありがとうございました。 
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3.9 激甚化する水災害へのＩＴＣ戦略（河川研究部 鳥居 謙一） 

            

皆さん、こんにちは。ただいまご紹介い

ただきました国総研の河川研究部長をし

ております鳥居でございます。本日はこう

いったタイトルで少しお話をさせていた

だければというように思います。 

 最初に皆さんにご協力いただきたいの

ですけれども、スマートフォンをお持ちの

方ちょっとお手を挙げていただけないで

しょうか。世の中こういう状態で一般的に

５割の人がスマートフォンを持っている

という状態の中で、われわれの戦略として

もそういったものをターゲットにしながら

今後情報をどうやって提供していくのか、

あるいは情報の品質をわれわれはどう考え

て出していくのかということが、これから

重要になるのではないかということを踏ま

え、今回あえてＩＴＣというタイトルをつ

けさせていただいております。 

 それでは本題に移らせていただきます。 

 

―スライド（総雨量1,000mmを超える豪雨が月に２回）― 

 まず、今年の災害のレビュー、振り返り

ですけれども、今年８月にはこの 1,000mm

を超えるような豪雨をもたらした台風が２

連発。11号、12号によりまして、1,000mm

を超えるような雨をもたらせて水害や土砂

災害が発生したということで、私は四国が

長いのですけれども、四国でもこの那賀川

流域の阿南で小学校の１階部分が浸かるよ

うな大浸水になったり、あるいは高知の仁

淀川の支川のいの市という所ですが、そこ

でもこのぐらいの大浸水になったりという

ことで、このときは死者５名、全壊 10戸というような激甚な災害を発生させております。 

   写真-12 河川研究部 鳥居 謙一 
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―スライド（時間雨量50mmを超える豪雨が各地で発生）― 

 また、今年は全国で時間 50mmを超えるよ

うな豪雨も各地で発生いたしました。例えば

７月には南木曽町で時間 76mmの豪雨です。

８月には南陽市で時間 52mm、８月の福知山

では時間62mmの災害、そして８月の広島で

は時間101mmの豪雨をもたらし74名の尊い

命が失われたということであります。 

 

―スライド（激甚化する水災害への対応）― 

 30 年前に比べまして、だいたいこの時間

50mmを超える豪雨の発生は 1.4倍ぐらいの

発生の件数になっているというように言わ

れております。このような災害が激甚化して

いる中で、「新たなステージ」に入っている

と言われておりまして、そういった激甚化す

る水災害に対して、きょうは特にこの情報通

信技術をどうやって使っていけば、より安全

なのかというお話をさせていただきたいと

思います。 

 

―スライド（激甚化する水災害）― 

 まずお話をする前に、水災害の特性と情報

の関係について見てみたいと思います。 

 このグラフは横軸が時間、縦軸が総雨量と

いうものを示したものであります。いわゆる

集中豪雨といったものは、短時間に 200～

300mm ぐらいの雨が降るということで、非

常に局所的に起こるということと、短時間に

起こるということは非常に予測が困難だと

いう性格を持っているという中で、やはり状況情報というのを的確にどうやって住民に伝えるかと

いうことが非常に重要になる災害であるということです。 

 また大規模災害というのは、流域ぐらいの大きさの広いエリアに２～３日かけて雨が降って、そ

れで災害が発生するということで、時間的には結構余裕があるのですけれども、何せ時間が非常に

長いということで予測情報を使わなければいけないけれども、この予測の精度が低いというような

特性があります。 
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 このように災害によりまして情報の性格が違うということで、こういったことを踏まえていろい

ろＩＴＣ戦略については考えていかなければいけないということで、きょうは集中豪雨と大規模水

災害に分けて議論を進めていきたいなと思います。 

 

―スライド（集中豪雨）―― 

 最初に集中豪雨についてであります。集

中豪雨で今回対象にしようと思っているの

は、地下室の利用者の安全であります。地

下室の利用者は地上の雨の状況が把握でき

ない、あるいは浸水の状況を把握できない

といったとこから、気が付いたときにはす

でに水が来ていて犠牲に巻き込まれるとい

うような事態に発展するわけです。そうい

った意味で、ここでは地下室の利用者に危

険をどうやって知らせて、避難行動を取っ

ていただくためにはどうすればよいのかと

いうことについてまず考えてみたいと思い

ます。 

 

―スライド（XRAIN で観測された広島豪雨

（2014年8月20日））― 

 まず、考えるにあたって現在どういった

情報が提供されているのかということを整

理いたしました。１つはわれわれがゲリラ

豪雨対策として整備してきた XRAIN であ

ります。これについては 250m メッシュ、

しかも１分更新でデータを発信していると

いう状況であります。もともと XRAIN と

いうのは、平成20年神戸の都賀川で発生し

たゲリラ豪雨で小学生、あるいは園児が亡

くなったことを受けて整備したＭＰレーダ

ーでございまして、そういった意味で集中

豪雨との親和性が高い情報を提供している

ということでございます。 
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―スライド（メールサービス，ハザードマップ）―― 

 ２点目がメールサービス系でありますが、さらに六甲砂防では XRAIN と情報通信技術を組み合

わせて、登録した人に設定した地域に強い雨が降った場合にアラートメールを配信するというサー

ビスを展開しているというような状態。あるいは内水のハザードマップについても平成 18年に「内

水ハザードマップ作成の手引き」を公表しまして、現在 264の市町村でこういった内水を対象にし

たようなハザードマップが整備されているということで、かなりリスク情報というものは提供され

ているという状況があるということをまず認識しておかないといけないと思います。 

 

―スライド（メールサービス、エリアメール）― 

 さらに、メールサービスということで

多くの県や市町村が、登録制ではありま

すけれども、登録した人に対して市町村

が発信する避難勧告の情報とか、そうい

ったものをメールで発信する。 

 あるいは、エリアメールというものを

使いまして、強制的にあるエリアにいる

人たちに対して携帯にメールを発信す

るというシステムを導入している市町

村もあるということであります。 

 ですので、皆さんきょうスマホをかな

りの方が持っておられましたけれども、きちんと登録いただければきちんと避難情報がお手元に届

くという状況にすでにあるということであります。 

 

―スライド（スマートフォンの位置情報サービスを活用した防災情報の提供例）― 

 さらにスマホの場合にはスマートフ

ォンの位置情報サービスを利用いたし

まして、情報を提供するというサービス

も、これは民間企業ベースでありますけ

れども、無料で提供されています。近く

で強い雨を気象庁が予測すると、その情

報を皆さんのお手元に配信するという

システムが民間ベースで提供されてい

るという状況であります。 
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―スライド（情報の伝達手段）―― 

 いままでお話してきたことをまとめま

すとこの表のようになりまして、いままで

喋って来たのは少しハイテク系のお話で

ありますが、ローテクである伝言、あるい

は防災無線というものもあるわけであり

ます。私は決してローテクが悪いというわ

けではないと思っています。ローテクであ

りますけれども、対面、あるいは肉声とい

うことであって、かなり切迫度、緊迫度を

もって情報を伝える手段としては非常に

重要ではないのかなと。あるいは伝言もこういった伝言をきちんと伝わる地域をやはり今後も維持

していくことが、防災上非常に重要であるということで、これを決して否定する気はありません。

これも大切な情報ツールだと思います。 

 さらに、こういった新たなハイテク系のツールをどうやって使っていくのかということが重要

で、こういったものは一斉に情報を提供するという意味では非常に有効だというように思います

が、一方で電子媒体ということで切迫度がなかなか伝わり難いということがあります。ですので、

切迫度を伝えるということで工夫が必要だと思います。 

 あともう１点。スマートフォンをたくさんお持ちでしたけれども、スマートフォンというのは個

人を特定して、情報を正確かつ即時に伝えることが可能であり、非常にゲリラ豪雨対策としては有

効なツールではないかなというように思います。そういったスマートフォンといったものをとおし

て、やはりスマートフォンに合った、この品質に合った情報、リアルタイム、あるいはピンポイン

トといった情報を今後流していくことが情報提供の分野では極めて重要になるのではないかなと

いように思います。そういった意味で、情報をスマートフォン品質に直していく。 

 

―スライド（伝達する情報）―― 

 特に雨のほうは先ほど XRAIN でお話し

したように 250mメッシュ１分という高解

像度になっておりますけれども、まだまだ

水位の情報については 10 分、しかも１点

の水位観測所の情報を提供しているとい

うことでありますので、そういった意味で

水位情報の分解能の向上にチャレンジし

ていきたいというように考えております。 
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―スライド（集中豪雨）―― 

 以上までが集中豪雨の関係の整理であ

りますけれども、これからは住民が地域と

情報をもとに自主的に避難をするといっ

たような社会を目指していくべきだろう

と。そのためにも、自主避難のトリガーと

なるような情報を作っていかないといけ

ない。私はこういった情報が市町村の防災

担当者にとっても非常に有効なのではな

いかと思います。やはり行政と市民が同じ

ような感覚を持つということ、意識を一致させるといった意味で難しい情報だけではなくて、分か

りやすい情報を提供していくといった意味からしても、こういった即時、あるいは高解像度の水位

・浸水情報というのが極めて有効ではないかなというように思っております。 

 また、こういった技術だけではなくて、やはり人の命を守るといったことから、こういった情報

をどうやって使うのかといった意味で情報リテラシーの向上ということで、現場ニーズと現場の関

係のコミュニケーションを通じていいものを作って行くという努力が必要なのではないかなとい

ように考えております。 

 

―スライド（大規模水害）―― 

 次は２点目の大規模水害の関係であり

ます。内閣府が利根川の首都圏広域水害の

想定を発表しまして、421 万人の大規模避

難が必要であるということになりました。

ですので、大規模避難、あるいは壊滅的な

被害をどうやって防ぐかということを問

題として設定します。 

 ここでポイントになるのが、この「タイ

ムライン」という言葉でありまして、タイ

ムラインを発動し運用するということが

極めて重要になってまいります。 

 

―スライド（大規模災害に関するタイムラ

イン（防災行動計画）の流れ）― 

 タイムラインの例として、こういったも

のがございます。38時間ぐらい前に広域避

難を開始しなければいけないとか、18時間
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前にダムの事前放流をしなければいけないとか、あるいは公共交通機関も９時間ぐらい前に運航を

停止しなければ間に合わないというようなタイムラインのイメージが示されています。 

 このようなオペレーションは基本的には雨が降っている前でありますので、予測情報に基づいて

順次オペレーションが行われていくということであります。そして予測のベースになっているの

が、こちらに書いてある気象庁が発表している予測情報であります。84時間前の予測降雨からずっ

と６時間、１時間となるほど精度がよくなっていくわけです。気象庁は、予測情報を提供している

ということであります。 

 そして防災機関がオペレーションを的確に行うためには、この雨の情報ではまだ不十分でありま

して、これを水位情報に変換してようやく防災機関が使えるようになるということであります。そ

のためにこういった水位情報を変換する

と言ったことが極めて重要であるという

ことであります。 

 きちんとオペレーションするためには、

きちんと現場状況が把握されているとい

うことと、予測情報がきちんと提供されて

いるということの２点が重要だというよ

うに考えています。 

 

―スライド（洪水監視・はん濫監視・浸水

監視）― 

 この表はその監視に対する対象と目的

と方法について整理したものであります

けれども、ここで新しい技術としてアドホ

ックネットワーク簡易水位計という技術

がございます。 

 

―スライド（アドホックネットワーク型簡

易水位計）― 

 これはここに書いてありますが、無線で

水位データのネットワークを自動的に構

築して、多数の水位計をリアルタイムでオ

ンライン化することが可能になるという

ことであります。 

 いま直轄等で整備されているのは、やは

り一箇所当たり非常にお金がかかるので
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整備個所が少ない、限られているということになりますけれども、これですと多くの簡易型の水位

計を設置してそれをネットワークするということで、非常に多点の水位観測を可能とする技術では

ないかというように考えております。 

 こういったものを使うことによって、高感度の監視体制をまず構築することができるのではない

かなというように考えております。 

 

―スライド（雨から水位への翻訳）― 

 次が予測関係でございます。予測につい

てはこうやってこちらにいくほどリアル

タイムで、だんだん予測時間が長くなって

いくわけでありますが、どうしても長くな

ればなるほどいろいろな技術を使って予

測をしていかなければならないというこ

とで、だんだん誤差が増えていくというこ

とになっているわけであります。そういっ

た中で、やはり短・中期、いわゆる６時間

ぐらいまでについてはどうしても正確な

水位予測が必要であろうということで、正確な水位予測を目指して技術を磨いていかないといけな

い。その中の中核になる技術が、先ほど申し上げたような多点水位観測とデータ同化技術というも

のを組み合わせて精度を上げていくことではないかなと考えております。 

 また、次の長期予測については、どうしても予測雨量というものを活用することになります。こ

の雨量の長期予測の信頼性を向上させるにはある程度限界があり、やはりこの信頼性の情報をなん

とか提供していく、併せて提供することによって行政判断を正確に行うことが必要であろうと。 

 

―スライド（データ同化）― 

 データ同化というのは、気象の分野で

皆さん解析雨量と言う言葉を聞いている

と思いますけれども、レーダーと地上の

観測雨量をうまく合わせて、正確な面的

な雨量を推定する技術です。これを水理

分野にも応用しまして、数値計算と先ほ

どの多点観測データを同化させて、解析

水位として連続的な正確なデータを作っ

て行くというようなことが可能な時代に

なっているということであります。 
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―スライド（粒子フィルターを用いた洪

水予測のイメージ）― 

 その中のデータ同化技術としてよく使

われるのが粒子フィルタというもので、

こういった形で、これは 300 点の粒子を

使っていますけれども、300 点で予測し

ます。見ていただきたいのは黒い線が実

際の実流量で、赤い線が粒子フィルタを

加えたときの予測、そして緑が現況の予

測結果で、かなり予測を正確にすること

ができるようになるのではないかなとい

うことであります。 

 

―スライド（アンサンブル(ENS)予測雨量

計算結果事例）― 

 長期予測のほうの信頼性情報の付与に

ついてでありますけれども、これについ

てはアンサンブル（ＥＮＳ）というもの

を使うわけであります。これがアンサン

ブル結果で 20 の予測をこれは出力して

いるということであります。 

 8月 31日を起点に 84時間先について

20のパターンの予測を出しているという

ことであります。この予測雨量を用いて、

例えばアンサンブル予測雨量を用いた洪

水予測のイメージとしてはこういった形

で予測結果が得られるということであり

ます。 

 

―スライド（雨から水位への翻訳）― 

 従来ですと、洪水予測というのは１つ

の線しか与えられなかったのです。その

結果、それに含まれている不確実さとい

うものがなかなか認識することができな

かったと思いますけれども、こういった

形でデータを出力することによって、例
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えば 20 の予測の中の平均値（赤いライン）で評価するのか、あるいは安全側で一番外側で行くの

か、一番低めで行くのかということが、行政判断上求められるわけでありまして、そういった議論

をすることよって予測をどう使うのかということのディスカッションが現場サイドでできる。こう

やって技術と現場とのコミュニケーションができるツールとして、このアンサンブルは極めて重要

ではないかなというように考えております。そしてそういったデータを出していきたいというよう

に考えております。 

 

―スライド（大規模水害）―― 

 こういった技術を活用しまして、高精度な浸

水あるいは洪水予測にチャレンジしていきた

いというように考えております。こちらが大規

模水害のまとめでありますけれども、基本的に

は的確にタイムラインを発動、運用するために

必要な監視・予測というものを高度化してい

く。しかも予測については判断を支援するよう

な信頼性情報をきちんと提供して、行政がその

情報を踏まえて予測をどう使うのかというこ

とを判断できるような状態にしていきたいと。 

 いずれにしましても、そういった予測とどうつきあっていくのか、予測の不確実性をどう認識し

て使うのかというリテラシーについては、われわれ研究機関と行政機関の間でコミュニケーション

しながら、何が一番正しい判断なのかということをディスカッションしていくことが極めて重要だ

ろうというように考えております。 

 

―スライド（戦略的イノベーション創造プロ

グラム（SIP））― 

 それで、チャレンジしますと言っていまし

たが、こういったプロジェクトが今年からス

タートしております。これはＳＩＰ（戦略的

イノベーション創造プログラム）というわが

国のイノベーションを支える重要研究とし

てこの研究が認められまして、先ほどから説

明しているのが、この予測・観測データを用

いた高精度な河川水位・氾濫の予測という研究に取り組むことになっておりまして、３年で基礎技

術を、さらにプラス２年で実用化することがこのプロジェクトの大きな課題になっておりまして、

５年後にはきちんと皆さんのところにこの技術をお届けできるようにわれわれ頑張っていきたい

と考えております。 
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―スライド（まとめ）―― 

 最後、まとめでありますけれども、激

甚化する災害に対応するために、１つは

やはり集中豪雨には迅速な避難、あるい

は大規模水害についてはタイムライン運

用というために必要な情報がそれぞれ違

うものがあるという中で、集中豪雨につ

いては高精度な洪水・氾濫・浸水の監視

技術。あるいは大規模水害でしたら予測

精度の向上、あるいは信頼性の評価とい

うことをきちんと技術的なサポートして

いきたいと思いますし、また行政機関、

あるいは市町村の方々といろいろディス

カッションしながら、この防災リテラシ

ーの向上のためにどういうことができる

のかということも一緒に考えていければ

なというように考えております。 

 以上で私の講演を終わらせていただき

ます。どうもご清聴ありがとうございま

した。 

 

 

ご清聴ありがとうご
ざいました．
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3.10 下水道における資源・エネルギー回収等の最新動向 

（下水道研究部長 髙島 英二郎） 

 

下水道研究部長髙島でございます。よろしくお願いい

たします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 私のほうからは「下水道における資源・エネルギー

回収等の最新動向」について、報告をいたします。 

 

―スライド（下水道の役割）― 

 まず、下水道の役割の変遷です。一番上が明治３３

年、最初の下水道法が制定されたときの下水道の目的

は「土地の清潔の保持」が目的でした。その後、昭和

３３年に下水道法の全面改正がありまして、「都市の

健全な発達、公衆衛生の向上」これが下水道法の目的

になったわけです。その後、水質汚濁が著しく進みま

して、昭和４５年のいわゆる公害国会で「公共用水域

の水質保全」が下水道法の目的として追加されたわけ

です。 

 その後も下水道の役割というのは多彩なものにな

ってきております。下水道法の目的規定はその後の追

加はされていませんが、きょうの題目であります「下

水道資源等の有効利用」でありますとか、「健全な水

環境、資源循環を創出」など、「循環のみち下水道」

への転換が目指されています。 

 

―スライド（下水処理場のフロー例）― 

 次は下水処理場のフローです。大きく水処理と汚泥処理から成るわけです。最初沈殿池、最終沈殿池と２つの

沈殿池がありまして、その間に生物処理、ここを反応タンクと言い、エアーレーションを行い生物を活発に働か

せるというプロセスがあります。最後に消毒して処理水を放流します。 

   写真-13 下水道研究部長 髙島 英二郎 
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 それから汚泥処理のほうは、沈殿池で沈殿させた汚

泥を濃縮、それから消化・脱水・焼却というプロセス

があります。このうち濃縮・脱水というプロセスはほ

とんどの処理場で設けられていますが、消化それから

焼却というプロセスは設けられていない処理場も多

くあります。 

 脱水のときに汚泥の水分を絞る際に、脱水分離液と

いうのが出ます。これが水処理のほうに戻るわけあ

り、これが水処理のほうに悪い影響を与えるというこ

ともあります。 

 

―スライド（下水汚泥のバイオマスとしての特徴）― 

 次に下水汚泥中の固形物についてですが、有機分が

８割、無機分が２割という割合になっています。有機

分のほうはエネルギー利用として、バイオガス（メタ

ンガスが主体）、それから汚泥の固形燃料といった利

用方法があります。それから緑農地に肥料などとして

利用する方法。無機分の利用としては建設資材利用、

セメント原料等の利用方法があるわけです。 

 下水汚泥はカーボンニュートラルであるとともに、

また人間生活に伴って発生し、量・質ともに比較的安

定しています。それから下水処理場で発生しますので、都市部（エネルギー需要地）の近くで発生するというメ

リットがあるわけです。 

 

―スライド（下水道のポテンシャル）― 

 次に下水道の資源・エネルギー関係のポテンシャル

です。上が下水・下水処理水です。書いていませんが、

下水処理水の再利用も下水道の資源です。それから下

水には都市の排熱が多量に含まれており、下水熱利用

というのがあります。 

 それから下水汚泥のほうですと、消化ガス（バイオ

ガス）、汚泥燃料などがあります。これらの発熱量に

ついては、消化ガスはだいたい６０％～６５％がメタ

ンです。純粋なメタンは、１立米当り３６ＭＪ／ｍ３

の熱量があるため、消化ガスはだいたい２２ＭＪ／ｍ３ということになります。それから一般的な石炭は２５Ｍ

Ｊ／ｋｇですけれども、炭化汚泥、乾燥汚泥のポテンシャルはだいたい１３～１８ＭＪ／ｋｇであり、これは燃

料として十分使える熱量を持っているわけです。 
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―スライド（下水汚泥のバイオマス利用状況）― 

 次に下水汚泥のバイオマスの現在の利用状況です。

左の円グラフは現在のバイオマスとしての利用状況

であり、バイオガスが使われているのが１２％、固形

燃料として使われているのが１．３％。併せてエネル

ギー利用率としては１３％。それから緑農地の肥料と

して使われているのが１０．６％、これらを合わせる

とバイオマスリサイクル率としては２４%に留まって

いる段階で、まだ未利用が７６．１％もあります。リ

サイクル率を高めていくことが国としての課題にな

っています。 

 右のグラフは、バイオガス発電の状況です。この折れ線グラフ、オレンジのほうは消化ガスによる発電を行っ

ている処理場の箇所数。２０１２年現在で４７箇所になっています。それに伴い、発電の電力量も増えていると

いう状況であります。 

 

―スライド（下水道革新的技術実証事業（B-DASHプロ

ジェクト））―  

次に「下水道革新的技術実証事業、Ｂ－ＤＡＳＨプロ

ジェクトと呼んでおりますけれども、これは

Breakthrough by Dynamic Approach in Sewage 

High technology Projectの頭の文字を取り、Ｂ－ＤＡ

ＳＨプロジェクトと呼んでおります。この事業は平成

２３年度からスタートしており、下水道の資源・エネ

ルギー利用や、下水道の大幅なコスト縮減などを目指

しているプロジェクトです。 

 

―スライド（B-DASH ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄの目的）― 

 Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクトの内容です。民間企業に

おいては新技術を開発しているわけですけれども、民

間企業の中ではパイロットプラント規模の段階しか

なかなかできません。これを実際に地方公共団体に広

めていくためには、壁があり、新しい技術というのは

なかなか地方公共団体としては採用に躊躇してしま

うということがあります。これをブレイクスルーする

ということが目的であり、国土交通省において、その

新技術について実規模レベルで施設を地方公共団体の下水道のフィールドに設置し検証を行います。その結果に

より、ガイドラインを作成し全国展開につなげようということを目的にしています。 

142



 

 

 

 実施方法としては国総研が委託研究と言う形で、民間企業およびフィールドを提供する地方公共団体、こうい

った共同の研究体が主ですが、そこに委託研究という形で行っていただくスタイルを取っています。 

 革新的技術を全国の下水道施設に普及展開するということを目的にしており、効果としてはライフサイクルコ

スト（ＬＣＣ）の大幅縮減、省エネ・創エネ化、それ

から水ビジネスの国際展開支援といった効果を期待

しています。 

 

―スライド（事例-１ 固形燃料化（１））― 

 Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクトの実例について、今年ガ

イドラインが策定されたものを中心にご紹介したい

と思います。 

 最初は固形燃料化の例です。この絵に描いてありま

せんけれども焼却炉がこの絵とは別にあるという前

提の処理場において、焼却炉の排熱が２００℃～３０

０℃ぐらいありますので、これを乾燥のための熱源に

利用して汚泥の固形燃料を製造するというものです。 

 脱水汚泥を、汚泥の成形機において棒状に成型し

て、この乾燥機の中に落とし、上から順々に下に移動

させ乾燥を進め、固形燃料を作るというものです。 

 

―スライド（事例-１ 固形燃料化（２））― 

 同じものですけれども、脱水汚泥からこのようなプ

ロセスで固形燃料を製造するというものです。実証の

結果としましては、含水率が３．２～１４．７％、発

熱量が１６～１８ＭＪ／ｋｇ－ｗｅｔ。Ｗｅｔというのは水を含んだ固形分当たりということです。 

 これが実証プラントの写真です。この部分が本体の乾燥機の部分になります。これは愛媛県の松山市で実証を

行いました。 

 

―スライド（事例-２ バイオマス発電（１））― 

 次にバイオマス発電の事例です。これは昨年度から

今年度末までにかけて行っている実証実験です。 

 左から低含水脱水技術、低空気比省エネ燃焼技術、

それから右が高効率排熱発電技術と、この３つをトー

タルで最適に組み合わせ、ベストな結果を出すことを

目的にしています。 

 まずは脱水については、汚泥から水を絞るわけです

が、これは高性能のもので含水率を低くできるものを
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採用しています。それによって、この焼却炉で補助燃料なし、汚泥の持っている熱量のみで自ら燃焼する仕組み

です。ただ、空気は入れて中を流動させる必要があります。その空気を吹き込む量を適切にコントロールし、空

気比を低めることで電気の使用を削減するものです。 

 焼却の排熱を利用し、図の右側のように発電のタービンを回します。これについては２系統の熱源があり、通

常の排熱、これがここの場合 400℃ぐらい、それから低温排熱のほうは灰ガスを洗浄する洗煙排水、これは 70℃

ぐらいの温度があります。通常ですと 70℃はかなり低

いわけですが、この熱のサイクル、これは沸点が低い

アンモニア水を使っており、低い温度でも沸騰して蒸

気になるということで、この２つの熱源を使って、ア

ンモニア水の蒸気でタービンを回し発電をするとい

う技術です。 

 

―スライド（事例-２ バイオマス発電（２））― 

 これがその写真であり、大阪府の池田市で現在実験

中のものです。これは今年度いっぱい実証中ですの

で、ガイドラインは策定はその後になります。 

 

―スライド８（下水リン資源化の重要性）― 

 次にリンについてご説明します。まず右のフロー図

は、日本におけるリンのフローですが、リンというの

は食料のもと、肥料の重要な要素です。天然リン鉱石、

リン酸系肥料、これらはほぼすべて輸入に頼っていま

す。それから食料についても日本はかなり輸入に頼っ

ています。これらのリンを含む食料を、人間が食べて

排泄するわけですが、それが下水道に入って来ます。

その量が５．５万トンということで、総輸入量５５．

５万トンの１割ぐらいを占め、割合的には重要な位置

を占めていると言えます。 

このリンを現在活用できているのがまだ０．６トンに留まっており、これをさらに高めていく必要があると考

えています。ちなみに、左のグラフはリンの輸入価格の変遷です。２００８年に価格が非常に急騰しました。こ

れは、このときに中国が関税を大幅にかけたことに端を発して価格の急騰が生じたものです。リンというのは人

間の生命にとって不可欠な物質でありますので、国家戦略上、リンの有効活用は極めて重要であると考えており

ます。 
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―スライド（事例-３ 消化汚泥からのリン除去・回

収）― 

 Ｂ－ＤＡＳＨプロジェクトで行ったのは、消化槽の

消化汚泥から直接リンを除去・回収する技術です。消

化のプロセスで汚泥が分解され、そのときにリン酸が

生成され、またアンモニアも生成されるわけで、さら

にマグネシウムを足らない分足すことによってリン

酸マグネシウムアンモニウムという（略称ＭＡＰ）、

肥料として利用可能な物質が結晶として生成されま

す。このように、ＭＡＰの形状にすることにより、消

化汚泥からリンを回収するという実証実験を行った

わけです。 

 

―スライド（事例-４ 下水熱利用（１））― 

 次に下水熱利用です。下水熱というのはこの左のグ

ラフにあるように、年間通して比較的温度が安定して

います。グラフの青い線の外気温はかなり変動してい

ますが、赤い線の下水温度は比較的安定しています。

特に冬場においてはお湯の排水などが下水に入って

きますので、非常に暖房の熱源としては有利になるわ

けです。ヒートポンプを使う暖房を行う場合に、熱源

温度が空気熱源よりも大幅に高いため、非常に有利に

なるということです。 

 

―スライド（事例-４ 下水熱利用（２））― 

 この熱利用の技術においては、下水管の内面にこの

ように螺旋状に熱媒体を循環させる細いパイプを内

面に貼り付け、それによって下水中の熱を回収しま

す。これを熱源に、ヒートポンプを用いて空調や給湯

等に活用するという技術です。老朽化した管路の内面

にこういった樹脂を巻きたてて、下水管を改築すると

きに合わせ、熱回収管を敷設することによって、有利

に設置できることを期待しています。 

 

 ―スライド（事例-５ アナモックスによる高効率窒素除去（１））― 

 次がアナモックスによる高効率窒素除去です。下水の消化を導入する際の課題として、消化した汚泥を脱水す

る際の分離液は、アンモニア性窒素濃度が高いため、水処理に戻した際に悪影響を与えてしまうということがあ
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ります。このため、効率的にこのアンモニア性窒素を

除去する必要があるわけです。 

アナモックスというのはオランダで発見された新

規の生物学的窒素変換反応であり、アンモニアと亜硝

酸から、これを窒素ガスに変換するという仕組みで

す。従来の方式だと、アンモニアを硝酸まで硝化する

プロセスを経て、そこから窒素ガスに変換するという

プロセスが通常ですが、この技術はこの赤いラインで

窒素除去ができるため、たいへん省エネルギーな方法

です。 

 

―スライド（事例-５ アナモックスによる高効率窒

素除去（２））― 

 この写真は熊本市で実験を行ったプラントであり、

この亜硝酸にする細菌、それからアナモックスの細

菌、これらをこういう担体というものに付着させて安

定させ、処理を行うという内容です。 

 

 

―スライド（技術導入ガイドラインの策定）― 

 ご紹介した技術につきまして、平成 24年度～25年

度の実証試験の成果を踏まえ、その成果を評価委員会

で審議いただき、適切な内容であるということでガイ

ドラインを今年策定・公表しています。 

 ガイドラインの内容としては、新技術のライフサイ

クルコスト（ＬＣＣ）、エネルギーの消費量、温室効

果ガス排出量などを算定し、従来技術と比較を行い、

導入効果を提示しています。 

 Ｂ－ＤＡＳＨでは、昨年にバイオガスの活用関連技

術のガイドラインも策定をしております。 

 

内容は国総研のホームページに掲示していますの

で、ぜひご覧いただきたいと思います。 

 本日はご清聴いただきまして誠にありがとうござ

いました。 
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   写真-10 道路交通研究部長 森 望 

   写真-14 道路交通研究部長 森 望 

3.11 すぐに役立つ道路交通データ、交通安全対策、ＬＣＡ技術 

（道路交通研究部長 森 望） 

 

ご紹介いただきました道路研究部長の森で

ございます。発表を始めさせていただきます。 

 

―スライド（本日の発表内容）― 

 きょうの発表内容でございます。この４つに

ついてご紹介させていただきますが、発表の内

容はできるだけ内容の難しい話、決して難くは

ないのですけれども、内容の難しい話と言うより

もこういった方法を使ってどういう分析ができ

るかというような、分析の事例を中心にしなが

らご紹介していきたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

―スライド（１．ＥＴＣ２．０によるプローブ

情報の概要・活用方法）― 

 最初にＥＴＣ２．０によるプローブデータの

概要・活用方法でございます。 
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―スライド（1-1．ＥＴＣ２．０とは）― 

 ＥＴＣ２．０でございますけれども、料金収

受、渋滞回避、安全運転支援、こういった情報

提供サービスに加えまして、ＩＴＳスポットを

通して得られます経路情報を活用した新しい

サービスを検討しております。 

 経路情報を活用したサービスとして、この経

路情報を使うということによってドライバー

を優遇するとか、あるいは特車、商用車、この

ような車両についてのサービスを展開する、あ

るいは民間でもサービスをしていける、こうい

ったことについての研究開発を進めております。 

 

―スライド（1-2．道路プローブとは）― 

 このＥＴＣ２．０で得られますプローブデー

タでございますけれども、ここに書いてありま

す車の２００ｍ毎の位置・時刻、あるいは前後

左右加速度、こういったデータが得られます。

こういうデータを匿名化して使う、あるいは個

別の車を特定して使っていくということにより

まして、旅行速度をうまく統計データとして活

用していくとか、あるいは個別の車に対しては

それぞれの個別、個車を特定できるという特徴

を利用したサービスというものの展開を考えているというものでございます。 

 

―スライド（1-3．道路プローブを用いた分析例 （圏央道開通））― 

 これはプローブデータを使いまして分析した

事例でございます。圏央道が今年の６月末に高

尾山、それから相模原愛川インター、この区間

が開通いたしました。この供用開始された前後

の３カ月間で、このメッシュで切っております

地域の平均旅行速度がどう変わったかというこ

とを把握しようとしたものであります。 

 この赤いメッシュが平均旅行速度が向上し

た、青く塗っているメッシュは平均旅行速度が

低下したということを表しておりますけれど
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も、この３カ月間、６月の末を中心にしてビフォア、アフターの３カ月間で比較してみますと、こ

のエリアだけではありませんけれども、もっと広い範囲について全体としては旅行速度が低下して

おりますが、この供用開始されたところの周辺エリアでは旅行速度が向上したということで、この

ＥＴＣ２．０のデータを使って評価ができたということでございます。 

 従来であればトラフィックカウンターを使う、あるいは地点で交通量観測、あるいは旅行速度を

調査するというようなコストをかけた調査が必要だったわけでございますけれども、こういったシ

ステムを使うということによって低コストで面

的にこの効果把握というものが可能になるとい

うことでございます。 

 

―スライド（1-3．道路プローブを用いた分析例 

（災害時通行止）（道路プローブを用いた災害

時の通行実績の把握））― 

 これは四国です。今年８月の台風１２号によ

ります通行止めのときの実際に車両が通行した

ということを表している、この青い線が車が通

ることができたということを表している図でご

ざいます。実際に国道３２号、それから高速の

高知道が通行止めになりました。このときに、

瀬戸内側から太平洋側、高知側、この２つの幹

線道路が通行止めになったときに、この１９４

号が代替用として使われているということが分

かったということでございます。 

 こういうようにある路線が通行止めになった

という時に、どのルートが代替路として使われ

ているかということについても把握することが

可能であるということでございます。こういっ

た特徴を踏まえながら、災害時あるいはそのほ

か何らかのトラブル発生時等々に対応した道路

管理というものができていくと、そういった可

能性を持っているということでございます。 

 

―スライド（1-4．ＥＴＣ２．０の今後の展開）

― 

 今ご紹介しましたように、このＥＴＣ２．０

で得られますデータ、このデータはこういう面
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的あるいは時間的にデータを得ることができます。そうしますと、それぞれのネットワークについ

てどの道路がどういう混雑状況にあるのかということも同時に把握することができるということ

で、左側には首都圏の３環状について書いてありますけれども、この首都圏３環状が概成した段階

ではこのネットワーク全体の交通容量、サービス機能といいますか、こういったものをいかにして

最大限の活用をしていくかというようなことについても、ＥＴＣ２．０から得られる道路交通状況

を見ながら適切な情報提供をすることによって、最大化していくというようなこともできるという

ように考えております。 

 こういったＥＴＣ２．０のデータを使うということによりまして、道路を賢く使う、あるいはイ

ンフラを賢くメンテナンスしていくというよ

うなことについて今後ともわれわれとしては

取り組んでいきたいというように思っており

ます。右の図は、物流、あるいはこういう大型

車の通行とインフラの管理というようなもの

を組み合わせて検討していこうというもので

す。 

 

―スライド（1-5．参照ＵＲＬ）― 

 これは国総研、道路交通研究部のＵＲＬでご

ざいますけれども、こういったところで 

それぞれについて紹介しておりますので、また

改めてご覧いいただければと思います。 

 

―スライド（２．道路利用の時間信頼度の評価

手法）― 

 次は道路利用の時間信頼度の評価手法とい

うことでございます。 

 

―スライド（2-1．時間信頼性とは）― 

 時間信頼性は、中山先生、朝倉先生が書かれ

た本によりますと、「道路交通の信頼性とはそ

のサービスを安定的に提供する能力。その中で

も時間信頼性とは旅行時間に関する信頼性で

あって、速達性の機能を安定的に果たす能力」

というように書かれています。旅行時間が安定

しなくて、その時間が読めないというような場

合には、早めに出発するということを皆さんや
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られると思いますし、こういうようになってく

るとどうしても時間損失というものが発生して

くる。つまり、こういう時間信頼性が低いとい

うことは、経済的、社会的、心理的な損失発生

につながっているということであります。こう

いう時間信頼性について、先ほど紹介しました

ようなプローブデータというものがあれば、実

際に時間的、空間的に把握していくことができ

るというようになってまいりますので、こうい

う時間信頼性の評価手法について研究開発を行

ったものでございます。 

 

―スライド（2-3．整備効果の評価 ～新東名高速道路の整備効果～）― 

 これは、時間信頼性の事例でございます。新

東名が開通したことによって、従来の現東名が

どう変わったかということをまとめたもので

す。これは御殿場ジャンクションと三ケ日ジャ

ンクションの間についてであります。この水色

で見える部分が新東名が供用開始される前の所

要時間の分布、それから供用されたあとがこの

青い濃い線で書いてあるものでございます。 

 供用の前に比べて、供用開始後はぐっと線が

左のほうによって所要時間も短縮されていると

いうことでございますけれども、ここで「ばら

つき」というようにいっておりますが、このば

らつきというのはこの分布の上下１０％を除き

まして、真ん中の８０％に相当する部分のこの

時間の範囲、この差をばらつきというように言

っておりますが、供用開始前では２３分だった

ものが、供用開始後には１２分ということで約

半分に減少したと、こういった評価ができたと

いうことでございます。これは全日というよう

に書いてありますけれども、供用開始の前の９

カ月間と同じ９カ月間を供用開始後について比較したものです。 

 この下は、ゴールデンウィーク、お盆でございますけれども、この混雑する時期では非常に顕著

に表れてきております。こういった把握もできる。実際の所７６分というばらつきであったものが、
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１/３の２２分であるというような評価ができたということでございまして、こういう時間信頼性の

評価手法ということで、研究開発に取り組んでまとめたというものでございます。 

 

―スライド（2-4．今後の可能性、展開）― 

 時間信頼性の評価手法でございますけれど

も、事業評価にも使っていけるという可能性を

持っていると思いますし、局部的な改良、ある

いは改築、右折レーンを設置するとか、追い越

し車線を作る、立体交差化するこういう局部的

な改良であるとか改築であるとか、こういうこ

とをやることによってその効果というものが時

間信頼性におよぼす影響、効果というものが非

常に大きなものがあると思いますけれども、こ

ういう評価をしようとした場合にプローブデータを使うことによってこういった評価ができるよう

になりますし、そのための手法としてまとめたというものでございます。 

 

―スライド（2-5．時間信頼性指標値算定マニュアル）― 

 これにつきましても国総研のホームページで

ございます。こういった本として国総研資料と

してまとめておりますし、国総研のホームペー

ジでもご覧いただくこと、ダウンロードしてい

ただくことは可能です。 

 いま１番目、２番目、それからプローブデー

タを使うということでのご紹介をさせていただ

きましたが、このプローブデータにつきまして

は、今後データＥＴＣ２．０の拡大とともにデ

ータはさらに充実していくというように考えて

おります。データが充実していけば、今ご紹介しましたのは１例でございますけれども、さらにい

ろいろな使い方ができるというように考えておりまして、そういった視点でわれわれは取り組んで

いき、また成果が出てくればご紹介、発表していきたいと考えております。 

 

―スライド（３．通学路の速度抑制による交通

安全対策手法）― 

 続きまして、通学路の速度抑制によります安

全対策でございます。 
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―スライド（3-1．通学路の交通安全への意識の高まり）― 

 皆さんご記憶されていると思いますけれど

も、２年前に京都府の亀岡市、あるいは千葉県

の館山市で登下校中の小学生が事故に巻き込ま

れるという非常に痛ましいことがありました。  

そういったことで、特に通学路、生活道路の

安全対策というものが、過去から当然やってき

ているわけではございますけれども、さらに強

く求められるという状況になったということ

で、通学路を対象にした研究についても取り組

んできておりまして、そのご紹介でございます。 

 

―スライド（3-2．車両速度と死亡事故率）― 

 これは車のスピードと死亡事故率の関係を、

市町村道を対象にしまして、車と歩行者の事故

を事故から致死率がどうなるかということをま

とめたグラフです。このグラフご覧になってす

ぐ分かっていただけると思うのですけれども、

４０ｋｍ／ｈ程度以上になってきますとこの死

亡事故率というものが急激に高くなってまいり

ます。３０ｋｍ／ｈ程度以下であれば死亡事故

率は非常に低く抑えられることができるという

ことが分かります。 

 

―スライド（3-3．速度抑制施設による対策の促進）― 

 当然事故が発生しないということが一番なわ

けでありますが、できるだけ発生したとしても

死亡事故に至らないようにしていきたいという

ことで考えております。そのためにハンプであ

るとか、狭さく、シケイン、こういったものに

ついてどういう効果があるのかということでま

とめていって、技術基準のような形で整理して

いきたいと考えておりまして、昨年つくば市と

通学路を対象にしまして社会実験を実施いたし

ました。 
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―スライド（3-4．通学路における社会実験■速度抑制施設の形状と効果（ハンプ））― 

 その社会実験の結果についてご紹介したいと

思います。これは社会実験で用いたハンプだけ

を紹介させていただきますが、この写真のハン

プ、こういう構造のハンプを設置いたしました。

これに対して実験中は、実験の前に比べまして

ハンプを通過する手前の区間で約９km 速度が

低下して、３２．５ｋｍで通過した結果が得ら

れました。 

 こちらは（右上円グラフ参照。）実際に通っ

たドライバーに対して聞いた結果であります。

１回目ではなくて２回目以降について聞いたの

ですが、「不快感が少なくなるような速度で２

回目以降は走行した」という回答が得られてお

りまして、実際に速度、ドライバーの気持ちの

両方の点でハンプについてやはり効果があると

いうことが確認できたということでございま

す。 

 これはつくば市での社会実験で行ったもので

はありませんが、実際に設置間隔をどういうよ

うにすれば速度抑制効果があるのかということ

も当然見てみなければいけないということで、過去やった結果です。設置間隔が９０ｍ程度までで

あれば走行速度が概ね３０ｋｍ／ｈに抑えられたというような結果もあります。 

 

―スライド（3.5 今後の展開）― 

 このつくば市での実験の結果などをもとに簡

単にまとめたものですが、ハンプ、狭さく、シ

ケイン、こういうものについては速度の抑制効

果がある。それから狭さく、シケインについて

は、実際にすれ違うときに速度を抑制している

というような効果が見られておりますし、入口

部に狭さくをつけるあるいは路面表示を設置す

るということについても、安全運転の意識の向

上であるとか、注意力の向上、注意力の喚起、

こういった効果もあるということが分かってお

ります。こういう成果、当然昨年の社会実験だけではないのですけれども、過去の実験・研究の成
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4-2．温室効果ガス削減に向けた動き

 我が国の状況

○現時点の削減目標

・2020年度で2005年度比3.8％減（2013年11月、地球温暖化対策推進本部決定）。

○ 2020年度以降の目標に向けた動き

・「約束草案をできるだけ早期に提出することを目指す。」
（2014年9月、国連気候サミットにて安倍総理表明）

 世界の動き

○ COP21（2015年12月、パリ）

2020年度以降の削減目標について、国際枠組みが合意される予定。

○EU

2030年度で1990年度比40％削減目標を決定（2014年10月、 「気候・エネ

ルギー政策の枠組み」 ）。再生エネルギーのシェア向上等に取組み。

○アメリカ

2025年度で2005年度比26～28％削減目標を表明（2014年10月、米中首脳

会談にてオバマ大統領）。従来目標（2020年度17％削減）を加速。

果も踏まえながら今後設置基準、あるいは生活道路、通学路での危険箇所の抽出方法、対策立案手

法、こういったものを検討して発表していきたいと思っております。 

 これにつきましても、ここのちょっと小さい字でございますが、こういったところで発表してお

りますし、またホームページでも紹介しておりますのでぜひご覧いただければと思います。  

 

―スライド（４．社会資本の LCA 算定手法）― 

 ４番目、最後でございます。社会資本の LCA

算定手法についてでございます。 

 

―スライド（4-1．社会資本 LCA（ﾗｲﾌｻｲｸﾙｱｾｽﾒﾝ

ﾄ）とは）― 

 現在、環境影響評価の対象は事業の過程でい

うと建設、それから管理・供用、この過程につ

いてここに挙げておりますような項目について

評価をされているということでございますが、

ここで言っている社会資本ＬＣＡというのは、

ＣＯ２排出量につきまして原料の採取から構造

物の廃棄に至るまでライフサイクルでの総量を

評価するという手法、この評価手法について開

発をしたというものでございます。 

 

―スライド（4-2．温室効果ガス削減に向けた動き）― 

 具体的にはここに事業の流れ、構想段階から

設計、施工、資材の選定と書いてあります。こ

の研究で現在成果として出しているものはこの

設計レベル、施工レベル、それから資材選定レ

ベルでございます。それぞれ設計段階でも比較

すればケース１、２、３とかいろいろなケース

を想定して検討していく。それぞれのケースに

応じて、あるいは施工も変わってくるでしょう

し、資材も変わってくる。それぞれのケース、

施工、資材でどのようなＣＯ２排出量になるの

かということを算定する手法として開発したと

いうものでございます。 

 残念ながらこの構想段階につきましては、手法をまとめるべく現在研究に現在取り組んでいます。 
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―スライド（4-3．CO2 排出量の算出方法）― 

 式で表しますとそれぞれの工種、資材、施工

こういう方法毎の数量、それぞれの原単位を掛

け算し、全体としての総和でもってＣＯ２排出

量を算定するという方法です。 

 

―スライド（4-3．CO2 排出量の算出・評価の試

行例）― 

 これは算定した例です。２車線、延長２，２

７０ｍのＮＡＴＭトンネルについて試算をして

みました。トンネルの工種につきましてそれぞ

れＣＯ２排出量がこうなります。ここで赤く囲

っているのが、コンクリート吹付工について標

準案、比較案と２つを比較しています。比較案

というのはここに書いてありますが「フライア

ッシュ混入吹付けコンクリート」で、フライア

ッシュを吹付けコンクリートに混入をするかし

ないかという比較をしたものですが、混入をし

た場合には、吹付けコンクリートとして１０％

近くのＣＯ２削減、トンネル工事全体としては

３％ではありますけれども、こういった定量的

な二酸化炭素排出量の削減というものが計算で

きるという手法でございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

157



 

 

 

―スライド（4-4．LCA を活用する際には）― 

 これにつきましても、こういうところで紹介

しておりますのでぜひまたご覧いただければと

思います。 

 国総研の道路交通研究部、道路、道路環境、

ITS、こういった分野について研究開発に取り

組んでおります。ぜひわれわれのホームページ

ご覧いただきまして、ご意見等々いただければ

幸いでございます。 

 

 

 

以上を持ちまして私の発表を終わらせていただ

きます。ご清聴ありがとうございました。 
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3.12 「分野横断的研究の推進」～災害対応の迅速化・事業執行の効率化～ 

（防災・メンテナンス基盤研究センター 高野 匡裕） 

 

―スライド（タイトル）― 

ただいまご紹介いただきました防災・メンテ

ナンス基盤研究センターの高野でございます。

私自身がまだこのセンターの名前を言うのに

慣れておりませんで、皆さんも初耳の方も多い

かと思います。 

私どものセンターは、今年の４月に国総研の

組織の再編の中で新たに発足したセンターで

ございます。本日のテーマも「分野横断的研究

の推進」ということでテーマを設定させていた

だきました。私どものセンターの特徴は各種イ

ンフラに共通する課題を研究していく、研究テ

ーマそのものが分野を横断するようなテーマと

いうことで特徴づけられたセンターでございま

す。 

 

―スライド（防災・メンテナンス基盤研究セン

ター組織体制と研究内容）― 

 私どものセンターは６つの課と研究室から構

成されてございます。基本は従前からありまし

た研究室・課の再編という組織形態でございま

す。 

まず、積算関係、あるいは監督・検査の基準

といった行政制度と非常に密接なテーマを取り

扱っている建設システム課がございます。 

 ５つの研究室といたしましては、国土マネジ

メント、国土のあり方、あるいは社会資本整備

のあり方そのものを捉えようということで研究

を進めております建設経済研究室。また、入札

契約制度を中心とした研究テーマに対応してお

ります建設マネジメント技術研究室。これらが昨年までありました総合政策研究センターを構成し

た課・室でございます。 

 これに加えまして、環境関係、特に近年は景観であったり、歴史的な街づくりといった視点も対

 

写真-15 防災・メンテナンス基盤研究センター 

 高野 匡裕 
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象に含まれておりますが、環境関係を取り扱っております緑化生態研究室。 

 また、道路のＩＴＳの研究と連携しながら、情報を駆使したインフラのあり方を研究するという

ことで対応しておりました情報基盤研究室。この度は特に維持管理面でも情報を活用しようという

ことで、メンテナンス情報基盤研究室と名を改めて、いま新たに研究を展開してございます。 

 さらに、この後少し詳しくご紹介いたしますが、従来の地震・防災研究室を国土防災研究室とい

うことで、より研究フィールドを発展させるという意識を込めた研究室。 

 これら６つの研究室から構成されるのが私どものセンターでございます。 

 

―スライド（１．防災に関する取組）― 

 防災に関するテーマをまず１点目に触れさせ

ていただきたいと思います。私どもの国総研の

研究の柱の中で、午前中の所長のご挨拶にもご

ざいましたけれども、維持管理の議論、あるい

は防災・減災の議論、これらは国をあげての大

きな政策課題となってございます。 

 これらの課題に対応した研究を進めようとい

うことで、防災の面での研究課題につきまして、

先ほど申し上げました従来地震防災研究室とし

てありました組織が、今回「国土防災研究室」ということでさらに防災関係のジャンルを広げてい

こうという意識を持って研究活動に入ったところでございます。 

 従来から地震防災研究はハード、ソフトの両面の研究を進めてございます。特に、耐震設計等に

反映させるための地震動、あるいはそれらの設計上の取り扱いにかかわる研究という切り口が１つ

でございます。 

 もう一方では、災害発生時に用いる情報のシステム化といったこと、あるいは防災計画そのもの

のあり様についても研究に加えようということで、ソフト面の研究課題。この２つを大きなフィー

ルドとして従来から取り組んでございました。 

 今回の国土防災研究室におきましても、これらの地震に関係する継続的な取り組みを進めるとい

うことと、さらに併せましてより幅広いカテゴリーの災害事情にも対応していこうという認識、さ

らにはソフト面の対策を強化していきたい、危機管理全般にわたるより広いテーマを扱っていこう

ということで、さらに研究分野を拡大してございます。 

 また一方で、防災・減災は先ほど申し上げましたように国総研全体の大きなテーマでもございま

す。国総研全体して防災・減災の取り組みをさらに高めていこうということで、これらのコーディ

ネートについても役割を果たしていこうということで現在取り組みを進めてございます。 

 

―スライド（国総研全体の防災・減災研究の推進役（「防災・減災研究推進本部」の事務局）― 

 今年の春から、センターの発足と同時に所内の体制が発足しました。防災・減災の推進本部とい

160



 

 

 

う、研究総務官をヘッドにいたしまして、関係

部すべてが参加する体制ということで、その取

り組みを開始いたしました。この取り組みにつ

いて、私どもの国土防災研究室が中心となって

いろいろな意味でのコーディネートをさせて

いただくということで、所内での役割を仰せつ

かったところでございます。 

 所全体としての研究成果の発信をしていき

たい、また、関係機関との連携を十分に取って

いきたい、さらには、独自の研究そのものもで

きるだけ各研究部に共通するようなフィールドについて私どもが積極的に対応してまいりたいとい

うことで、この研究推進本部での取り組みを進めさせていただいている状況でございます。 

 

―スライド（国総研全体の防災・減災研究の推

進役「防災・減災研究推進本部」の取組事例）

― 

 具体に実施した事例でございます。これは昨

年からの継続した取り組みを今年度の最初の取

り組み成果ということでまとめさせていただい

たところでありますが、国総研の各研究分野で

これまで進めてまいって得られた研究成果を、

できるだけ現場に反映させていきたいというこ

とで、施策のメニュー集を取りまとめました。

とりわけ地震災害をフィールドにした適応技術を抽出いたしまして、合計 38 のメニューを、特に地

震発生前、日頃からの備えといった段階から、実際の発生時、あるいは応急措置を行うといった発

生後の取り組み、それぞれにわたりまして支援メニューをまとめ、すでにホームページに掲載して

いるところでございます。 

 特に直轄の現場、あるいは自治体の方々でご活用いただけるような機会があれば、ぜひ取り組ん

でいきたい、あるいはわれわれもそれについてご協力させていただきたいというように思う次第で

ございます。 

 

―スライド（支援メニュー(例)：即時被害推測情報）― 

 これは１つの例でございます。実際に強い地震が発生した場合に、施設の被災がどうなるかとい

うことをできるだけ予測ができないかという研究を従来から進めてまいりました。特に道路橋であ

ったり、あるいは盛土の構造物であったり、それらが地震動を受けた場合にどの程度の被災が生じ

るかということを、施設の特徴に、あるいは構造の特性に合わせて予測するといったような研究を
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進めてまいりました。それらを１つにシステム

化する、まさに地震動のインパクトを入れた場

合に、予め施設の情報が入っていれば自動的に

そのシステムの中で被災の程度、これはあくま

で概略の精度となりますけれども、それをアウ

トプットできる仕組みということで、システム

作りを進めてまいりました。 

 これがどこまでの精度が得られるかというと

ころが、若干われわれとしても試行錯誤を繰り

返さざるを得ないところがございますが、すで

に東海地震の近々の発生の懸念されております東海地方において適用準備を進めています。中部地

整において、具体の施設データをこの中にインプットして、いざ地震動のインパクト情報が入った

場合に施設の被災がどの程度になるか、このようなものがアウトプットして出されるようにという

ことで、作り込みに入っているところでごいます。実践の中で活用していただきながら、この成果

の精度をアップさせていきたいというように考えております。 

 

―スライド（大規模災害時の被災状況早期覚知

技術の研究）― 

 特に大規模地震発生時におきましては、すぐ

に被災状況が把握できないという課題がござい

ます。地震発生直後の情報をできるだけ速やか

に入手し、それを防災活動に反映させていきた

いということで、これに対応するための研究の

取り組みを進めているところでございます。       

東日本大震災のときにはいろいろなアクシデ

ントがございました。情報が取れたとしても情

報が地震の対策本部まで届かないといったよう

なことも含め、情報に期待はしつつもなかなか

その情報が使える状況になっていないというよ

うな事態が発生したところでございます。これ

らの状況を踏まえまして、できるだけいろいろ

な技術を組み合わせることによりまして、でき

るだけ速やかに全体の被害状況の把握ができ得

るようなシステムを作り上げたいと考えていま

す。 

 また、地震の場合は特に早期の道路啓開が非常に重要となります。あるいは個々の施設に関して
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も、どこを重点的に点検し、どこを早期に復旧

したらいいかというプライオリティづけをでき

るだけ早めに行い、それに対応した体制の構築、

あるいは体制の派遣をしていきたいと、このよ

うなニーズが非常に高くなっております。こう

いうニーズに対応するような情報システムを作

り上げていきたいということで、被害の状況を

把握する技術、あるいは現地を直接見なくても

一定の推測ができる技術、さらにはいま申し上

げたような意思決定に具体に反映できるように

それら情報を処理する技術、こういう技術を開発していきたいということで現在取り組んでいると

ころでございます。 

 

―スライド（大規模災害時の被災状況早期覚知

技術の研究（研究開発の全体像））― 

 具体にはできるだけいろいろな情報を得る仕

掛けをまずは組み込んでいきたいというように

考えてございます。 

先ほど申し上げましたような地震の被害を速

やかに推測するシステムをまず実用化していき

たい。一方では、現在の機器の精度からします

と、画像の処理によってかなりいろいろな情報

をわれわれが現地に行かずとも見られるという

ことが期待されてございます。ということで、画像を処理することによって被災状況を把握するよ

うな仕掛け。 

 さらには、いま民間のいろいろなコマーシャルベースでも活用が進んでおりますけれども、小型

の無人ヘリコプターといった、いわゆるＵＡＶの活用によって広域的な被災状況も知り、あるいは

メンテナンスでの活用という試行が始まっておりますけれども、施設の具体の被災状況もこういう

手段によって知っていくといったようなことがあります。 

 また、夜間、あるいは天候が悪いときでも情報が取れるような合成開口レーダー（ＳＡＲ）の技

術を導入することによって、悪天候下においても、夜間でも情報が取れるようなものを組み合わせ

ていく。できるだけ多くの手法を活用する中で、情報をタイムリーに取っていきたいというような

研究に入ったところでございます。 

 この中では、そうは言っても情報の信頼性の問題がございます。機器の信頼性と情報を受け渡し

するシステムの信頼性、やはり両方の信頼性ということが非常に課題になります。そういった面で

の研究も合わせて進めていくということで、できるだけ多くの情報を活用し、できるだけ短時間で
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具体の情報分析を可能としていくことを目指したシステム構築を進めてまいりたいというように思

います。 

 

―スライド（大規模災害時の被災状況早期覚知

技術の研究（情報分析・意思決定支援システム））

― 

各種情報を効果的に収集、分析する上では、

一方では各施設の状況をどのような精度で把握

していくかということと、もう１つは時間軸の

中でどういう手法が適用できるか、両面からの

制約と実現性の吟味が必要です。それら両面の

観点を踏まえ、実践に反映できるシステムの開

発を目指して研究に取り組んでいるところでご

ざいます。 

 

―スライド（２.｢発注者責任｣の達成を目指し

て）― 

 もう１つのテーマのお話に移らせていただき

たいと思います。先ほど申し上げました私ども

のセンターの由来の１つが総合政策研究センタ

ー、従来の建設マネジメントを中心に研究して

いたセンターがございます。 

現在の重要なテーマの１つとなっております

のが発注者責任の達成、いわゆる公共工事の品

質確保法の運用にかかわる研究ということが私

どものセンターの中でも大きな役割だというように考えてございます。 

 

―スライド（品確法の改正（H26.6.4 公布・

施行））― 

ご案内の通り今年の６月に品確法が改正され

ました。いくつかの施策が打ち出されておりま

すが、特に、入札契約制度にかかわる取り組み、

あるいは、品質確保を図るうえで非常に重要と

なる業務の進め方そのものを高度化するような

仕組みを求めるということが定められていま

す。 
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 ここには書いてございませんが、すでに検討が始まっておりますが、調査、計画、設計といった

カテゴリーにおける技術者を認定する仕組みづくりにつきましても、社整審における検討もすでに

始まりましたけれども、それもわれわれの研究テーマになってございます。 

 あるいは、地方自治体におけます発注者が非常に弱体化している団体への支援の仕組み作りとい

ったような課題もございます。品質確保法の適切な運用という視点からの研究を進めているところ

でございます。 

 

―スライド(多様な入札契約方式に関する研究)

― 

 品質確保法の対象とする様々な課題がござい

ます。技術者あるいは技能工の育成の問題があ

り、また価格面の競争に非常に特化したような、

ある意味では品質との関係で非常に懸念を持た

れるような競争の原理も働きつつあるといった

こともありますので、それらを対応するにはあ

たっては発注者がしっかりしていかなければな

らないということ。 

それの１つの手段として、入札契約のあり方ということが品質確保法の中でも大きな課題して組

み込まれてございます。多様な入札契約制度の導入ということが重要な課題になっているところで

ございます。 

 この多様な入札契約制度の研究ということで、入札契約制度そのものの中にいろいろな議論が盛

り込まれております。 

 １つが契約方式。発注対象が工事だけの契約に留まらないケースがあります。設計から施工まで

一緒に発注するようなケース、どういうような対象範囲の区分けで契約をしていくべきかという、

契約の方式の議論。また実際に行う工事をどこの業者にやっていただくかという業者の選定にかか

わるような入札方式、落札者の決定方式がございます。さらには実際に行った契約に基づく支払い

をどうするかという、支払いに関する方式。これらすべて包含したものが入札契約方式ということ

で定義されるものです。 

 入札契約方式を検討する上では、これらを動かすプレーヤーはどうなのかというと、発注者だけ

ではなくて、当然受け手側の特徴、受け手側の力量をどう考えるかということもございます。また、

工事の特性、工事がどのような技術的特徴を有しているものかということも考える必要もございま

す。 

 こういうフィールドなり、プレーヤーを具体に定義することによって、どういう入札契約方式を

用いるべきかといったような観点からの分析整理を行い、実際の現場での適用のためのルール作り

をしていくという研究を進めてございます。 
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―スライド（多様な入札契約方式に関する研究

（契約方式、入札方式、支払い方式））― 

入札契約方式にもいくつかの方式がござい

ます。通常の方式である設計・施工分離。従来

から、施工だけを単独で発注するということが

普通ですけれども、最近、例えば設計・施工一

括、デザインビルドといったような一連のプロ

セスを一括して発注する方式もございます。 

現在検討しているのとして、ＥＣＩ方式、こ

れはイギリスの方式、アメリカではＣＭ／ＧＣ

という同様の方式がありますが、施工業者が設計段階でも関与していくような方式で、特に関心を

持って研究を進めています。 

技術提案交渉方式は、入札契約方式の中で随意契約の１つのパターンとして、技術提案のみで業

者を特定し、そのあと随意契約行為に入っていく方式です。これは業務でいうプロポーザル方式に

非常に近い概念を有しているものでございます。支払いについても少し新しい方式を検討してまい

りたいというように考えてございます。 

 

―スライド（多様な入札契約方式に関する研究

（業務の流れと入札契約方式の選定））― 

 このようないろいろな方式を、どういう形で

選んでいくかということで、具体の工事を発注

する相当前段階において、どの段階から工事と

一連で発注していくべきかという検討にはいる

というのが、本来の発注方式の選定のあり方で

あろうと考えます。施設の設計の早期段階から、

実際にどの段階でどういう契約方式を選んでい

くかということを十分吟味していく必要がある

ということで、これらを１つのルール、マニュ

アル化してまいりたいと考えています。 

 

―スライド（多様な入札契約方式に関する研究

（事業プロセスの対象範囲に応じた契約方式

（案）））― 

 通常は、設計はコンサルタントが担当します、

施工は建設業がやりますということで、施工だ
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けを単独で発注する設計・施工分離方式が従来からやられております。それらを工事によっては少

し前の詳細設計も施工業者がやるという方式もございますし、設計の早期段階から施工業者がやる

ということもあり得ます。これらは工事の性格によってそれぞれ使い分けをしていきたいというよ

うに思っております。 

ＥＣＩ(early contractor involvement)という、早い段階から施工業者がかかわっていく方式もご

ざいます。設計の段階において、予め施工業者を選定いたしまして、施工ノウハウを設計に反映す

る、コンサルティング段階での関与をしていただくというフェーズが施工を実際に契約する前段階

としてあるという、２段階契約のような方式をイギリスで導入している事例がございます。施工を

設計に反映させるためのユニークな、効果的な

方式と考えてございます。 

 

―スライド（技術提案交渉方式に関する研究）

― 

 新たに改正品確法の中で盛り込まれたもの

が、技術提案交渉方式と言われているものです。

仕様が確定できない、工事のやり方が発注者が

想定がし難いものがある場合に、予め工事設計

をしっかりすることができ得ないものがござい

ます。 

例えばインフラの老朽化がこれから進みま

す。インフラを更新するような場合に、現在果

たしている機能を低下させることが許されな

い、社会にマイナスのインパクトを与えてはま

ずいという強い要請があるケースが考えられま

す。すると、まずはそれを絶対要件として技術

の提案を求めるといったケースがあり得るのか

なといったように思っております。 

そういった場合、価格にはよらない競争、ま

さに技術だけの競争を最優先せざる得ない場合

に、技術に最も優れた提案をした業者の提案を

まずは採用し、そのあとその提案に沿った契約

行為を随意契約で進めていくといったことが想

定されているものでございます。そういう方式

が新たにこの品確法の改正法の中で盛り込まれ

たというところでございます。 
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―スライド（官民連携による業務執行方式に関

する研究）― 

 最後にもう１つ仕事の進め方ということで触

れさせていただきたいと思います。冒頭、研究

総務官のご報告にもございましたが、東北の復

興道路の整備の中で事業促進 PPP という方式が

取り組まれています。この PPP というのは民の

技術の総力を挙げて発注者と連携して仕事をし

ていただくということで、設計、施工、あるい

は用地の補償関係も含めました専門家の皆さま

にチームを作っていただいて、その方々が発注

者と一緒になって事業促進に取り組み、非常に

大きな成果を生んでいるところでございます。 

 東北では 10 工区で仕事が進められておりま

すけれども、いま全国で約 30 の現場でこの方式

が直轄工事に適用されているとところでござい

ます。これらをできるだけ効果的にさらに展開

していきたいと考えているのですが、現場での

声を聞いておりますと、民の側のビジネスモデ

ルとして、改善を求める意見があります。どう

いうことかといいますと、これを受注した場合

にその工区での設計業務をコンサルタントが受

注できない、あるいは工事業者は施工がその工

事区間では取れないといった、競争参加をそこ

でネグレクトされてしまうということがござい

ます。 

現場の声もお聞きしながら、できるだけそれ

に代わるようなインセンティブを含めて、どう

いうような形で民の皆さんにここへの積極的な

参加をしたい気持ちになっていただけるか。そのためにどういう仕組み作りがこれから求められる

かという研究を進めているところでございます。 

 われわれの研究は、ただいま申し上げましたのは一部の例でありますけれども、現場の皆さんの

実践を通じて研究成果を確かめていただき、また改善すべきところをご指摘いただきながら進めて

まいる、これが当センターの研究の特徴であり、宿命的な性格であるというように思ってございま

す。 

今後とも皆様方のご指導とご協力をお願いいたしまして私の発表とさせていただきます。どうも
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ご清聴ありがとうございました。 

 

―終了― 
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3.13 【特別セッション（維持管理）】すぐに役立つ道路構造物の維持管理 

（道路構造物研究部長 真下 英人） 

 

ただいまご紹介いただきました道路構造物

研究部長の真下でございます。「すぐに役立つ

道路構造物の維持管理」と題してお話をさせて

いただきます。 

 

―スライド（講演内容）― 

 本日お話をさせていただく内容でございま

すが、道路構造物の老朽化対策は大きな課題と

なっており、今年の７月から道路橋、道路トン

ネルなどを対象に定期点検を行うことが義務

付けられております。このため、本日は維持管

理における技術基準の体系について簡単に紹介

したうえで、技術者が現場で実際に点検と診断

を行う際にぜひ知っておいていただきたいこと

を道路橋における点検のポイント、それから道

路トンネルにおける診断のポイントとして紹介

させていただきたいと思います。 

 

―スライド（維持管理における技術基準の体系）

― 

 まず初めに、維持管理における技術基準の体

系について簡単に紹介させていただきます。 

 

―スライド（維持管理における技術基準の体系）

― 

 道路構造物の老朽化対策を進めるには点検、

診断、措置、記録というメンテナンスサイクル

を確立することが重要となっております。この

ため、昨年には道路法が改正されまして、維持、

点検、措置を講じることが規定されております。 

また、本年の３月には省令・告示が公布され、

トンネル、橋などを対象に定期点検が規定され

ております。 

 

写真-16 道路構造物研究部長 真下 英人 
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 その内容としましては５年に１回近接目視を

基本として実施すること、健全性の診断結果を

４段階に区分することとなっております。また

本年の６月には省令の規定に基づいて行う点検

の最小限の方法、記録項目を規定した定期点検

要領が道路橋、あるいは道路トンネルなどを対

象に通知されているところでございます。 

 

―スライド（健全性の診断結果の分類に関する

告示）― 

 これは健全性の診断結果の分類に関する告示

でございます。診断結果は１～４までに区分す

ることになっておりまして、１が健全、２が予

防保全段階、３が早期措置段階、４が緊急措置

段階となっております。特に４の緊急措置の段

階では「構造物の機能に支障が生じている、ま

たは生じる可能性が著しく、緊急に措置を講ず

べき状態」となっておりまして、４の段階では

緊急に措置を講ずることが求められます。 

 このような区分は道路橋、トンネル等すべての構造物に共通な分類でありまして、路線や地域な

どのマクロ的な状態把握が可能になっております。 

 

―スライド（定期点検要領（平成２６年６月））

― 

 次に定期点検要領の概要でございますが、対

象は道路橋、道路トンネル、シェッド・大型カ

ルバート等、横断歩道橋、門型標識等となって

ございます。 

 定期点検要領の内容でございますが、道路橋

の場合には定期点検について最低限行われる

べき事項と考えられる方法、記録項目を具体的

に記したものとなっており、各項目について具

体の考え方や留意点を補足しております。また、一般的構造と主な着眼点、判定の手引きを付録と

して添付しております。 

 ほかの構造物につきましても、ほぼ同様な内容となっております。 
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―スライド（道路橋における点検のポイント）

― 

 それでは、ここからは道路橋における点検の

ポイントについてお話をさせていただきます。 

 

―スライド（道路橋の点検の難しさ）― 

 まず、道路橋の点検の難しさはどこにあるか

ということでございますが、１つには各種の橋

梁形式があるということ、構造が非常に複雑で

あるということ、それから多様な使用材料や損

傷があるということがあげられます。また外観

目視では把握できない損傷、例えばこのように

コンクリートが変色している、あるいは土中の

基礎に損傷があるなどがあげられます。             

従いまして、変状を見逃さないためには、点 

検者には知識、技能が必要となってまいり  

ます。 

 

―スライド（道路橋の点検におけるポイント）

― 

 本日お話する道路橋の点検のポイントは大

きく２つございます。１つ目は近接目視の必要

性、重要性。２つ目が各部材の点検のポイント

となっております。 

―スライド（遠望目視の限界支間中央部の内桁

での大きな亀裂）― 

 まず、近接目視の必要性でありますが、第一

に遠望目視では見ることのできる範囲に限界が

あるということがあげられます。例えば、この

ような支間中央部の内桁に発生している大きな

亀裂、これは遠望では見つけることはできませ

ん。 
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―スライド（遠望目視の限界遠望目視での死角）

― 

 また遠望目視には死角があることがあげられ

ます。このような桁の端部、あるいは支承部、

これらは遠望目視で見ることはできません。 

 

―スライド（遠望目視の限界目視距離による見

え方の違い（ひびわれ））― 

 さらに目視距離によって把握できる情報の信

頼性が異なることがあげられます。遠い距離か

らの目視ではひび割れを見逃したり、あるいは

蜘蛛の巣をひび割れと誤認したり、このような

リスクが存在いたします。 

 

―スライド（必要に応じて、打音や触診を）― 

 一方、近接目視の場合には正確な事象が捕捉

できるほか、測定により定量的に状態を把握す

ることができます。また、必要に応じて打音や

触診が必要となる場合があり、例えばこのよう

な合マークがないボルトのゆるみ、あるいは外

見上の変化が見られないボルトの破損、このよ

うなものは目視では見つけることができず打音

や触診が必要になってまいります。近接目視の

場合にはこのような打音や触診を行うことが可

能となります。 

 

―スライド（第三者被害の懸念のある状態（う

き，はくりなど）は速やかに措置することが不

可欠）― 

 また、第三者被害の懸念のあるうき、はく離

などは速やかに措置することが不可欠でありま

して、例えばこのような橋脚張り出し部、床版

の下面に発生したうき、はく離などの見落とし、

処置漏れは第三者被害に直結するため注意が必

要となります。 

 このようなはく離などは打音により見つかる
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ものでございまして、また打音を行う際には軽微な浮きであればその場で叩き落とすことができる

というようなことがあります。 

 

―スライド（写真撮影時のポイント）― 

 また、点検時には写真撮影を行いますが、写

真撮影にもいくつかのポイントがございます。

１つ目は黒板を入れ撮影地を特定すること。２

つ目は対象や目的を明確に構図を工夫すること

でございます。これはよい例で撮影対象が明確

で、寸法の記載があり規模の把握が可能であり

ます。一方悪い例としましては、撮影対象が不

明確で、黒板位置が悪く内容が確認できない、

あるいは黒板が主となっており損傷が把握しに

くいといったものであります。 

 

―スライド（鋼部材の点検のポイント：腐食（腐

食しやすい箇所））― 

 ここからは各部材の点検のポイントについて

紹介をしてまいりたいと思います。まずは鋼部

材の腐食であります。これは桁の端部、排水装

置の直下、あるいは高力ボルト連結部に発生し

た腐食の例でありますが、鋼部材の腐食につき

ましては発生しやすい箇所がほぼ決まっており

ます。具体的には漏水の多い桁の端部、水平材

上面など滞水しやすい箇所、通気性、排水性の

悪い支承部周辺や連結部、泥、ほこりの堆積しやすい下フランジの上面、溶接部などとなっており、

これらの場所を重点的に点検することがポイントとなります。 

 

―スライド（鋼部材の点検のポイント：腐食）

― 

 また主桁に関しましては、この例のように主

桁の外側では一般部では異常な錆は見られな

くても、下フランジとウェブの溶接部で著しい

腐食と断面欠損が生じて、部材の剛性や耐荷力

が大きく低下している場合があること、あるい

は主桁の内側でも全体にわたり著しい腐食や
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断面欠損が生じている場合があること。このようなことに留意する必要があります。 

 

―スライド（鋼部材の点検のポイント：亀裂・

破断）― 

 次に鋼部材の亀裂・破断でありますが、亀裂

・破断に関しましてはまず対象とする部材によ

って亀裂の橋全体への影響が大きく異なるとい

うことに留意する必要があります。 

 すなわち水平荷重に抵抗する部材としまして

は対傾構、横構などがありますが、これらの部

材に発生する亀裂の橋全体への影響は限定的と

なっております。 

 

―スライド（鋼部材の点検のポイント：亀裂・

破断）― 

 一方、鉛直荷重に抵抗する部材としましては、

主桁、横桁などがありますが、これらに発生す

る亀裂は致命的となる可能性があり、損傷の大

きさだけで部材や橋におよぼす影響は決まらな

いことに留意する必要があります。 

 

―スライド（コンクリート部材の点検のポイン

ト：変色）― 

次にコンクリート部材の点検のポイントであ

ります。まず１つ目は、変色に着目するという

ことであります。これはＰＣ箱桁下床版の下面

に変色部が発生した例でありますが、変色部を

はつってみたところ、このようなＰＣ鋼材の著

しい腐食・破断が見られた例であります。この

ようにコンクリート変色部では、内部で損傷が

進行している場合があるため注意が必要となっ

てまいります。 

 

―スライド（コンクリート部材の点検のポイント（補強部材の損傷））― 

 次に補強部材の損傷であります。これは塩害による断面修復箇所、それからその外側でひび割れ

やうきが発生した例であります。このように補修または補強した箇所では、再劣化に注意が必要で
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あり、補強効果が失われていたり、内部で損傷

が進行している可能性があります。 

 

―スライド（コンクリート部材の点検のポイン

ト（PC）間詰め部）― 

 また、コンクリート部材ではＰＣ橋のＴ桁の

間詰め部、この部分でありますが、この部分に

も注意を払う必要があります。特にＰＣ橋の標

準設計は 1969 年に改訂されており、この改訂以

前の設定ではフランジ端部にテーパーがあり

ませんので、間詰め部との境界が劣化すると、

このような間詰めコンクリートの抜け落ちが

発生する可能性があるため注意が必要となっ

てまいります。 

 

―スライド（床版の点検のポイント）― 

 次に床版の点検のポイントであります。床版

におきましては、まず舗装の異常に着目するこ

とがポイントとなります。これは舗装にひび割

れ、石灰分浸出が見られたので床版下面を見て

みたところ、コンクリ―トの変色、ひび割れが

見つかった例であります。 

 舗装のひび割れから水が浸入すると、床版の

損傷を著しく進行させることがあり、舗装に著

しい異常が生じた場合、床版コンクリートが著

しく劣化し、土砂化している場合があるため注

意が必要となってまいります。 

 

―スライド（床版の点検のポイント）― 

 また、鋼板接着により補強された床版コンク

リートでは劣化状況を目視により確認するこ

とができないということにも注意が必要であ

ります。これは舗装にひび割れ、陥没が見られ

たため床版下面を見てみたところ、このような

補強鋼板が接着されており、床版コンクリート

の状態が確認できなかった例であります。 
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 この橋では別の個所で、このような鋼板接着部での床版の抜け落ちが発生しており、舗装面の状

態や補強鋼板の腐食状況、漏水等の兆候を把握し、必要に応じて部分的な舗装のはつり調査を実施

することが重要となってまいります。 

 

―スライド（下部構造の点検のポイント）― 

 次に下部構造であります。下部構造におきま

しては外見からは判断できない基礎の変状を

見つけることがポイントとなります。これはア

ルカリ骨材反応によりフーチングにひび割れ

が発生し、鉄筋破断が生じた例であります。地

中にある基礎の変状を見つけるには、掘削を行

わないと分かりませんが、例えばこの例ではこ

のような地表面付近にひび割れが発生してお

り、地表面付近のこのようなひび割れを見つけ

ることによって兆候を見つけ、必要があれば掘削調査を行うということがポイントとなってまいり

ます。 

 

―スライド（下部構造の点検のポイント（橋台

背面））― 

また、下部構造につきましては増水時に水の

流れが強く当たる箇所、いわゆる水衝部、ここ

の部分で橋台が突出する場合には流水の影響に

より洗掘が生じやすいことに注意を払う必要が

あります。洗掘が発生しますと、橋台が沈下・

傾斜するほか、橋台背面の土砂が吸出しで流れ

出し、このような路面の陥没、あるいは舗装面

のひび割れが生じている可能性もあるため注意

が必要となってまいります。 

 

―スライド（伸縮装置の点検のポイント：遊間

異常）― 

 最後に伸縮装置であります。伸縮装置におき

ましては、遊間異常に着目することがポイント

となります。このように伸縮装置の遊間が異常

に狭い、あるいは伸縮装置の遊間が左右で不均

等といった異常が生じる場合には、地震の影響
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により下部工の変位、あるいは支承の損傷、上部工の異常等が生じていることがあるため注意が必

要となってまいります。 

 

―スライド（道路橋の点検で参考となる資料）

― 

 以上が道路橋の点検のポイントでございます

が、国総研では道路橋の点検で参考になる資料

としまして、「橋梁損傷事例写真集」というも

のを国総研資料として公開しております。これ

らは国総研のホームページよりダウンロードで

きますので、ぜひご活用いただけたらと思いま

す。 

 

―スライド（道路トンネルにおける診断のポイ

ント）― 

 それではここからは道路トンネルにおける診

断のポイントについてお話をさせていただきま

す。 

道路トンネルの場合は構造は比較的単純で、

使用する材料も主としてコンクリートとなるた

め、発生する変状は覆工のひび割れ、うき、は

く離、あるいは路面の変形などとほぼ決まって

おり、点検作業はそれほど難しいものではあり

ません。しかし、点検結果を受けた診断を行う際には予備知識としてぜひ知っておいていただきた

いポイントがいくつかありますので、本日はこれらについて紹介をさせていただきます。 

 

― ス ラ イ ド (トンネルの診断で行うこと）

―  

 まずトンネルの診断で行うことであります

が、大きく２つございます。１つ目は変状を発

生原因により外力、材質劣化、漏水に区分する

こと。 

 ２つ目は変状の種類、これは圧ざ、ひび割れ、

うき、はく離、変形、移動、沈下、鋼材腐食、

有効巻厚不足または減少、漏水等による変状、

６つに分類されますが、変状の種類ごとにその
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発生原因がこの表の丸印に該当する場合に、利用者の安全性、トンネル構造の安全性の観点から対

策の必要性とその緊急度を判定することであります。  

 

―スライド（診断で重要な２つのポイント）― 

 このため、診断におきましては２つの重要な

ポイントがあります。１つ目は変状の発生原因

の区分でありまして、見つけた変状がその発生

原因が外力の作用によるものか、あるいは材質

劣化によるものかを判別すること。特にひび割

れにつきましては、外力によるものと、材質劣

化によるものの判別が重要となってまいりま

す。 

 ２つ目が対策の必要性とその緊急度の判定

でありまして、利用者の安全性という観点からは、見つかったひび割れがコンクリートのはく落に

つながるものかどうか判断すること、あるいは漏水の程度、位置は利用者に影響を与えるものかど

うかを判断すること、それからトンネル構造の安全性という観点から見つかった変状は構造全体の

崩壊につながるような危険な変状であるかど

うかこれを判断すること。これが重要となって

まいります。 

 

―スライド（トンネルに発生する変状の種類）

― 

 これはトンネルに発生する変状の種類を、発

生する部位との関係で整理したものでありま

す。主なものとしましては１．覆工・坑門のひ

び割れ、うき・はく離、２．覆工・坑門の変形、

移動、沈下、３．水平打ち継目、横断目地の段

差、４．路面・路肩のひび割れ、隆起、５．側

溝、監査歩廊のひび割れ変形、６．鋼材腐食、

７．覆工の巻厚不足、減少、８．漏水となって

おります。 

 

―スライド（トンネルに発生する変状の例（そ

の１））― 

 これはトンネルに発生する変状の例を示した

ものであります。覆工のひび割れ、坑門のひび
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割れ、覆工のうき・はく離、横断目地の段差と

なっております。 

 

―スライド（トンネルに発生する変状の例（そ

の２））― 

 同じく路面の隆起、側溝・監査歩廊の変形、

鋼材腐食、漏水となっております。 

 

―スライド（トンネルの変状の主な発生原因）

―                          

それではこのような変状はどういう原因でで

きるかということでありますが、変状の発生原

因は大きく３つに分けることができます。１つ

目は外力でありまして、主なものとして土圧の

作用、地すべり、水圧、凍上圧の作用、地震、

支持力不足といったものであります。 

 ２つ目は材質劣化で、経年劣化、温度・乾燥

の影響によるコンクリートの収縮、施工方法、

具体的にはコンクリートの打込みの中断、不足、

不十分な締固め、養生不良、型枠の据え付け・

脱型・沈下、さらには使用材料ということで、

具体的には鋼材腐食、アルカリ骨材反応となっ

ております。 

 ３つ目が漏水でありまして、これはひび割れ

の発生、地下水の存在、防水工・排水工の不良

ということが原因となります。 

 

―スライド（外力の作用による変状の例（その

１））― 

 これは外力の作用による変状の例でありま

して、土圧の作用によりひび割れが発生したも

の、同じく土圧の作用によるひび割れ、それか

ら土圧の作用による路面隆起、土圧の作用によ

る側溝・監査歩廊の変形となっております。 

 

―スライド（外力の作用による変状の例（その
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２））― 

 同じく土圧の作用によるひび割れ、地すべりによるひび割れ、水圧の作用によるひび割れ、地震

によるひび割れとなっております。 

 

―スライド（材質劣化による変状の例（その

１））― 

 一方、これは材質劣化による変状の例を示し

たものであります。コンクリート収縮によるひ

び割れ、コンクリートの打込みの中断によるひ

び割れ、コンクリートの打込み不足による巻厚

不足、不十分な締固めによるうき・はく離とな

っております。 

 

―スライド（材質劣化による変状の例（その

２））― 

 同じく材質劣化による変状の例で型枠の据

え付け時に発生するひび割れ、鋼材腐食、アル

カリ骨材反応によるひび割れとなっておりま

す。 

 

―スライド（変状の種類と発生原因との関係）

― 

 このように見てきますと、変状の種類によっ

ては複数の原因が考えられるものがあること

が分かります。これは変状の種類と発生原因と

の関係を整理したものであります。 

 まず圧ざ・ひび割れ。これに関しましては外

力の作用の場合と材質劣化の場合があること

が分かっています。なお、圧ざというのはコン

クリートの曲げ圧縮破壊によって生じるもの

で、ひび割れの一種と考えることができます。 

 それからうき・はく離。これに関しましては、

大半がひび割れに起因するが、起因しない場合

は材質劣化ということが分かっております。 

 また変形、移動、沈下。これは施工時に水平打ち継目・横断目地に生じた段差等を除けば外力の

作用ということが分かっております。 
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 また、鋼材腐食、有効巻厚の不足または減少、これは材質劣化です。漏水等による変状は漏水と

いうことになります。 

 このように見てみますと変状の多くはその発生原因が明確になっていると思いますが、ただひび

割れだけにつきましては発生原因が外力の作用の場合と、材質劣化の場合があるため、それを判別

するということが必要になってまいります。 

 

―スライド（ひび割れの発生原因の判別方法

（第一段階））― 

 それでは、点検でひび割れが見つかった場合

に、どのようにしてその発生原因を判別するか

ということになりますが、まず第１段階としま

しては点検から得られたひび割れの情報から

判別するという方法があります。その際の着目

するポイントとしましては、圧ざ、せん断、引

張りといったひび割れの種類、ひび割れの発生

位置と方向、過去の点検記録がある場合はひび

割れの進行性ということに着目すれば良いということになります。 

 

―スライド（ひび割れの種類と変状原因との関

係）― 

 これは１つ目の着目のポイントであるひび

割れの種類と変状原因との関係であります。こ

こに示しますような曲げ圧縮ひび割れ、いわゆ

る圧ざ、あるいはこのようなせん断ひび割れ、

これは外力の作用により発生するものであり

ます。 

 一方、引張りのひび割れ。これは外力作用の

場合と材質劣化の場合が考えられるため、別の

情報を用いてその原因を判別する必要が出て

まいります。 

 

―スライド（ひび割れの発生位置と変状原因と

の関係（縦断方向））― 

 ２つ目のひび割れの着目点である発生位置

と変状原因との関係でありますが、まず縦断方

向のひび割れに対しましては、例えばこのよう
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なトンネルの頂部に出る引張りのひび割れ。これに対しましては、ここにありますように外力とし

て上方から土圧が作用した場合、あるいは材質劣化のコンクリートの収縮によっても発生するとい

うことがありまして、なかなかこのような天端に発生した引張りのひび割れを判別するのは難しい

というのが現状であります。 

 ただし、外力が作用した場合には、初めに引張りのひび割れが発生し、変形が進むと別の個所に

このような圧ざが発生することが多いということが分かっておりますので、周辺のひび割れの発生

状況をよく見ることによって変状の発生原因の判別をできる場合があります。 

 また一般に外力が作用する場合にはトンネルの全延長にわたって同じ荷重が作用するということ

はありませんので、トンネル全延長にわたって同じ位置にこのような引張りのひび割れが続いて発

生する場合、そのような場合には材質劣化が疑われるということになります。 

 

―スライド（ひび割れの発生位置と変状原因と

の関係（横断方向））― 

 それから、同じくひび割れの発生位置と変状

原因との関係で、横断方向のひび割れでありま

す。まず、材質劣化のコンクリート収縮が原因

となる場合には、ここにありますように引張り

のひび割れがスパン中央に発生することが多い

ということが分かっております。また、材質劣

化の型枠の据え付けが原因となる場合には、横

断目地付近にこのような半月状のひび割れが出

るということが分かっております。一方、外力の支持力不足によってもこのようなひび割れが発生

しますが、この場合にはひび割れの発生する場所は限定されません。 

 このように材質劣化によるひび割れは、発生原因位置が限定されることが多いため、発生位置に

着目することによって変状原因が判別できる場合があります。 

 

―スライド（ひび割れの進行性と変状原因との

関係）― 

 ３つ目の着目点であるひび割れの進行性と

変状原因との関係でありますが、これはいくつ

かのトンネルの点検データから発生したひび

割れの密度と、トンネルができてからの経過年

との関係を外力が作用した場合と、材質劣化の

場合に分けて示したものであります。 

 この図からも分かりますように、外力が原因

となる場合には、ひび割れはトンネルができて
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から 10 年以上経ってもまだ増える傾向にあるということが分かります。一方、材質劣化の場合には

５年もするとひび割れはほぼ収束して、増加が見られないということが分かります。従いまして、

建設後５年以上経過してもひび割れに進行が見られる場合は、外力の作用を疑えば良いということ

になります。 

 

―スライド（ひび割れの発生原因の判別方法

（第二段階））― 

 このように、ひび割れの情報に着目すること

によって多くのひび割れはその発生原因を判

別することができますが、それでもひび割れの

発生原因が判別できない場合には必要に応じ

て実施する調査から得られる情報、例えばひび

割れの貫通の程度とか、トンネル周辺の地形・

地質、施工時のトンネル挙動、周辺の地下水状

態、こういう情報を加えて総合的に判別するこ

とが必要となってまいります。 

 

―スライド（変状の発生原因と対策の必要性の

考え方）― 

 次に変状の発生原因と対策の必要性の考え

方について紹介をしたいと思います。まず、ト

ンネル構造の安全性ということにつきまして

は、発生する変状の原因が外力の作用による場

合、この場合にはトンネル構造全体の崩壊につ

ながるおそれがあります。ただし、軽微な引張

りのひび割れは、直ちに崩壊に至る可能性は小

さいということも分かっております。 

 一方、材質劣化による場合、この場合には有効巻厚が極端に不足するという特殊な場合を除けば、

トンネル構造の安全性に影響はないということが分かっております。 

 また、漏水の場合もトンネル構造の安全性に影響はないということが分かっております。 

 一方、利用者の安全性という観点から考えますと、想定すべき被害はコンクリート片の落下、あ

るいは漏水の落下ということでありますので、これに対しましては変状の発生原因に関係なく、対

策の必要性を考えていく必要が生じます。従いまして、対策の必要性は外力作用の場合は、トンネ

ル構造の安全性と利用者の安全性。材質劣化、漏水の場合は、利用者の安全性の観点から判断する

必要があるということになります。 
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―スライド（早急な対策が必要となる変状）― 

 それでは早急な対策が必要となる変状は具

体的にどのようなものかということになりま

すと、まず利用者の安全性。これは外力作用、

材質劣化、漏水の場合、いずれの場合も検討し

なければなりませんが、まずコンクリート片の

はく落の防止ということが必要となってきま

す。そのため、ひび割れの閉合によるブロック

化、あるいは表面の劣化等による小片のはく

落、これらに対して注意を払う必要がありま

す。また、漏水につきましては車道に落下するようなもの、これらに注意を払う必要があります。 

 一方、トンネル構造の安全性という観点からいいますと、外力作用により発生した変状のうち、

圧ざ、せん断ひび割れ、あるいは著しい進行性が見られる変状、特に路面・路肩の隆起、側溝・監

査歩廊の変形、これらに注意を払う必要が出てまいります。 

 

―スライド（利用者の安全性から早急な対策が

必要な変状（ブロック化によるはく落））― 

これは利用者の安全性から早急な対策が必要

な変状のうち、ブロック化によるはく落の例で

あります。このようにひび割れと横断目地との

組み合わせ、同じくひび割れと横断目地との組

み合わせでブロック化したもの。あるいは複数

のひび割れが交差してブロック化したもの。こ

のような変状に対しましては、早急な対策が必

要となってまいります。 

 

―スライド（利用者の安全性から早急な対策が

必要な変状（コンクリート小片のはく落））― 

 また、コンクリート小片のはく落に関しまし

ては、このように表面劣化して表面がボロボロ

落ちるもの、あるいは横断目地部の欠け、この

ようなものに対して早急な対策が必要となって

まいります。 
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―スライド（構造の安全性から早急な対策が必

要な変状）― 

 一方、トンネルの構造の安全性から早急な対

策が必要な変状ということでありますが、ここ

に示すような圧ざ、あるいはせん断ひび割れ、

また進行性が著しい側溝・監査歩廊の変形、路

面・路肩の隆起、このような変状を見つけた場

合には要注意ということになります。 

 

―スライド（まとめ）― 

 以上が、道路トンネルの診断のポイントでご

ざいます。最後に、本日お話をさせていただい

たまとめになりますが、まず道路橋の点検のポ

イントであります。近接目視に際しては変状箇

所のみならず、さまざまな情報や事象の関連性

を考慮し、兆候を見逃さないことが重要である

ということ。また、現状のみでなく、前後の推

移も考える。第三者の被害の防止は最優先で行

うということになります。 

 次に道路トンネルの診断のポイントであり

ますが、変状の発生原因を区別する必要があ

り、特にひび割れについては外力の作用と材質

劣化によるものの判別が重要であるというこ

と。ブロック化したひび割れなどは利用者の安

全性、それから圧ざ、せん断ひび割れ、進行が

著しい監査歩廊の変形、路面の隆起などの変状

は構造の安全性に影響をおよぼすおそれがあ

り早急な対策が必要であるということであり

ます。 

 以上、駆け足になりましたがこれで私の発表を終わらせていただきます。どうもご清聴ありがと

うございました。 
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第 4章 閉会の挨拶 
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4. 閉会のあいさつ 

（副所長 山本） 

 

平成 26 年度国総研講演会の閉会

に当たりまして一言ご挨拶申し上

げます。 

 本日は師走の大変お忙しい中、ま

た長時間この最後の時間までお残

りいただきまして本当にありがと

うございます。私どもいろいろな分

野で取り組んでおりますけれども、

今回こういう形で最新の成果につ

いてご報告させていただきました。 

どれぐらいこれからお役に立つ

のか分かりませんけれども、ぜひ私どもの成果、あるいは冒頭で私どもの所長あるいは研究総務官

のほうからお話がありましたけれども、私どもは研究をやっているだけではなくて、その技術成果

を広く皆さんに使っていただくという形でいろいろと活動しております。そういった観点から、ぜ

ひ私ども国総研の組織、あるいはこの力を活用いただければというようにも思う次第でございます。 

 それから一言お礼を申し上げなければなりませんけれども、きょう特別講演会で東京都市大学の

副学長であります三木先生から大変貴重なご講演をいただきました。長い時間の講演会でございま

したので、最後皆様お疲れだったと思いますけれども、先生のお話でだいぶ目が覚めたのではない

かと思います。本当にありがとうございました。改めてお礼を申し上げたいと思います。 

 私どもはいろいろなことをやっておりますけれども、これからも皆様方の叱咤激励を得ながらこ

の国をよくするために頑張っていきたいと思っております。ぜひ引き続き暖かいご支援、ご指導、

ご鞭撻をお願いしたいと思っております。きょうは本当に長時間ありがとうございました。改めて

お礼申し上げます。 

 

写真-17 副所長 山本 
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